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ユーロ導入後の産業界・企業の対応

９９年１月、ＥＵ加盟国１５ヵ国のうち１１ヵ国でユーロが導入された。英国、デンマーク、

スウェーデン、ギリシャは、通貨統合第１陣に参加しなかったが、その後、各国で通貨統

合参加に向けての動きがみられる。

ギリシャは２０００年３月９日、２００１年からの参加をＥＵに正式申請、６月のＥＵ首脳会議

で参加の可否が決定される。デンマークは同じく３月、通貨統合参加の是非を問う国民投

票を２０００年９月２８日に実施すると発表した。スウェーデンも３月の社民党大会で、通貨統

合の賛否を国民投票に諮ることを決定、その時期は未定であるが、２００２年に予定される総

選挙後との見方が多い。また英国政府も、５つの経済基準を満たす場合、次期国会で通貨

統合参加を決定し、その後国民投票に諮る姿勢を示しており、３月に通貨統合参加への移

行計画に関する第２次計画書を発表している。

以下、英国、デンマーク、スウェーデンにおける通貨統合参加に向けた動き、通貨統合

未参加によるマクロ・ミクロ両面への影響、各国企業のユーロ対応の進展状況などを中心

に報告する。また、ＥＵ非加盟のノルウェーにおける、ユーロの影響、産業界・企業の対

応などについても報告する。

通貨統合参加にかかわる議論は対立
（英 国）
ロンドンセンター

欧州大陸の１１ヵ国においてユーロが導入さ

れて約１年半が経過した現在、英国では通貨

統合参加の是非を巡る議論が繰り広げられて

いるが、依然としてその方向性は不透明と

なっている。通貨統合参加を推進する労働党

政権は、早ければ２００１年に予定される次期総

選挙後に国民投票を実施するとの計画を発表

しているが、一方でユーロ導入政策に反対す

はじめに
る世論が強まっている。英国にとって今後大

きな選択となる同問題に対し、本レポートで

はユーロ導入の是非を巡る論点と動向を整理

するとともに、特に通貨統合参加または不参

加による同国への経済的影響について報告す

る。

英国の通貨統合参加支持者は、ユーロの導

入により経済の効率性は飛躍的に向上すると

１．対立する議論～通貨統合参加の是非
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表１ 通貨統合にかかわる国民投票が行われた場合、参加・不参加のどちらに投票するか

９５年 ９８ ９９ ２０００

２月 ４ ５ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３

参加 ２６ ２６ ３４ ３４ ３５ ２７ ２５ ２４ ３０ ２７ ２８ ２４ ２５ ２４ ２７

不参加 ５１ ６１ ４８ ５３ ５２ ６１ ６２ ６０ ５７ ５８ ５９ ６１ ６３ ６３ ６１

わからない ２３ １３ １７ １３ １３ １３ １３ １６ １３ １５ １３ １５ １１ １２ １２

出所：「ビジネス・フォー・スターリング」ウェブ・サイト
ガーディアン紙／ＩＣＭ社実施の月例世論調査

し、また政治的な観点からも英国が欧州への

影響力を保持するためには参加が必要である

としている。一方、反対派は通貨統合参加国

に対する統一的な金融政策を受け入れること

は、英国経済の効率性に逆効果をもたらすと

主張しているほか、中には通貨統合を実質的

には欧州連邦形成に向けてメンバー国を集約

しようとする政治的な計画であるととらえ、

国家主権の喪失を危惧する者もいる。以下に

政界、世論、産業界それぞれにおいて現在ど

のような見方が主流となっているかを紹介す

る。

（１）政界の見方

通貨統合参加を推進するブレア首相に賛同

し、同様の姿勢を公にしている閣僚の代表と

しては、クック外相、バイヤーズ貿易産業相、

マンデルソン北アイルランド担当相などがあ

げられる。また同国の第３位の政党である自

由民主党も早期参加を強く支持している。

一方、野党の保守党幹部は通貨統合参加支

持を表明しているケネス・クラーク氏、マイ

ケル・ヘーゼスタイン氏など一部の党員を除

いて、英国の通貨統合への早期参加に反対し

ており、今期および次期国会会期での参加見

送りを党の公式方針としている。９９年６月の

欧州議会選挙時、議席数は従前の労働党６２、

保守党１８から、労働党２９、保守党３６へとなり、

情勢は労働党支持から保守党支持に大逆転し

た。その最大の要因は保守党による反ユーロ

を基調とする効果的なキャンペーン展開で

あったといわれている（労働党の議席減少は、

投票制度が比例代表制に変わったことも一

因）。

英国の通貨統合参加が英国の欧州内での発

言権に及ぼす影響については、推進派が欧州

内で英国のプレゼンスを高めていくにはＥＵ

との「完全な関係（ｆｕｌｌｅｎｇａｇｅｍｅｎｔ）」が

必要であると捉える一方、反対派は英国が

ユーロ圏外にとどまることによってこそ、い

かに効率的に機能しているかを示すことがで

きると反論している。

９９年１１月に行われた英国産業連盟（ＣＢＩ）

の年次総会では、元外相のジョン・コール卿

が「英国は強固な防衛力、特有な国際経験、

定評ある外交技術などを備えており、欧州は

主要貿易国である英国を今後も経済先進国と

して必要とし続けるだろう」として、英国の

欧州への影響力は、通貨統合に参加しなくて

も低下しないと主張している。

（２）世 論

欧州議会選挙以降、政府が創設したユーロ

推進キャンペーン「ブリテン・イン・ヨー

ロッパ」の大々的な展開にもかかわらず、世

論は全般的に通貨統合不参加で安定している。

表１は世論調査の推移を示したものであるが、

これによると２０００年３月現在、通貨統合参加

反対が賛成を２：１以上の差で圧倒している。

また、２０００年１月、ＢＢＣ放送のためにＩＣＭ

社が実施した世論調査では、ポンドのユーロ

への転換に国民の６９％が反対しているという
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結果が発表された。さらに５３％がＥＵ（欧州

連合）加盟継続を支持する一方、３４％が脱退

を支持するという反ＥＵ傾向の拡大化が示さ

れた。

ユーロ導入後の初年に不参加支持が拡大し

た一因としては、当該期間にユーロ相場が軟

調に推移し続けていることが大きく影響して

いるようである。ガーディアン紙によると、

９９年６月に不参加の世論が前月から９ポイン

トも上昇したのは、年初に比べユーロの価値

が１２％低下したことが一因であると分析して

いる。またさらにユーロがドルに対して１ド

ル＝１ユーロを割り込んだことにより、

「ユーロは『失敗』の印象が定着した」（エ

コノミスト誌、２０００年２月５日号）との印象

が強まったと考えられる。このように国民と

産業界の意見がユーロの相対的な強さに左右

される限りにおいて、英国の世論が通貨統合

参加への支持にシフトするかどうかは、国際

通貨の動向に左右されるといえよう。

なお、英国国民の間では、欧州政策の適用

範囲拡大の動きに対する抵抗感は強い。欧州

委員による統合強化の推進発言としては、前

欧州金融委員であるイヴ・ティボー・シルギ氏

が単一通貨計画の完成にはユーロ圏における

債務の統一化が不可欠であるとの見解を示し

たこと（９９年８月３日、タイムズ紙）などが

挙げられる。一方、英経営者協会（Ｉｎｓｔｉ‐

ｔｕｔｅｏｆＤｉｒｅｃｔｏｒｓ：以下、ＩｏＤ）は、ユーロ

導入による財政統合は、結果として政治的統

合化を加速させると警戒している。また、欧

州中銀の民主制の低さ、アカウンタビリティ

の欠如についても批判しており、国家主権を

脅かす動きが今後さらに強まれば、深刻な政

治的緊張を招く可能性もあるとしている。

（３）産業界の見方

産業界の意見については、９９年１１月に、

フィナンシャル・タイムズ紙の依頼により、

ＭＯＲＩ社が調査を行っている。同調査結果で

は、雇用者数でウェイト付けをすると通貨統

合参加支持者が多く、企業数で見た場合は反

対派が多くなるという結果となったが、これ

は大企業にユーロ支持が多いのに対して、中

小企業は国内問題に重点を置く傾向が強いこ

とを反映しているといえよう。

また業種別にみると、運輸・通信サービス

業では比較的賛成派が多いのに比べて、製造

業では反対傾向が強く、「具体的なスケ

ジュールに従って参加する」ことに賛同した

のは３５％、「状況を見極めてから決める」が

３９％、「参加すべきではない」が１８％となっ

た。鉱業、建設業では反対派の傾向がさらに

強まり、「参加すべきではない」が３３％、「状

況を見極める」が３４％を占めている。

このように意見が分かれるなか、ＣＢＩの

ディグビー・ジョーンズ専務理事は当初、政

府が国民投票実施を決定するまで、ユーロ問

題には関与しないとの立場を示唆していたが、

２０００年初頭に各地を回った結果、同氏はＣＢＩ

メンバーが通貨統合参加を支持していること

が判明したと語るなど（２月２７日付、オブザー

バー紙）ユーロ推進派の姿勢を示している。

なお、産業界の意見形成にもポンド高／

ユーロ安が少なからず影響を及ぼしている。

英国鉄鋼業協会は、ポンド高により鉄鋼業が

被った輸出関連損失は１ヵ月当たり６，０００万

ポンドにも上ると推定しており、価格安定の

必要性から通貨統合参加へ向けた政府の強い

後押しを要請している。一方、９９年１０月１日

付フィナンシャル・タイムズ紙は、９９年初以

降、輸出型メーカーの間で通貨統合参加の支

持率は７１％から６２％に低下したというＤＨＬ

インターナショナルによる四半期調査結果を

分析し、その要因として弱いユーロをあげて

いる。

さらに、ユーロ導入と不可分のかたちで進

行しているＥＵ共通税制を目指す動きの中で、

非居住者向け債券（ユーロボンド）および預金

に対して一律２０％の課税措置が検討されてい
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ることに対して、これら債券や預金の非課税

措置がなくなることを危惧する金融界がユー

ロ導入に反対するなどの姿勢を示している。

しかし、全体としてみれば、英国の通貨統

合参加を巡る産業界の議論は、ポンド高／

ユーロ安からくる①為替差損をより重視する

結果としてのユーロ推進派と、②ユーロ安を

強調し、通貨統合を不安視する結果としての

慎重派とに二分されているといえる。

英国の通貨統合参加は同国経済にどのよう

な経済メリットを及ぼすと考えられるのか。

通貨統合の概念は、ノーベル賞を受賞したカ

ナダのエコノミスト、ロバート・マンデル氏

が６１年に発表した理論に基づいている。同理

論によると、通貨を国家単位ではなく、地域

単位で導入することにより、域内市場の透明

性の向上と為替交換などに伴う取引コストの

低下が可能となり、域内通貨の流動性が高ま

るほか、為替変動の回避により各地域へ及ぶ

さまざまな経済的なショックを吸収すること

が可能になるとされる。ＩＭＦのシニア政策

アドバイザーのスウォボーダ氏もマンデル氏

の理論を受け、通貨の流動性と安定性による

メリットは通貨統合にかかる調整コストを相

殺しうるとしている。

英国が通貨統合に参加する場合、マースト

リヒト条約に定められた条件を満たす必要が

あるほか、英政府独自が設けた基準をクリア

することが条件となっている。まずはそれら

の準備状況をみるとともに、スムーズな移行

へ向けた経済収れんの可能性についてみてみ

たい。

（１）マーストリヒト条約

マーストリヒト条約において規定されてい

る統合条件の中で、重要視されるのは①財政

状況、②他のメンバー国との相対的インフレ

率、③金利・為替レートの安定性である。し

２．通貨統合参加への準備状況

かし、これらの基準が英国の参加を阻む可能

性はほとんど無いといえよう。

まず、英国の財政基盤の固さは、２０００年３

月に発表された予算案での報告からも明らか

である。２０００年度は１７１億ポンドの黒字見込

みが発表されたほか、今後５年間は平均１１８

億ポンドの黒字基調で推移する見込みとなっ

ている。また累積債務がＧＤＰに占める割合

は３０％台となっており、これは既に通貨統合

参加国である一部の国を大幅に下回った数字

である。たとえ大幅な財政緩和が行われたと

しても英国の財政状況は通貨統合参加に適格

な範囲内で推移できる状況であるといえる。

また、物価安定条件についても、同条件が

英国の参加の阻止要因になるとは考えにくい。

英国の金融政策の枠組みとして、イングラン

ド銀行は基調インフレ率（住宅ローン金利支

払を除く小売物価上昇率）を２．５％以下に抑

えることを目標としているが、各調査機関の

コンセンサス予想によると、インフレ率は

２０００年に入って若干上昇するものの、今後２

～３年は２．５％の水準で推移するとしている。

ユーロ圏との金利と為替レートの相対的な

安定性については、相対的に効果的な金融政

策が実行されるかにかかっているといえよう。

金利が適正水準で比較的、安定的に推移する

かどうかは、英国とユーロ圏の経済収れんの

程度によって決まるが、英国が通貨統合参加

を決定する際には、この基準を満たすことは

不可能ではないと思われる。しかし、為替

レートについて問題となるのは、昨今のポン

ド高、ユーロ安により、通貨統合参加にあ

たって英国の国際競争力が少なくとも短・中

期的に影響を受けざるを得ないことである。

国際競争力を維持するために仮に英国がポン

ド・レートをユーロに対して切り下げた場合、

参加に先立つ２年間のユーロとの安定的な交

換レートの維持という条件に適合しなくなる。

同問題については、１月にドイセンベルグ欧

州中銀総裁が言及しており、英国は通貨統合
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表２ 英国政府の５つの評価基準

①ユーロの金利を恒久的に使用した場合、ビジネス・サイクルと経済構造は両立し、英国と他のメンバー
国は快適に共存できるか。

②問題が生じた場合、それを解決できる柔軟性を十分備えているか。
③通貨統合への参加は、英国に長期的な投資を実施する企業にとって、より良い条件をもたらすか。
④通貨統合への参加は英国の金融サービス業、とりわけシティーのホールセール市場の競争力にどのよ
うな影響を及ぼすか。

⑤通貨統合参加により経済の成長性、安定性、雇用の改善維持が推進されるか。

参加を望むなら、参加前の２年間、ポンドを

切り下げてはならないと警告している。

従って問題となるのは、ポンドとユーロの

交換レートをどの水準で固定すべきかという

ことである。同問題については英国とユーロ

圏の交渉が必要となるが、アナリストや英企

業の多くは、現在のポンドの水準は高すぎる

と考えており、仮に交換レートで合意が成立

したとしても、合意水準に調整する方法が問

題となるであろう。ポンドを大幅に切り下げ

た場合、切り下げ以後参加まで、通貨を安定

させる猶予期間を置かなければならず、また

イングランド銀行のクレメンティ副総裁は

「金融政策によってポンドを短期的に適正水

準に引き下げるには無理がある」と指摘して

いる。

（２）英国政府の「５つの基準」

マーストリヒト条約の通貨統合参加基準に

加えて、英国政府は通貨統合参加にあたって

満たすべき５つの評価基準を独自に設定して

いる（表２）。

これらの基準の定義が比較的曖昧であるの

は、政治的な意思決定が必要とされる場合、

これらの基準が英国の通貨統合参加の大きな

障壁にならないよう配慮されているためと考

えられる。このため、これらの解釈について

は労働党政府内でも一致しておらず、調査会

社であるオクスフォード・アナリティカは次

期総選挙が近づくにつれ、この問題をめぐっ

て政府内部で緊張が高まるとみている。

上記のように、ポンドとユーロの適正交換

レートの決定を除いて、マーストリヒト条約

あるいは政府独自の基準が英国の通貨統合参

加の大きな足枷になるとは考え難い。した

がって、通貨統合参加の決定は本質的には経

済要因ではなく、政治判断に基づいて決定さ

れる可能性が高いといえよう。

（３）経済収れんの可能性

たとえ上述の基準が満たされたとしても、

これらをもって「経済的な収れん」が達成さ

れるかどうかは明らかでない。英国は９０年代

初め、同国通貨が経済ファンダメンタルズに

対して過大評価されたために、ＥＲＭ（為替

相場メカニズム）からの離脱を余儀なくされ

た。同様にして、経済不均衡がユーロ圏各国

の地域経済に重大な経済的なショックをもた

らすリスクは十分あると考えられる。

こうした不均衡に伴うショックの調整機能

の強化策として、イングランド銀行の金融政

策委員（ＭＰＣ）であるウィレム・ビュイ

ター教授は、欧州中銀に対して改革を要請し

ている。同教授は、欧州中銀の金利決定には

開放性と説明責任の概念が不十分であるとし、

またその改革への取り組みのペースが極めて

遅いと指摘している。

また、マーストリヒト条約反対派は、同条

約が財政赤字規制を設けているために、政府

の財政支出機能が制限されることが問題であ

ると指摘している。これは金融政策面で各国

がユーロ圏の不均衡なショックに対応できな

いのであれば、財政政策で対応すべきである

との議論に基づくものである。ただし当面、
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英国では政府の財政が健全であることから、

ユーロ圏諸国におけるほど差し迫った問題で

はないといえる。

一方、プライス・ウォーター・ハウス・

クーパーズのマクロ経済部長、ホークスワー

ス氏によれば、英国とユーロ圏との経済収れ

んの問題は、景気循環局面の不一致よりも構

造的な違いの方が重要であるとの認識が高

まっているとされる。英国とユーロ圏の経済

構造の違いとは、労働・生産市場、社会保障

制度、企業風土などの違いであり、英国政府

が欧州の経済改革の重要性を強調するのも、

こうした違いが統合の持続性を脅かすと予想

されるからである。

ＩｏＤは、ＥＵ経済モデルはとりわけ労働市

場の分野で大きな欠陥を持つとしている。例

えば、生産年齢人口の就業率は英国の７０．８％

に対して、欧州では６０．５％と低い。また、最

近１０年間の雇用拡大は、欧州では公共部門に

牽引されているのに対し、相対的に良好な経

済成長を続けている米国では、民間部門主導

である。欧州労働市場規則が英国に強要され

た場合、英国の構造的失業要因が増加に向か

う危険性があるとＩｏＤは警告している。

英国が通貨統合参加を長期間先送りした場

合、経済への影響として最も危惧されている

のは、対英投資の減少である。欧州最大の医

療機器会社であるスミス・アンド・ネフュー

は、政府が英国の通貨統合参加を長期間先送

りするなら、英国から引き揚げるとの意向を

公にしている。また、フォード、日産、東芝

など、対英投資主要国である米国、日本の大

手企業からも同様に英国の通貨統合参加を要

望する声があがっている。また、ＣＢＩの年次

総会で、自由民主党のチャールズ・ケネディ

党首は、通貨統合不参加が対英投資の阻害要

因になると主張した際にも、グラクソ・ウエ

３．対英投資へのインパクトによる経

済的影響

ルカム、シーメンスなどからの支持を得てい

る。

しかし一方で、通貨統合不参加は必ずしも

英国への投資を不利にする訳ではないという

議論もある。英銀行協会のティム・スウィー

ニー理事長は、ロンドンにおける英国金融

サービスのクラスターの強さを過小評価すべ

きではないという。同氏は、英国はユーロ圏

外にあると同時に、「ドル圏」や「円圏」に

も属しておらず、それにもかかわらず、ドル

や円、その他の通貨の大規模な取り引きを行

う上で何ら支障をきたしていないと主張する。

また、ＩｏＤもユーロの外国投資への影響は極

めて限定的であるとしており、英国が通貨統

合への早期参加見送りを決定した９７年以降、

対英投資流入は依然として高水準で推移して

いると指摘している。

１月２５日付フィナンシャル・タイムズ紙が

取り上げた経営コンサルタント会社のＡＴ

カーニーによる調査においては、好ましい投

資対象国として英国が世界第２位にランクさ

れており、「……日系企業はポンド急騰への

危惧の念を強めているが……ＥＵ地域および

米国の企業は、英国を欧州投資の最適国と評

価した」と述べている。

以下に、日・米・欧の主要国・地域からの

対英投資企業の論調を紹介する。

（１）日 本

９９年末に行われたジェトロの在欧日系製造

業調査のなかで、英国のユーロに関する質問

項目の結果をみると、回答者の３９．８％が「早

急な参加に賛成」、５５．６％が「数年の準備は

必要だが参加に賛成」と回答しており、「参

加に反対」はわずか４．６％にとどまっている。

最近の現地新聞報道などでは、ソニー、ト

ヨタ、小松をはじめとする日系企業が生産拠

点の欧州大陸移転を検討中であることを示唆

しているとのニュースが関心を集めている。

また、今井経団連会長がブレア首相との会見
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において、「英国の通貨統合参加意欲が低下

する徴候が強まっていることに対し、日系企

業の懸念を再度明確に示す」意向を伝えてい

るほか、ゴマソール在日英国大使が、超党派

議員団向けに、日系企業は英国が早期に通貨

統合に参加することを望んでいること、また

早期参加が実現しない場合、日系企業の対英

投資が後退する可能性があることを説明した。

このように在英日系企業の間では英国が早期

に通貨統合に参加することを望む声は高い。

しかし、日本企業にとっての当面の関心事

項はポンド高／ユーロ安による輸出競争力の

低下である。英国を製造拠点とし、欧州向け

輸出を行う在英日系メーカーにとって、ポン

ド高、ユーロ安は企業収益に大きな不利益を

もたらしており、前述のジェトロの調査によ

ると、在英日系企業のうち経営上の問題点と

して「ポンド高」をあげた企業は７割にの

ぼっている。

（２）米 国

米国は最大の対英投資国であり、英国の投

資受け入れ総額の約半分を占めている。通貨

統合参加のメリットの評価については、米国

投資家の意見が最大の比重を占めるといえる。

過去１年間、ポンドはユーロに対して大幅に

上昇したのに比べ、ドルに対しては安定して

おり、一部の評論家にはポンドの対ユーロ安

定よりも、対ドルでの安定を維持することを

優先すべきとの声もある。

しかし、在英の米系企業も日系企業と同様

に、欧州拠点として英国に事業所を設立して

いるケースが多く、これらの企業の取り引き

は相当な部分をユーロ圏との取り引きが占め

ると考えられる。モルガン・スタンレー・

ディーン・ウィッターのグローバル・エコノ

ミストであるジョーゼフ・クライン氏は、

「英国の通貨統合不参加は、米国人投資家に

とってポンドとユーロの為替変動リスクおよ

びコスト増大を意味する」と指摘する。また、

東欧諸国のＥＵ加盟、またひいては通貨統合

参加が実現する際には、「ユーロ圏外の在英

（米国）企業はこれらの新市場向け競争力と

いう面で、ドイツやフランスに劣ることにな

るだろう」と指摘している。

（３）欧 州

従来、英国は欧州拠点として外国投資受け

入れの最大シェアを獲得してきた。その背景

には、英語が公用語であること、低コスト、

金融サービスなどが集まるシティーなど産業

クラスターの存在、相対的に柔軟な労働市場

など、いくつかの理由があげられる。２月２３

日付フィナンシャル・タイムズ紙は、「約

１，６００社のフランス企業が近年、自国の硬直

したシステムと対照的な寛容な税制、柔軟な

労 働 市 場、 ブ レ ア 政 権 の 『実 現 可 能

（ｃａｎ－ｄｏ）』精神に引かれ、英国海峡を

渡った」と伝えており、英国の通貨統合早期

参加の見通しがないにもかかわらず、英国の

事業環境は一部の欧州大陸国に比べると依然

として有利であると考えられることを示唆し

ている。

しかし、今後も英国が投資対象国としての

魅力を維持できるかどうかについては、これ

らの要素が為替リスク回避の面でユーロ圏が

持つ利点を上回ることができるかどうかにか

かっているといえよう。

要約すると、英国の通貨統合参加反対派は、

金融政策をはじめ労働政策、税制などその他

の政策決定権の喪失を強調し、また欧州各国

の社会保障制度の債務などによる将来的な財

政問題を指摘している。一方、通貨統合支持

派は取引コストの低下と効率性改善がそれよ

りも重要であると主張し、また、英国がユー

ロ圏外にとどまれば対英投資の魅力が失われ

ると警告する。英国の国際的な影響力の維持

４．まとめ～英国の通貨統合参加への

見通し
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については、双方ともにそれぞれの立場での

影響力の方が大きいと主張している。

英国が通貨統合参加を決定する場合、おそ

らく経済面で最大の問題となるのはユーロに

対するポンド高であろう。しかし、政治的な

参加要因が強まれば、その経済的なタイミン

グは考慮されても、経済要因が英国の参加を

阻むまでには至らないと思われる。現在、英

国では国民の間で反ユーロの風潮が強いこと

から、政府案に従って次期国会会期中に国民

投票が行われた場合、英国が通貨統合参加の

道を選ぶとは考え難いが、欧州景気が回復し、

ユーロ圏の経済再編が実質的に進歩すれば、

参加支持論が強くなる可能性はある。

総合すると、現在の経済・政治状況からは

英国が早期に通貨統合に参加するとは考え難

い。経済情勢などの要因によって、たとえ状

況が変わったとしても、通貨統合参加は早く

とも２～３年後になるものと思われる。ソロ

モン・スミス・バーニーの依頼を受けて

ＭＯＲＩ社が行った世論調査（１月２４日付イン

ディペンデント紙）では、英国が２００７年以前

に通貨統合に参加する確立は「５０：５０であ

る」という見解となっている。

（ブレア・キーナン）

〈ケーススタディ〉

１．Ａ社

Ａ社は英国とフランスで製造を行い、欧

州市場で製品を販売している。同社の取り

引きは親会社のシステムによって処理され

る。基本的にユーロ導入の影響は取り引き

に使われている数ある通貨が１つ増えた程

度であり、大きな影響はないとしている。

ユーロ導入に際して同社は積極的に取り

組み、以前は販売先国の通貨建てで設定し

ていた製品価格を、９９年のユーロ導入時か

らユーロ建てで設定を開始した。ユーロへ

の切り替えの時期については、現在サプラ

イヤーと交渉を進めているが、基本的にサ

プライヤーに対してユーロ切り替えを強要

しない方針をとっている。

今後はユーロ圏各国通貨の廃止に伴い、

使用通貨数が減るため、為替リスク管理は

容易になる。しかし、以前はユーロ圏内の

為替レートの変動は相互に相殺されたのに

対し、現在では圏内の為替レートが固定さ

れ、相殺できない仕組みになっているため、

ネットの為替リスクは従来と変わらないと

～日系企業のユーロ対応策～

みている。

Ａ社は英国を主な製造拠点とし、欧州大

陸を中心に販売を行っているため、ユーロ

保有高が大きく、９９年から続いているよう

なユーロ安、ポンド高下では収益は大きく

低下する。サプライヤーとの間でユーロ建

て取り引きが増えれば、為替リスクは低下

するが、現在のところ、英国サプライヤー

がユーロに切り替える様子はほとんどみら

れない。また、現行のポンドとユーロの換

算レートをみると、Ａ社にとってもユーロ

に切り替えるのは困難であるとしている。

このようにポンド高、ユーロ安の観点か

ら、英国の通貨統合不参加はＡ社の事業に

ある程度影響を及ぼしているといえる。し

かし、Ａ社は製品の品質を重視し、サプラ

イヤーとの協力関係を樹立することを品質

管理政策の柱としている。このためサプラ

イヤーの選定は、価格要因だけではなく、

品質などの非価格要因を含めた一連の基準

に基づいて行っている。従って、現行為替

レートでは欧州サプライヤーの価格競争力

は英国サプライヤーよりも強いが、品質・

信頼性・ロジスティックなどの他の要因も

考慮するほか、サプライヤーに管理情報を
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提示している場合はさらに複雑な要因が絡

むため、必ずしも為替レートがサプライ

ヤーを英国業者から欧州大陸業者に変える

要因にはならないとしている。

ユーロ導入に伴う最大の変化として同社

が懸念しているのは、価格の透明性の向上

による競争激化およびコスト低下圧力の高

まりである。一方、営業資金調達方法につ

いては、欧州金利が英国金利よりも低いた

め、今後はポンド建て借入に比べてユーロ

建て借入選好が強まるであろうとしている。

２．Ｂ社

Ｂ社も英国と欧州大陸に事業拠点と大き

なシェアを持つ大手メーカーである。英国

拠点の対ユーロ圏販売は、現地通貨建てで

行っているため、ユーロに対するポンド高

は収益性への圧力となっており、コストと

収入の不均衡の是正が問題となっている。

ユーロ導入の影響としては運営面では特

に問題はなく、ユーロを取引通貨として導

入する手続きは比較的容易に行っている。

使用通貨数の整理と会計システムの統一が

行われたため、財務管理が簡素化され、今

後は一元集中化も検討していく。一方、同

社の資金調達は、米国市場で行われている

ため、資金調達面での影響はないが、欧州

における金融市場が統合、発展していくに

つれ、欧州金融市場が重要となってくる可

能性はあるとしている。

ユーロ導入前は、対ドイツ・マルクで発

生していた為替リスクは、現在では対ユー

ロで発生するが、為替リスクのレベルは従

来と変わらないとしている。ユーロ安、ポ

ンド高に起因する競争力低下が企業戦略に

及ぼす影響としては、まず将来的に投資を

行う対象地域の選定という点があげられる。

為替相場は周期的なものであるほか、移転

にも多大なコストがかかることから、ポン

ド高が必ずしも投資の移転につながるとは

限らない。しかし、Ｂ社では欧州での増産

を進める一方、英国プラントの稼働率を低

下させており、生産拠点の見直しなど、生

産規模の集中化による利益拡大への必要性

が高まっている。

また、為替レートは原材料コストなどの

可変費用の増減要因であるため、調達先の

選定にも影響を及ぼすことが考えられる。

現行為替レートでは、英国サプライヤーは

欧州サプライヤーに比べて不利である。ロ

ジスティック面などから依然として英国サ

プライヤーを選考する要因もあるが、Ｂ社

ではサプライヤーや為替レートの定期的見

直しを実施しており、為替リスク要因によ

り部分的シフトを促す可能性は高いとして

いる。

なお、Ｂ社は通貨統合参加による為替変

動リスク回避のメリットを重要視しており、

英国輸出産業を奨励するという英国政府が、

参加に向けて本腰を入れることを願ってい

る。これは、同社の製品が比較的同質性が

高く、他社の同種製品との厳しい価格競争

にさらされる危険が高いことにも起因して

いるといえよう。一般的に製品の同質性が

高ければ高いほど、品質などの非価格要因

で差別化することが難しくなり、価格競争

力が重要となる。コスト管理が収益性維持

の基本であるＢ社にとって、為替差損は大

きな課題であるといえる。

また同社は通貨統合の大きな影響の一つ

として価格収れんをあげており、各国の税

制の違いなどにより価格差は完全に解消し

ないまでも、ユーロ圏の価格収れんは急速

に進み、最終的に価格差は製品の差別化と

ロジスティックを反映したものになると考

えている。
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９月２８日の国民投票に注目
（デンマーク）

２０００年３月９日、ポール・ニューロップ・

ラスムセン首相（社会民主党）は、デンマー

クの通貨統合参加の賛否を問う国民投票を

２０００年９月２８日に実施すると発表した。

マーストリヒト条約批准の際、欧州通貨統

合第３段階への参加を保留項目の一つとして

いたデンマークでは、これに対する議論が産

業界を中心に行われてきた。そして、９９年１

月にＥＵ加盟国の１１ヵ国がユーロを導入して

以来、通貨統合参加の賛否を問う国民投票の

期日決定が、特に注目されていた。ラスムセ

ン首相が「世論調査などの結果において通貨

統合参加賛成が確実視されるまでは、国民投

票を行わない」という姿勢を堅持してきたた

め、国民投票実施時期は早くとも２００１年初頭

になるだろうというのが大方の見方であった。

しかし、２０００年に入ってから、ＥＵ賛成派

・反対派の双方において、首相が国民投票を

先送りしていることに不満が募り、首相およ

び与党の社会民主党を非難する声が国民の間

で高まっていた。このような状況下、ラスム

セン首相は通貨統合参加への賛否を問う国民

投票を２０００年９月２８日に実施、また国民投票

実施期日の承認を受けるための社会民主党の

特別党大会を４月３０日に行うと、３月９日に

１．通貨統合参加を促す要因
発表した。

なお、国会に対する国民投票実施要領の提

示と承認は２０００年５～９月の間に行われる予

定である。

一般的に賛成派は、通貨統合参加は経済的

な好影響をもたらすとしている。つまりデン

マーククローネは既にユーロの影響を非常に

強く受けており、通貨統合への参加でＥＵ内

での通貨政策に対する発言力が増すとの観点

から賛成している。これに対し、反対派は参

加によりデンマークが国家主権を喪失するお

それがあるとする指摘により、ＥＵおよび通

貨統合への不信感を露わにしている。

デンマーク国民の通貨統合への不信感は、

制度そのものの理解不足に原因があることは、

以前から指摘されていた問題であり、政府は

予算５０億クローネを計上して、９９年７月から

ハンドブックやパンフレットを発行するなど、

通貨統合への認識を深めるキャンペーンを

行っている。

社会民主党でも９９年１１月に通貨統合のキャ

ンペーンを始めており、これによって党支持

者の中にある通貨統合への不信感を払拭し、

党大会で国民投票実施の承認を得ることと、

国民投票で通貨統合参加の合意を得ることを

確実にしようとしている。

また、最大野党の自由党は、国民投票で通

コペンハーゲン事務所
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貨統合参加批准の合意を得るために５００～６００

万クローネを広報キャンペーンに当てること

を決定している。同党のクラウス・ヨート・

フレデリクソン書記官は「ＥＵが２月に行っ

たオーストリア内政への干渉により、現在、

デンマーク国民の一部でＥＵに対する不信感

が増している。このため今回の国民投票で通

貨統合参加批准の合意を勝ち取るためには、

従来に増してより一層の努力が必要となるで

あろう。これまでの経験から、国民が直前に

なるまで国民投票に関心を持たない傾向があ

ることが分かっている。従って、キャンペー

ンは国民投票実施前１ヵ月に重点を置いたも

のになるであろう」と地元紙に述べている。

政党では自由党に加え野党右派の保守党が、

また他団体ではデンマーク産業連盟などが、

通貨統合参加賛成を促すキャンペーンを行う

ことを発表している。

国民投票実施の日程発表が行われた後に実

施された各種意識調査によれば、日程発表以

降、通貨統合参加批准反対の意見が増加して

いる。ギャロップ社の行った調査では反対が

賛成を上回り、他の調査においても賛成・反

対の割合が非常に接近してきている。

例えば、地元経済紙ビュアセンが民間調査

機関グリーンズ・アナリュスインスティテュ

トと共同で毎月行っているデンマーク国民の

ＥＵに対する意識調査の最新結果（４月３～

５日調査実施）では、「明日、ユーロ参加に

かかわる国民投票があった場合、賛成するか、

反対するか」という質問に対して、賛成４６％、

反対４２％、わからない２％、無回答１０％とな

り、最近接近傾向にあった賛成と反対の差が

より縮まったことを示している。その内訳を

みると、この変化もどの政党を支持するかに

よって異なることが分かる。与党（社会民主

党・社会自由党）支持者については、９９年末

は賛成・反対の比率はともに３９％と均衡して

いたが、年初からのキャンペーン活動の効果

も現れ、今回の調査では賛成が２０ポイント以

上リードするかたちとなった。一方で現在ま

でユーロ導入に非常に前向きであった保守系

野党（自由党・保守党）支持者をみると、９９

年１２月調査では賛成・反対の差が５０ポイント

以上あったが、今回の調査では４０ポイントに

まで減少した。同紙はこれをＥＵのオースト

リアの内政干渉からくるものではないかとみ

ている。

国民投票のキャンペーンについてオール

ボー大学社会科学部ヨハネス・アナセン助教

授は、以下のようにまとめている。

「賛成派に関しては、与党・野党という枠

を超え、通貨統合参加はデンマーク経済に好

影響を与えると同時に、これからＥＵ内での

政策決定の場においての影響力を増すという

ことで一致している。それに対し反対派は、

ＥＵへの積極的な参加は国家主権の喪失であ

るという元々の理論的反対派（社会自由党・

赤色同盟・６月運動）と『クローネと母国の

ために』をキャンペーンテーマにデンマーク

クローネがなくなることが国家がなくなるこ

とにもつながりかねないとの感情面に訴える

新規の反対派（デンマーク国民党）との間に

ずれがある。デンマーク国民党は９５年設立と

いうことで歴史が浅く、ＥＵに関する国民投

票でのキャンペーンを今まで本格的に行って

いないため有権者にとって目新しく、そのた

め現在まで健闘をみせている。しかしキャン

ペーンが白熱してくれば伝統的な反対派がデ

ンマーク国民党の批判を始めるなど仲間割れ

を起こし、それが賛成派に利点として働くで

あろう。」

現時点では、キャンペーンはスタートした

ばかりといった様相であり、９月の国民投票

へ向けてどのような変化が起きるかを予想す

るのは難しい状況である。どの政党も国民投

票まで１ヵ月となる８月後半に、大きなキャ

ンペーンをスタートするため、賛成派・反対

派にとっても最後の１ヵ月が勝負どころとな

る模様である。
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（１）通貨統合未参加１年の影響

ユーロがスタートした後の一年を振り返り、

国立銀行ボディル・ニューボー・アナセン総

裁は、２０００年１月１８日にイギリス輸入組合に

おいて行った「ユーロとデンマーク」という

スピーチにおいて、以下のように通貨統合未

参加１年の影響をまとめている。

デンマークは８２年に社会民主党政権から保

守党政権に移行し、その翌年の８３年から

ＥＣＵ（実質的にはドイツマルク）に対し、

変動幅プラス／マイナス２．２５％の固定相場制

を政府が採用した。ユーロが誕生した９９年以

降も、対象が「ユーロ」、システム名が

「ＥＲＭⅡ」と変わったのみで同様の為替政

策が行われている。しかし、デンマークが通

貨統合に参加していない為に生じる従来には

なかった影響は、以下の４つの点でみられる。

① ユーロ圏の金利との差

海外投資家がデンマーククローネに興味を

持つよう、国債などの金利をユーロ圏などよ

りも少し高いレベルに設定している。たとえ

デンマークが通貨統合に参加しても、現在オ

ランダの国債の金利がドイツの国債より若干

高いのと同様に、現在の差よりは狭いものの、

依然、差は存在し続けるため、多くの人がこ

の影響をあまり重く見ていない傾向がある。

しかし、現行の金利レベルは、市場が近い将

来デンマークが通貨統合に参加することを前

提にしたレベルであるため、国民投票の結果

が反対と出た場合、現行と同じレベルに保持

できるかには不安がある。

② クローネの不安定さ

クローネがユーロという主要通貨の影に隠

れることにより、たとえデンマークの経済が

非常に良い状態であっても、海外投資家のデ

ンマークに対する不信感がぬぐえず、そのた

２．通貨統合未参加による経済への影響
めに来る金融不安に直面することもありえる。

その場合に、実際不必要であっても金利の引

き上げ・経済政策の引き締めなどを行わなけ

ればならない事態が発生する可能性がある。

③ ＥＵの経済政策への発言権の制限

通貨統合に参加していないため、デンマー

クはＥＵの多くの経済関係の会合において発

言権をもっていない。そのためデンマーク経

済にとって生命線となるＥＵの経済政策決定

の場での影響力は、非常に制限されてしまっ

た。

④ デンマーク企業のユーロ市場における競

争力低下

クローネの対ユーロの為替相場が安定して

いようと、デンマーク企業にとってユーロは

自国通貨でないために、ユーロ市場でのビジ

ネスチャンスを失う可能性がある。ユーロ圏

内の企業がユーロを自国通貨として、為替の

リスクを考えず他のユーロ圏の企業と取り引

きできることと比べると、デンマークはユー

ロ圏の企業にとって魅力的ではなくなる。

デンマーク経済省・大蔵省も、９月２８日の

国民投票実施に向けて作成した報告書「デン

マークとユーロ」において、国立銀行と大筋

で同様の懸念を表明している。デンマークが

通貨統合に参加しないまま現在のＥＲＭⅡへ

参加し続けることで、デンマークは平価切り

下げなどの為替相場の安定政策を最終手段と

して取る権利を表向きは保持することができ

る。しかし、ＥＲＭⅡによって、デンマーク

の経済政策・為替政策などをＥＵの政策に近

いものとしなければならず、実際は平価切り

下げを行える可能性も低い。一方、為替不安

に対しては、ＥＵの多少の助けはあるものの、

基本的にデンマークのみで対応を行わなけれ

ばならず、大きな為替不安が起こった場合に

は、現在の変動幅＋／－２．２５％から通常の
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＋／－１５％を選ばなければならない可能性が

あることはもちろん、ＥＲＭⅡからの離脱、

変動為替相場制の導入さえも行わざるを得な

い可能性がある。デンマークは、ＥＲＭⅡに

参加せず変動為替相場制をとるスウェーデン

・イギリスなどに比べ、経済規模が小さく、

またＧＤＰの大きな部分を輸出に頼っており、

このような経済が変動為替相場制で成功を収

めた事例は少ないとしている。

また企業・一般消費者もユーロ導入によっ

て得られる巨大単一市場へのアクセス、廉価

な商品などによる恩恵を得ることができてお

らず、同２省が行った推計によれば、このよ

うな経済的利点は、デンマークがクローネか

らユーロに移行する時に要するコストを凌ぐ

ものになるとしている。

地元経済紙ビュアセンの報道によれば、通

貨統合不参加はデンマークの株式の上昇率に

も影響を与えているとしている。具体例とし

ては、元デンマーク国営電信電話会社である

テレ・デンマーク（ＴｅｌｅＤａｎｍａｒｋ）の９９

年の年間株価上昇率が、軒並み倍増傾向を見

せている通貨統合参加国の同様な国営電信電

話会社に比べ（フランス・イタリア約８０％、

スペイン１００％、オランダ・ドイツ約１３０％、

フィンランド約３００％上昇）、３０％にとどまっ

たのはデンマークが通貨統合に参加していな

いことによるものと、例をあげて通貨統合不

参加のデメリットを分析している。テレ・デ

ンマークの株価は９９年初の時点では、年間で

８０％の上昇が予測されていたが、結果的には

３０％上昇にとどまった。もしテレ・デンマー

クが、ダウ・ジョーンズ、ヨーロッパ・テレ

インデクスの企業の平均的なレベルで成長し

た場合と比較すると、テレ・デンマークの株

主は約４８０億デンマーク・クローネを逃した

ことになるという。また情報技術（ＩＴ）産

業などの株の成長率をみても、他のヨーロッ

パ諸国に比べ成長率が低く、同紙は９９年のデ

ンマークの株式市場が通貨統合不参加により

低調であったと分析している。

（２）今後の見通し・参加した場合の影響

国立銀行のボディル・ニューボー・アナセ

ン総裁は９９年中より何度も、「デンマークが

通貨統合不参加にあることから、デンマーク

国民の通貨統合参加への姿勢の変化、デン

マークの経済のパフォーマンスの変化（参加

条件の維持が可能かどうか）などを占う意味

で、必要以上に経常収支の動向に注目が集ま

るために為替相場が変動する。それにより金

利を調整しなければならず、国立銀行が独自

で効果的な金利政策・クローネ防衛などをと

ることが難しくなっている」とプレス発表の

時点で発言している。前出の通り３月に、国

民投票が９月２８日に行われることが決定し、

この状況に拍車がかかると大手銀行の経済ア

ナリストは分析している。

デンマーク第２の銀行であるユニバンク

（ＵｎｉＢａｎｋ）のシニア・アナリスト、クラ

ウス・ダルスゴー氏は、「９９年末までは、ク

ローネの対ユーロレートは、デンマークが近

い将来通貨統合に参加することを、市場が見

通して非常に安定したものであった。しかし、

これからは３月の国民投票日程の発表を受け

て、毎回の意識調査の動向に注目が集まり、

レートもそれに伴い不安定になる可能性もあ

る。その上年初から、通貨統合参加賛成派が

絶対有利という状況は徐々に崩れてきており、

市場は９月２８日の国民投票で参加が否認され

ることも考慮に入れて動き始めるであろう。

基本的に国立銀行は、このような市場の為替

不安に対し、クローネを防衛するため金利を

引き上げることによって対応している。この

先意識調査で『反対は急増』などの結果が出

て、為替不安が発生した場合、デンマークの

金利が上昇する可能性が大いにある。これは

デンマーク経済に悪影響を与えるものの、デ

ンマーク国民に対して、通貨統合に参加しな
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いための悪影響を実感させることとなるため、

国民投票では通貨統合賛成と投票する可能性

が高くなるであろう」と分析している。

デンマーク第３の銀行であるＢＧバンク

（ＢＧＢａｎｋ）のチーフ・エコノミストであ

るケル・ホルム氏も、「まず意識調査の結果

によって、為替相場が非常に変動してくるで

あろう。たとえ国民投票で通貨統合が否認さ

れたとしても、デンマークはＥＲＭⅡには引

き続き参加していくであろうから、国立銀行

はクローネ防衛のために金利の調整を行って

いくであろう。しかし金利の調整を、意識調

査の結果が出る度に行うことはできず、その

為に基本的に９月まで金利は上昇を続けるで

あろう」と分析している。

デンマーク最大の銀行デン・ダンスケ・バ

ンク（ＤｅｎＤａｎｓｋｅＢａｎｋ）経済部門副部長

のモートン・キューン氏にもこの点において

インタビューを行ったが、前出の意見に比べ

ると非常に楽観的である。「現在デンマーク

の長期金利（１０年）とユーロ圏の同金利の差

は、３５ベーシスポイント。デンマークが通貨

統合に参加した場合は、これが１５～２０ベーシ

スポイントとなると見込まれる。この非常に

小さな差は市場がデンマークの参加を確信し

ているか、それともデンマークの不参加の状

態をあまり気にしてないと考えられる。現在

意識調査の結果をみると、かなり賛成・反対

の差が狭くなっており、これを９３年（マース

トリヒト条約批准時の国民投票）時の意識調

査の結果の変動パターンに当てはめると、次

回の国民投票では反対が賛成を大幅に上回り、

参加を否認するというシナリオとなる。しか

し、現在でもデンマークは、狭い金利差を保

持しており、もし金利が上がるとすれば数あ

る意識調査の結果のほとんどで反対が賛成を

『大差で』上回った場合のみではないか」と

コメントした。

９月の国民投票で実際、通貨統合参加が承

認されれば、デンマークは直ちに参加の準備

を始める。９９年１１月に経済省が作成した「デ

ンマーク通貨統合参加時のユーロ移行への過

程」によれば、国民投票から１年後に通貨統

合に正式参加。その後２～３年を、政府・企

業などのユーロ移行準備期間としており、そ

の後ユーロ紙幣・通貨の流通を始める予定で

ある。この２～３年の移行準備期間は長すぎ

ると、保守系野党自由党や大企業から批判が

続出した。この点について前出のデン・ダン

スケ・バンクのキューン氏は、「確かに大企

業・金融機関が必要とする移行期間は、２年

よりも非常に短いであろう。しかし、現在全

くユーロ準備を行っていない商店・小企業な

どを考えると、２年かかるというのは妥当か

もしれない」と述べた。

デンマークの貿易の３分の２はユーロ圏と

の貿易であるが、ユーロの誕生・デンマーク

の通貨統合不参加がデンマーク企業に与える

影響は非常に小さなものである。デンマーク

の大手企業であるマン・Ｂ＆Ｗ・ディーゼル

（ＭＡＮ Ｂ＆Ｗ Ｄｉｅｓｅｌ：エンジン製造）、

ＦＬＳインダストリーズ（ＦＬＳＩｎｄｕｓｔｒｉｅｓ：

セメントプラント供給）、ノボ・ノルディス

ク（ＮｏｖｏＮｏｒｄｉｓｋ：製薬）にインタビュー

を行ったが、どの企業もそろって「ユーロ導

入は単に今迄扱っていたユーロ諸国の通貨に

１通貨が増えただけである。その上将来的に

はその通貨がユーロに集約されるため、現行

の為替変動リスク・為替手数料を軽減できる。

これは非常に有益であるが、今のところデン

マークが未参加であるための悪影響はほとん

どない」と回答した。ＦＬＳインダストリー

ズ（９９年総売上２０９億９，３００万クローネ、純利

益２５億４，０００万クローネ）では、ユーロ導入

による為替手数料・通信料金などの節減額を、

２，０００～３，０００万クローネと見込んでいる。

インタビューを行った限りデンマークの通

３．ユーロ導入１年の産業界・企業へ

の具体的影響と評価
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貨統合不参加による悪影響をデンマーク企業

があまり感じていない理由を、前出のデン・

ダンスケ・バンクのキューン氏に尋ねたとこ

ろ、以下の回答を受けた。

現在、ユーロ圏の企業の総売上の１０～１２％

が輸出に依存するのに比べ、デンマーク企業

では３０～３５％と非常に高い比率となっている。

そのためデンマーク企業は、ユーロ圏などの

企業に比べ、為替変動リスクなどへの対応に

は慣れている。その上デンマーク政府が８３年

から行っている非常に狭い変動幅をもった固

定相場制も、為替変動リスクを軽減させてい

る。確かにユーロの誕生により、ユーロ圏内

での価格差が消費者にとって一目瞭然となり、

競争が厳しくなってきている。その上デン

マーク企業は為替変動リスクに対応しなけれ

ばいけないというのは、非常に重荷なように

見受けられるが、各企業にとってはインター

ネットがもたらす世界的な競争激化に比べれ

ば小さいものなのである。

デンマークの大手銀行であるデン・ダンス

ケ・バンクやユニバンク（Ｕｎｉｂａｎｋ）など

は、顧客である大手企業を集め９７年頃から

ユーロ対策委員会を設立、９９年から導入され

るユーロに対して企業はどのような取り組み

を行えば良いかというレポートを作成し、銀

行・企業が共同作業でユーロ対応に取り組ん

だ。レポート作成過程において重要視された

のは、経営システムのユーロ対応（請求書の

発行など）、ユーロに関する社内教育、それ

まで持っていた外貨口座に加えユーロ口座を

開設する際の注意である。デン・ダンスケ・

バンクのキャッシュマネージメント部長補佐

のクラウス・ヨハンセン氏によれば、「同銀

行の顧客企業は充分な準備を行い、９９年初か

ら問題なくユーロ対応を行っている。また欧

州委員会がユーロ導入直前に行った企業・金

融機関ユーロ対応調査の結果でも、デンマー

４．ユーロへのこれまでの対応

クが通貨統合不参加にもかかわらず、デン

マーク企業・金融機関の対応はドイツ・フラ

ンスなどに比べ非常に進んでいた」とのこと

であった。

インタビューを行った大手企業３社は、す

べてユーロ対応を行っている。しかし、ユー

ロの使用頻度は、各企業によって異なる。

①マン・Ｂ＆Ｗ・ディーゼルは、為替リスク

を最小に抑えるために、ＥＵ内の企業宛の

請求書はユーロ建てで作成するほか、部品

調達の支払いについてもできる限りユーロ

建てで行っている。

②ＦＬＳインダストリーズに関しては、基本

的に欧州以外との取り引きが多いため、米

ドル建てが多い。ユーロの使用に関しては、

相手の希望により対応を行っている。

③ノボ・ノルディスクでは、子会社との間で

はユーロ導入前、ドイツマルク、フランス

フランでの取り引きを行っていた。現在は

ユーロまたはフランスフラン、一部の顧客

に対してはユーロ導入前同様、顧客の希望

する通貨で取り引きを行っている。

このように一部企業ではユーロ導入にかか

わらず、ユーロ圏内の通貨で取り引きを行っ

ている企業もあるが、これについて前出のデ

ン・ダンスケ・バンクのヨハンセン氏は、

「これは単に慣れの問題である。海外取引の

場合は、今まで外貨口座にユーロ圏の自国通

貨で入金がなされていた。しかし、新しい

ユーロ口座は従来の外貨口座番号とは別の番

号となるため、多くの顧客が従来からの外貨

口座へ入金を行っているからである。またい

わゆるＥＵ内の大国であるドイツ、フランス

などの企業で特に、自国通貨での支払いを望

んでいる企業が多くある」と説明している。

インタビューを行った企業から、ユーロ導

入が与えた経営方針などへの影響を尋ねたと

ころ、ユーロ会計システムの導入、社内教育、

ユーロ口座の開設以外で、仕入れ業務・生産

業務、資金調達などどこにも大きな影響を受
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けておらず、ユーロ導入前と変わっていない

という回答を受けた。

２０００年９月２８日の国民投票で、デンマーク

の通貨統合参加に合意した場合には、２００２年

に通貨統合参加となる可能性が高いため、こ

れに向けたさまざまな対応を、各企業とも既

に計画している。

各企業が、ユーロ圏との取引が多いか、そ

れとも国内市場のみを相手にしているかに

よって、対応は変わってくる。

ユーロ圏との取り引きが多い会社にとって

は、ユーロ導入への準備は非常に容易である。

９９年初のユーロ導入時に既に企業は、経営シ

ステムの中で請求書発行や海外取引（対ユー

ロ圏）の部分に関しては既に対応済みである。

基本的には、国内取引、会計部分のみにおい

て変更を行う必要がある。このタイプの会社

が通常利用しているナヴィジョン、コンコー

ド、ＳＡＰ、オラクルなどの経営ソフトでは、

該当部分をユーロ対応にすることが容易なた

め、ユーロ導入準備はユーロ誕生時の対策、

Ｙ２Ｋ対策に比べても非常に容易になる。

ノボ・ノルディスク、ＦＬＳインダスト

リーズでは、デンマークの通貨統合参加が決

定すれば、デンマーク本社の会計システムを

ユーロ建てに変更する予定でいる。両者とも

通貨統合参加国の子会社の会計システムと同

じものを本社でも利用することになっている。

そして、本社の決算報告書をユーロ建てで作

成するのは２００２年からの予定であるという。

国内市場のみの取引を行っている企業は、

ユーロ導入への準備を綿密に行わなければな

５．今後の具体的対応

らない。主に小売店・職人などがこの分野に

当てはまる。この分野では、９９年のユーロ誕

生時にはユーロを支払通貨の１つとする程度

の対応しかしておらず、今後は会計・請求書

発行などのシステムをすべてユーロ対応にす

る必要がある。

デンマーク全国にスーパーマーケット

１，２００店舗を展開するＦＤＢ社は、国民投票で

通貨統合参加に合意となれば、仕入れから在

庫管理、各店舗のキャッシャーに至るまでの

システムをユーロ対応に変更する作業に、そ

の後直ちに取りかかることにしている。この

計画には数千万デンマーククローネを充てて、

遅くとも２００２年４月には終了する予定になっ

ているという。

ＦＬＳインダストリーズ会計部のヤコブ・

ビュアウ氏によれば、「当然ＦＬＳインダスト

リーズは通貨統合参加への対応を真剣に考え

ているが、それと同時に代表取締役などがメ

ディアなどに活発に登場し、我が社はもちろ

んデンマーク産業全体にとってのユーロ導入

での利点を述べることにより、国民投票での

通貨統合参加決定を実現するようなキャン

ペーンにも力を入れていく」と、一部企業で

は国民投票へのキャンペーンにも積極的に参

加していき、デンマークの通貨統合参加を勝

ち取るべく活動を行っていく。

上記で述べた通り、意識調査の結果では賛

成優勢の状態は崩れつつあり、これから９月

２８日の国民投票まで通貨統合に関しての討議

は白熱していく模様である。この討議の流れ、

またデンマークの経済状況が非常に注目され

る。

（�田敏彰、猪木祥司）
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（注）調査の質問「明日、通貨統合参加批准にかかわる国民投票があった場合、賛成するか、反対するか」
（出所）グリーンズ・アナリュスインスティテュト
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ユーロへの対応は徐々に進行
（スウェーデン）

欧州経済通貨同盟（ＥＭＵ）は第３段階に

入り、９９年１月からＥＵ加盟国のうち１１ヵ国

でユーロが導入された。スウェーデンは９５年

にＥＵに加盟した際に「最終的なスウェーデ

ンの通貨統合参加への立場はその経過、そし

てこの条約の規則に従い監視して行く」と一

方的に宣言し、同国政府は例え参加条件を満

たしてもしばらくの間は参加を思いとどまれ

るとの解釈を行った。

９７年１０月にスウェーデン政府は同国会に対

して、否定的な世論を考慮して、通貨統合参

加を思いとどまることを内容とする法案を提

出した。９８年８月にＥＵ閣僚理事会が参加申

請国の審議を行った時には、マーストリヒト

条約によると「ＥＵ加盟国は収れん条件を満

たす場合には通貨統合に参加しなければなら

ない」と規定されていたので、スウェーデン

の立場は条約違反であり、ＥＵにとって大問

題となる危険性を内蔵していた。しかしＥＵ

閣僚理事会ではスウェーデンの為替が安定し

ていない（為替調整メカニズム〈ＥＲＭ〉に

２年加盟義務がある）との理由で参加条件を

満たさないと判断し問題を回避した。イタリ

アが国家予算赤字で問題がありながら通貨統

合参加が承認されていたことから、スウェー

１．通貨統合参加を促す要因
デンが通貨統合参加の意思を当初から明らか

にしておけばＥＵ閣僚理事会では好意的な判

断を下し、参加が認められただろうといわれ

ている。

スウェーデンにおける通貨統合参加につい

ての主な論議は以下のとおりである。

（１）大企業への影響

スウェーデンの大企業は国際化が進んでい

るので通貨統合の影響は、中小の輸出企業と

比較して少ない。ユーロの出現により大企業

では、効果的な資本運営、資本取引費用の削

減、ユーロでの起債が可能となり不参加に

なっても影響が少ないとみられる。

（２）伝統的産業界への影響

基礎産業として金属産業、林業、鉱業、化

学産業などがあり、スウェーデンの工業生産

の４分の１、輸出の３分の１を占めている。

この産業界はドル依存が高く、もし通貨統合

に参加する場合、ドルに対してユーロ高にな

ると不利となるとされる。しかし調査ではド

ル依存はそれほど高くないとの結果が出てい

る。

（３）中小企業への影響

大企業と違って中小企業はクローネの変動

３

ストックホルム事務所
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に対処するだけの能力がないため、通貨統合

参加により支払い、受け取りでのリスクを避

けることができる。また通貨統合不参加の時

には、低金利のユーロ金融市場での資金調達

が不可能になり、スウェーデン国内の高い金

利で資金を調達する必要に迫られる。また為

替リスクを負うことから、ユーロ圏内での価

格競争でも、その分だけ上積みする必要に迫

られるので不利となる。

（４）電子商取引への影響

国境を超えた電子商取引が行われている中

でユーロの導入により価格比較が容易となる

ため、消費者による選択、企業による供給業

者探しが一層容易となる。同時に国際的な電

子商取引ではドルが基軸通貨になっているが、

ユーロの登場によりＥＵ域内での取り引きが

活性化され、スウェーデンにとっても通貨統

合参加によりＥＵ内部の競争に参加できるよ

うになる。

（５）ユーロ導入による金融システムの合理化

９９年１月１日からユーロ圏ではユーロ通貨

取引が始まっており、スウェーデンでもユー

ロで株価を表示しているが、ユーロを導入す

ると価格計算の回避、そのほかの合理化は計

り知れず、同時にスウェーデン株に対する国

際的興味が高まる。既にユーロ圏で活動して

いる大企業では通貨統合不参加でもユーロで

起債し、銀行サービス、国境障壁の除外され

た取り引きの利点を享受できる。一方、国内

市場を主とする小企業ではユーロの持つ利点

を十分に引き出せない。

（６）通貨統合不参加によるユーロ支払決済

システムの利用制限

ＥＵ域内での支払いを迅速化するために

ユーロ導入と同時に決済システムＴＡＲＧＥＴ

が導入された。これにより、瞬時に支払いが

可能となった。ＥＵ加盟諸国はその制度を利

用できるが通貨統合に参加しない場合、制限

が生じる。中央銀行にとっては例えばユーロ

圏で資金調達をする場合、最高１０億ユーロま

でしか借りられず、同時にその担保としてス

ウェーデンの有価証券を使用できない。

（７）取引費用の削減

スウェーデン産業連盟のヨナス・フリュッ

クルンド氏は「為替での取引費用は１，３００億

クローネになり、試算したとおり、そのかな

りの費用が通貨統合参加で節減できる」と述

べている（産業連盟、２０００年２月会員雑誌）。

（８）ユーロ市場への接近

スウェーデンの全輸出の６４％がユーロ圏に

輸出されている。さらに東欧、北アフリカな

どがユーロに連動されるとその地域での市場

取り引きにおいて、ユーロ利用により、ほか

のユーロ諸国と同等の条件で競争が可能とな

る。

（９）政治的行使力の制限

ＥＵ経済蔵相会議の前に、通貨統合に参加

している１１ヵ国の蔵相が実質的な討議、決定

を行い、そのあとに公式に同会議で決定され

ることになるのでスウェーデンが通貨統合に

参加しない場合には政治的影響力を行使でき

なくなる。

社会民主労働党の臨時党大会（２０００年３月

１２日）では通貨統合参加案を３分の２の支持

で可決したが、これは２００１年前半期にＥＵ議

長国を務めるスウェーデンにとっては、ブ

リュッセル、そして本国での活動の余地を与

えるものであった。しかし同時に国民投票を

行うことを総会で決定したことは、自由な行

動の余地を得ようとする党執行部にとっては

敗北であった。この決定はすぐに通貨統合参

加につながる可能性を少なくし、政治的には

２００２年秋の総選挙以前に国民投票が実施され

る可能性をも少なくしている。まず社民党が
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総選挙で勝利し、そのあとに国民投票で確実

に参加合意を勝ち取ろうとするだろう。通貨

統合問題を総選挙で意識的に避け、通貨統合

参加に否定的な女性有権者、特に公務員を左

翼党に奪われることを避けるためだ。

今回の社民党大会で、執行部が通貨統合参

加を希望していることは一層明らかになって

いる。２００２年まであと２年の時間的余裕がで

きたので、その間にスウェーデン政府は通貨

統合対応を図る計画とみられる。

（１）マクロ経済面

９９年１年の期間ではユーロ未参加による影

響を計測するには短すぎる。また、そのほか

の影響、例えば国内での景気の上昇、情報技

術（ＩＴ）活動の進展などが含まれるので、

マクロ経済面での切り離した分析が困難であ

る点では専門家の間で一致している。

しかし１節で指摘したさまざまな要因の効

果を考慮して、ＮＵＴＥＫ（産業技術開発

庁）では生産、雇用の面からの通貨統合によ

る帰結評価を行っている。９９～２００５年までに

国民総生産は通貨統合参加、不参加にかかわ

らず、年間１００億クローネ高くなると同時に、

不参加となる時よりも３００億クローネ高い値

が達成されると評価している（Ｋｏｎ‐

ｓｅｋｖｅｎｓｅｒ ａｖ ＥＭＵ ｆ　ｒｓｖｅｎｓｋｔｎ 　ｒ‐

ｌｉｎｇｓｌｉｖ、「スウェーデン産業界にとっての

ＥＭＵの帰結、９９年３月１１日」）。

（２）直接投資面

対外投資の流れを追ってみるとスウェーデ

ンから海外への投資は８８～９０年にＥＵ諸国向

けが急激に増加し、同時にわずかながらであ

るが北米、そのほかアジア地域への投資が実

施された。多国籍企業はその中で領域内取引

に大きな意味を持つようになっている。特に

８５年以降にＥＵ諸国が内部市場を設立する動

きをみせてから、スウェーデン国際企業の

２．通貨統合未参加による経済への影響

ＥＵ地域に対する投資活動が活発化していた。

しかし９１年以降、急激に投資が減少している。

それは９１年以降のスウェーデンの金融危機と

深い関係があり、海外投資が全体的に減少し

ていたためだが、ＥＵ地域に対する投資も減

少しており、スウェーデン大企業のＥＵへの

投資活動が一巡したとみられる。今後は中小

企業の対外投資が盛んになると予想されてい

るが、通貨統合参加待ちの面が多い。

対内直接投資面では９９年は大きな変化はみ

られていないが、スウェーデンに対する投資

がユーロ以外の理由でみられるようになって

いる。その一例をみると、スウェーデン企業

の国外流出が議論される最近、米国のフレク

トロニクス（Ｆｌｅｘｔｒｏｎｉｃｓ）がスウェーデン

に直接投資を行っている。同社は３年間で

７ヵ所の工場に１５億５，０００万クローネを投資

しており「我々はスウェーデンが製造国とし

て将来性があるとみている」とロニー・ニル

ソン社長は指摘する。低価格商品はハンガ

リー、中国で、ハイテク製品はスウェーデン

で生産する予定だ。そのいくつかの理由とし

てスウェーデンが世界で最先端を行く研究開

発国であること、先進国の中で生産効率が高

いこと、教育水準が高いことをあげている。

同社は現在スウェーデンでは、年間５億ク

ローネの売り上げがあり、機械、コンピュー

タへの投資を行っている。同コンツェルンは

４万３，５００人の従業員を擁し、売り上げ４８０億

クローネ規模の大企業であるが、通貨統合不

参加は投資での問題にはならなかったと指摘

している（ＤＩ新聞２０００年３月２日）。

為替変動リスクについては大きな影響はみ

られていない。ユーロ導入後１年足らずの９９

年１２月２８日には１ユーロ１．０１ドルに下落した。

しかしドルに対してクローネも弱含んでおり、

スウェーデン、ユーロ圏での価格変動はあま

３．ユーロ導入１年の産業界、企業へ

の具体的影響と評価
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りない。為替手数料は大企業はユーロ口座を

開設しているので影響は少ない。また中小企

業にとっては、ユーロは新たにできた１通貨

なので手数料はほかの通貨と変わらない。原

材料、部品調達についてはドイツ、英国、フ

ランスなどの主要国からの場合、各国の通貨

を使用し、ポルトガル、フィンランドからの

場合ユーロに移行する傾向にある。価格差収

斂問題に関しては、大企業ではユーロ圏内で

の価格調整の実施が始まっているが、それは

市場での動向によるので数年間かかるとみら

れる（スウェーデン産業連盟の担当者による

４を参照のこと）。また賃金格差収斂、競

争激化、輸出については時期早期のため、明

確な影響がみられていない。

（１）基本経営コンセプトの変更

スウェーデンの多国籍企業と国内に重点を

置いた中小企業では大きな違いがみられる。

ユーロ導入前に、既にスウェーデン大企業の

ＥＵ地域への展開は終わっている。中小企業

の間ではユーロ導入１年足らずであること、

同時にその大部分はユーロの直接的影響を受

けておらず、基本経営コンセプトの変更はみ

られていない。

（２）生産、流通、販売拠点の見直し（集中、

分散、再配置）

納品先の近隣に拠点を設けることは、ユー

ロ導入以前の段階で、既に大企業では実施さ

れている。９７年の時点でスウェーデン企業上

位２０社で既に６２万７，１２９人を国外で雇用し生

産拠点を確保している。そのうちのＥＵ諸国

では約３１万３，０００人（４９％）、ユーロ圏では２２

万４，５４３人（３５％）を雇用しており、この傾

向は９９年でも同様であったとの産業連盟から

の報告がある。従業員２００人以下の中小企業

ではいまだ生産、流通、販売拠点に対する変

化はみられていない。ユーロのもたらす通貨、

４．ユーロへのこれまでの対応

市場の単一化が１年しか経過していないため、

スウェーデン企業に影響を与えておらず、

ユーロ導入まで３年間の猶予があることが原

因となっている。ユーロへの興味は高まって

いるが、対策実行までには至っていない。

ユーロの影響のほかに、最近のＩＴ産業界の

急激な海外進出があり、その面からの分析も

必要であるが、いまだその情報がない状態で

ある。

（３）内外企業（国内、ＥＵ内外）との提携、

Ｍ＆Ａによる事業拡大あるいは整理、集中

内外企業との提携、Ｍ＆Ａによる事業拡大

はスウェーデン国際企業では盛んである。特

に９２～９７年の間にスウェーデンに対する海外

からの直接投資額が増加している。ほかの北

欧三国、バルト諸国との比較でも、スウェー

デンは３９７億ドルを吸収している。９８年には

その傾向がさらに強化されている。またス

ウェーデン側からは総合保険会社セキュリタ

スが米国のピンカートンズを買収し世界的企

業に成長し２万６，２００人の従業員を擁してい

る。また林業に携わるストラがフィンランド

のエンソと合併し、本社をヘルシンキに移転

させた時の理由は、フィンランドでの優遇課

税であった。合併の背景には、世界的生産過

剰による競争の激化、業界の再編成がある。

そして９９年に入るとボルボの乗用車部門が

フォードに売却され、２０００年にはボルボのト

ラック部門は国内のスカニアを買収しようと

したが、ＥＵの反対にあって失敗した。合併

を試みた理由は企業活動のグローバル化によ

る競争激化があげられ、ユーロの出現も欧州

でのトラック、バス業界での再編成を促して

いる。しかし中小企業の間では、ユーロが理

由となっての合併、集中は現在のところみら

れていない。

（４）価格政策の見直し

通貨統合参加を前にして価格政策の見直し
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が懸案事項になってきており、欧州では各国

の価格設定ができなくなりつつある。「最近

の電子商取引とユーロの進展によりＥＵ市場

では同一価格が必要である」とボリーン＆ス

トルムベリ（Ｂｏｈｌｉｎ＆Ｓｔｒ�ｍｂｅｒｇ、調査

会社）のペール・アンドレイ氏は指摘してい

る。同氏はスウェーデンの企業が安く購入す

ることができるように、価格の比較サービス

を行っているのだが「スウェーデン企業は購

入が下手だ。子会社の持っている利点を利用

せず、本社の購入部では各国の名目価格で比

較する傾向があるが、本当は実質価格が問題

だ。大部分の会社ではＥＵ内で安いものを探

す価値がある」と指摘する。

欧州では価格慣習の違いが存在する。英国、

デンマーク、ベルギーでは価格の弾力性が高

い。このため、これらの国では割引き率が高

い。一方、スウェーデンでは価格弾力性が低

いが、品質要求が高い。

スウェーデンでの価格水準はＥＵ平均より

も２０％高く、特に上下水道関係の部品、電力

卸売り業界でドイツよりも３０％、英国よりも

４０％高くなっている。「ユーロの最大の影響

は価格の下向きの収れん傾向であり、地理的

相違による価格差別はなくなっている。ス

ウェーデン企業もその動きに適応しなければ

ならない。マイクロソフトは９９年６月１日に

欧州全体で一律の価格を導入したがそれはス

ウェーデンでのマイクロソフトの製品価格を

引き下げる結果を生んでいる。また、電子商

取引が価格下落の動きを助長している」とス

ウェーデン商業調査協会（ＨＵＩ）では指摘

している。

「最近の主な例はインターネット市場での

鉄鋼製品の売買だ。しかし一番安い業者が常

に受注するのではない。また、大陸では法的

に問題となるような取り引きもある」と

ＨＵＩのステファン・フォルステル氏は指摘

する。企業が価格差別を維持していくために

はブランド商品を差別する必要があり、例え

ば家電大手のエレクトロラックス（Ｅｌｅｃ‐

ｔｒｏｌｕｘ）では白物電気製品で、高級品には

スウェーデンのヒュースクバン（Ｈｕｓｑｖａｒ‐

ｎａ）を利用し、一般製品にはイタリアの

ツァヌッシ（Ｚａｎｕｓｓｉ）を利用している。

しかし見せかけの製品差別で価格の差をつ

けることは避けなければならない。最近では

スウェーデンのトレトーン（Ｔｒｅｔｏｒｎ）がテ

ニスボールの色を変えただけで各国で違った

価格で販売したために欧州司法裁判所によっ

て有罪とされたからだ。「今まで会社の購入

部は本社機能の中で困却されてきた部門であ

る。これからは本社の購入機能を強化させ、

現地で購入する権限を与え、同時に本社で、

市場で売買を行ってきた経験者に中枢機能を

与えるべき」とアンドレイ氏は述べている。

スウェーデンでは価格政策の見直しが始まっ

たところだ。�

（５）ユーロ対応会計システムの導入と原材

料、部品調達先、調達方法の変更

政府は企業が決算報告書、資本金をユーロ

で表示してもよい提案を行い、２０００年２月９

日には国会で決定、同年３月１日から施行さ

れた。現実には２００１年から使用されることに

なると思われるが強制的ではない。対象とな

るのは、株式会社、経済協同組合、貯蓄銀行、

保険会社などで、そのためには会社の定款変

更を行い、決算報告書の最終締切日に欧州中

央銀行が決定したユーロ、クローネの交換比

率を採用する必要がある。同時にスウェーデ

ン国内での課税額はクローネが採用される。

ユーロがクローネに変更される時にはス

ウェーデン政府が為替のリスクを負うことに

なる。政府は為替換算の際に制度を乱用する

現象がみられれば、新たに防止策を提案する

ことになる。同時に他国通貨での表示方法も

検討中で、その作業は２００１年１月の施行を目

指して行われている。

現在、スウェーデンの多国籍企業はクロー
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ネとユーロ両表示をしているところが多いが

完全にユーロに移行している企業はない

（２０００年３月３日現在）。またＥＵ域内のス

ウェーデン企業の子会社はユーロを並行使用

しているが、大部分の中小企業でユーロに対

する準備は行っていない。特に国内市場が主

な企業でそれが指摘される。ただし従来のス

ウェーデンの決算報告書はＥＵ書式に変更さ

れている。

（６）資金調達方法の変更

ユーロ導入以降もスウェーデンの個人には

あまり大きな影響は及ぼされていない。中小

企業では幾分影響を受けているものの、大き

な影響を及ぼすほどには至っていない（ス

ウェーデン中央銀行、９９年１０月レポート、３６

ページ）。大企業では資金の流れ、ユーロ社

債という点でユーロに対する興味が高まって

いる。その中で銀行との関係を見直し、所有

する銀行口座の構成（ユーロとクローネの比

率）について分析しユーロ通貨を効果的に運

営しようとしている。銀行を仲介しての対外

支払いは、ユーロ加盟国の自国通貨よりも

ユーロが支配的になっている。

しかしスウェーデンの銀行は恒常的にユー

ロ取引の情報を収集していないため、実態把

握は困難になっている。スウェーデンの銀行

では、現在８，０００の企業のユーロ口座、そし

て１，５００のユーロ個人口座が開設されている。

ユーロ建てによる企業、個人への信用供与は

総計２２億ユーロにのぼっているが、その大部

分は企業のものだ。スウェーデンの銀行は、

海外の金融機関とともに公社債発行で２３億

ユーロに関与しているが、スウェーデンの企

業によっては国外の金融機関だけの力を借り

てユーロ社債の発行を行っているところもあ

るので、実態の把握は困難になっている。従

来から資本取引は自由化されているが中央銀

行では市中銀行を通じて実態を把握してきた

側面があり、企業に報告義務が出されること

が将来予想される。同時にスウェーデンの市

中銀行が、国海外企業の社債発行に大きく寄

与し始めているのはスウェーデン国内での資

本取引の減少を補填させようとの動きでもあ

る。

（７）域外企業との為替リスク対策

ユーロは現在のところ、単に新たな１通貨

の出現と考えられていることから、従来通り

の為替対策やテルミン取引（先買い）がとら

れている状態である。ユーロをユーロ圏外で

の取り引きで使用するまでは至っていない。

部分的には仏フラン圏の北アフリカとの取り

引きでユーロを使用している場合が出ている

が、その為替差損はスウェーデン企業が被る

ことになる。

（８）人材確保、その他

特に大きな変化、影響はみられない。ユー

ロ対策では特にユーロ圏と商取引を行ってい

る会社内で、ユーロ担当者を決めるところが

増えているがその影響について分析を行い始

めた段階で、大企業は除き、全体としてユー

ロに対する準備はなされていない。教育面で

はユーロ専門科目を大学で設置し、企業、官

庁への将来の人材養成を図っている。

ユーロが導入されてまだ１年足らずであり、

スウェーデン企業の対応は鈍い。大企業では

ユーロ担当者を設けて対応を展開しているの

で影響はないが、中小企業、特にユーロ圏と

の取り引きがある中小企業の間でこれから影

響が出てくると考えられる。産業連盟の調査

ではユーロ導入１年後で対応準備中と答えた

のがわずか３０％である。これから単一市場が

推進され、その価格の透明度が高まるにつれ

て競争が激化してくることから、企業に対し

て対策準備をするようパンフレット、会報誌、

レポートを通じて啓蒙を図っている。なお、

５．今後の具体的対応
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国のレベルでの制度的対応、例えばＥＵ会計

システムの導入は順調である。

企業全体では２社に１社がユーロ対策を取

り始め、一層ユーロでの取り引きが増えてき

ている。ユーロ市場で販売を行っている企業

の３８％がユーロで請求書を発行できる体制に

あるが、実際には２４％の企業でユーロの請求

書を発行している。

しかし依然として５社に１社はその問題さ

え取上げていない。スウェーデンの調査機関

ユーロネットワークはユーロの準備状況（特

に小企業）を９７年から調査している。４００社

以上が対象となりアンケートを９９年１１月に

行ったところ、半数が準備を始めていること

が判明した。２年前には７社に１社のみが準

備を行っていたことを考えると大きな違いと

いえよう。大企業でのユーロ対応は進んでい

て３社に２社がユーロについて社内で議論を

始めている。２年前では３社に１社の大企業

が討議を始めていたにすぎなかった。

現在ではその議論がかなり具体的になって

きている。例えば役員会内部、そして銀行と

の対話や銀行口座の開設、簿記システムの改

革、ＥＭＵセミナーへの参加、供給業者およ

び顧客とのコンタクトを始めている。また、

２社に１社が既に顧客、供給業者からユーロ

を利用した商談についての問い合わせを受け

るようになっている。しかし製品に対する競

争、価格形成に影響を与えるユーロを戦略的

に議論している企業は少ない（産業連盟ユー

ロニュース、９９年３月）

最近、社民党では通貨統合参加を決定した

が、その国民投票は２００２年後半期に実施され

る公算が高くスウェーデンのユーロ対応はそ

の間に徐々に進行してゆくだろう。
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ユーロの影響は軽微
（ノルウェー）

９０年代前半から約６年間続いたノルウェー経済の好景気は、９８年に入り落ち着きをみせ、

９８年から９９年にかけて安定を示した。石油産出国であるノルウェーの経済は、石油価格の

動向に大きく影響されるが、９８年の石油価格下落がもたらした影響は記憶に新しい。ＥＵ

諸国との貿易割合が非常に高く、かつ非ＥＵ国であるノルウェーの経済がユーロ導入に

よってどのような影響を受けたか、各界からのインタビューをふまえ、報告することとし

たい。

（１）マクロ経済への影響

ノルウェー大蔵省国際経済部経済コンサル

タントのレーネ・サウビック女史に、マクロ

経済の影響についてインタビューしたところ、

次のようなコメントを得た。

ユーロ導入によるノルウェー経済への影響

は、現在見る限りにおいて特にない。ノル

ウェーのマクロ経済を次の点から分析しても、

ユーロによる影響はみられない。

① 個人消費

９９年の個人消費総額は、５，３５３億２，０００万ノ

ルウェークローネ（以下クローネ、１クロー

ネ＝約１２円）で、９８年の５，２４１億５，８００万ク

ローネをわずか２．１％上回ったにすぎなかっ

た。９８年が９７年に比べ、３．１％伸びたのに対

し１ポイント減となった。９８年後半に上がっ

１．ユーロ導入がノルウェー経済・産

業に与えた影響

た金利が主な要因で、９９年の平均労働賃金の

上昇率が予想より低く、９８年の上昇率に比べ

て１．５ポイント減であったことにもよると思

われるが、ユーロによる影響はみられない。

ノルウェー国民がユーロ圏を含めた海外で消

費した額を９９年１月から４月までの統計でみ

ても、伸びておらず、ユーロ価格表示などの

影響は出ていないものと思われる。

② 設備投資

ノルウェーにおける設備投資は、９４年から

９７年の間好調に伸びたが、９８年から９９年前半

にかけて落ち込みを示した。特に石油関連事

業への投資は最悪で、これは石油価格の下落

による打撃とみられる。２０００年２月に民間の

エー・ティー・カーニーが行った調査では、

ヨーロッパの大手企業が投資先国を選ぶ場合、

非ユーロ圏はあまり魅力的でないという結果

も出ている。ユーロ圏の持つ有利な点、為替

リスク回避、会計処理上の簡便さ、価格設定、

関税やＥＵ内での自由な物の流れなどにメ

オスロ事務所
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リットを感じるからだという。

③ 貿 易

ユーロによる影響を語るにはまだ早い。原

油と天然ガスの輸出の伸び率は予想より低い

ものであったが、これは油田開発の遅延と技

術的問題が理由と思われる。９９年９月には初

めて月間の輸出総額が３００億クローネを超え

た。

④ 物 価

物価は９８年、９９年ともに２．３％と安定して

いる。過去１０年間平均２．４％の割合で上昇し

ており、これはユーロ圏の平均よりも１ポイ

ント程度上回る水準である。

⑤ 金融政策

ノルウェー金融政策の第一の目的は、ノル

ウェークローネの為替レート安定であるが、

この目的はユーロ導入後も変わらない。ユー

ロ圏とノルウェーの金利およびインフレ率に

は差がある。ノルウェー大蔵省では、長期的

為替政策をもってクローネの安定に努めてい

く。

（２）産業・企業への影響と対応

次にノルウェー経営者連盟（以下ＮＨＯ）

のコメントを紹介する。ＮＨＯは、ノル

ウェー全国に１万５，６００社のメンバーを持つ

私的企業連盟である。

これまでユーロ対応策として、会員企業に

ユーロ移行に関する相談や指導を行ってきた

が、現在のところ大きな問題はないようだ。

しかしこれはＥＣＯＦＩＮ（ＥＵ蔵相理事会）報

告にもあるように、６０％以上の企業がまだイ

ンボイスなどにユーロを利用していないこと

など、他国に影響を与えるほどユーロ圏での

ユーロ使用が進んでいないからではないかと

思われる。しかし長期的にみて、ユーロの影

響は避けられないだろう。国際市場での競争

はかなり激化し、ノルウェー企業にとって厳

しいものとなろう。特にスウェーデン、デン

マークの動向が非常に気になっている。両国

とノルウェーは、密接な関係にあり、これら

２ヵ国がユーロを導入する暁には、かなりの

ダメージがあるだろう。その時期までにノル

ウェー企業は準備と競争力を一層高める必要

に迫られると思われる。

また銀行、化学、工業薬品、家具の各産業

について、ユーロ導入の影響と対応をインタ

ビューした。

① 銀 行

デン・ノルスク銀行（ＤｅｎＮｏｒｓｋＢａｎｋ）

は、ノルウェー最大の商業銀行であり、ノル

ウェーで唯一欧州自動即時グロス決済システ

ム（ＴＡＲＧＥＴ）に支店を通じて参入している。

ユーロ導入前の同行の準備は十分で、現在約

１，９００のユーロ建て口座（企業向け）を確保

している。しかし、ユーロ圏のユーロへの関

心が伸びないことから、ノルウェー企業の対

応にもあまり影響は出ていない。国際的に米

ドルで決済する品目が多いことも大きな理由

であるが、２００２年のユーロ貨幣導入後には著

しく伸びると思われる。

同行の経営戦略、事業再編検討にも影響は

ないが、欧州自動即時グロス決済システムに

参入していることから、他のノルウェー金融

機関と比べて有利に立っていると同行は発表

している。

しかしノルウェー第二の商業銀行であるク

リスティアニア・クレディットカッセン銀行

（ＣｈｒｉｓｔｉａｎｉａＢａｎｋｏｇＫｒｅｄｉｔｋａｓｓｅｎ）に

対し、ＥＵ加盟国であるスウェーデンとフィ

ンランドにあるメリタ・ノルド（Ｍｅｒｉｔａ

ＮｏｒｄＢａｎｋｅｎ）などから買収提供が現在寄

せられており、これが実現すればデン・ノル

スク銀行にとって国内市場および海外市場、

特に彼らの本拠地であるスウェーデンとフィ

ンランドでの事業展開は苦しくなることから、

この合併には反対している。

② 化 学

ノルスクヒドロ（ＮｏｒｓｋＨｙｄｒｏ）は、ノ
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ルウェー最大の工業コングロマリットであり、

ノルウェー政府がその４４％の株を所有してい

る。同社グループのユーロ対応コーディネー

ター、エイナー・バーデ氏にインタビューし

た。

製品販売市場の６４％をＥＵ諸国に頼るノル

スクヒドロは、９７年からユーロ対応を始め、

万全な体制で９９年を迎えた。ユーロが導入さ

れてからの１年を振り返り、同社の基本経営

方針と戦略に変化はない。この主な要因は、

同社の主要輸出・販売製品である原油、ガス、

化学肥料やアルミニウムが国際的に米ドル建

て決済品目ということがある。ユーロ対応策

として９９年１月１日から各事業部門がユーロ

建てでインボイスを送付でき、支払い、決算

管理、価格設定をユーロで行えるよう社内指

導してきた。しかしいざ９９年を迎えても、

ＥＵ諸国の取引先からユーロ建てで決済した

いという声はあまり上がらなかった。これは

予想に反するもので、同社としては、現在よ

りもユーロ建て決済を増やしたいところだが、

取引先の意見もあり、決済通貨としてのユー

ロの出足は鈍いといえる。

同社の対ＥＵ諸国輸出は全体の６４％にあた

るが、ユーロ圏１１ヵ国がこのうちの４０～４５％

を占める。非ユーロ圏のＥＵ加盟国であるデ

ンマーク、スウェーデン、イギリスへの輸出

が全体の約２０％を占めていることもユーロへ

の移行が遅れている理由であるとみている。

しかし２００２年からのユーロ紙幣・硬貨の導入

をもって転換をはかりたいという企業は多い。

また取り扱う製品によって差があることも

事実であり、例えばマグネシウムに限れば、

同社がＥＵ諸国の取引先と取り交わすインボ

イスは１００％ユーロ建てとなった。国際的米

ドル建て決済品目以外では、フランス・フラ

ンとドイツ・マルクで決済されるケースが一

番多い。同社としては、ユーロによって為替

リスク、キャッシュマネッジメント、各通貨

建ての口座管理が簡素化するメリットを利用

したいと思っている。

９８年の原油生産減少と価格の下落によって

大きなダメージを受けたノルスクヒドロは、

社内リストラ、部門見直しを迫られているが、

ユーロによる国際市場においての競争激化、

価格収れんなどの動きはまだないとみている。

しかしＥＵ諸国内にある同社子会社では、各

国通貨からユーロへ換算する会計決算システ

ムを整備中で、この開発にかなりの経費を要

する模様だと発表している。

③ 工業薬品

ノルドックス（Ｎｏｒｄｏｘ）は、１９６２年に設

立された会社で、現在５７名の従業員を抱える。

酸化銅を生産し、殺藻効果剤や殺虫効果剤と

して船舶塗料、農薬業者向けに、全生産量の

９５％を世界７０ヵ国以上に輸出している。同社

輸出部長のフィン・クヌットセン氏にインタ

ビューした。

同社は日本にも輸出しているが、ＥＵ諸国

（デンマーク、スウェーデン、フィンランド、

オランダ、ドイツ、イタリア、フランス、ス

ペイン、ポルトガル、ギリシャ）に輸出する

割合は、全体の３０％になる。現在ユーロ建て

インボイスは決済全体の３０％を占めており、

残る７０％は米ドルとその他約１０種類の通貨で

ある。しかしこれからユーロ建てインボイス

の使用は増えていくと思う。特に２００２年の紙

幣・硬貨導入後に急激に増える、いわゆる

キャッチアップ現象がみられると考えている。

ユーロ口座も設けており、各国通貨建ての

口座管理が前に比べてかなり簡素化された。

しかし９９年からのユーロ為替レートの下落に

よって不利益を被った。ただし原材料である

銅は米ドル建てで仕入れており、同時期銅相

場の対米ドルレートがプラスに働いて救われ

た面もある。

今のところユーロへの対応としては、企業

経営方針、戦略、事業再編検討案などに全く

影響は出ていない。しかし欧州市場内での競

争は以前より激しくなってきたように感じら

２８ ＪＥＴＲＯ ユーロトレンド ２０００．６

４



れる。現在取り引きを進める場合、値段の提

示から取り引き成立までにかかる時間は２４時

間以内である。同社の最大の競合先はドイツ

にあるため、ユーロ価格での透明性が競争に

拍車をかけている。

しかしノルドックスの製品は、世界市場で

かなり優位な立場にあり、全世界船舶の２０％

に使用されているという。今後ＥＵが中・東

欧諸国、バルト諸国に拡大されれば、それだ

け市場が広がり輸出増も見込まれるので、同

社はＥＵ拡大を大いに支持している。

④ 家 具

サボ（Ｓａｖｏ）は、１９４５年に設立され、オ

フィス用椅子を製造・販売・輸出している企

業である。サボのビベケ・ミッドゴード輸出

部長とヘディ・アンネ・ルンド国際事業部長

にインタビューした。

現在同社の主要輸出相手国３ヵ国であるデ

ンマーク、スウェーデン、オランダのうち、

オランダとの取引でユーロを使用しいてる。

他国からの椅子用布織物の仕入れについても

ユーロで決済しており、ユーロ建て口座によ

りユーロ建ての入金と支払いの全部を管理し

て為替リスクを避けている。

９９年に入ってすぐ、ユーロ建てインボイス

を導入したが、社内での移行には広い社員教

育が必要であった。

海外市場での競争は、以前と変わらず、特

に製品性質上の一番の競合先は、ノルウェー

企業であるため、ユーロによる影響はまだ特

に出ていない。

デン・ノルスク銀行リサーチ・リスクマ

ネージメント部シニアアナリスト、エリック

・ラーセン氏にユーロが導入されてからどの

ような評価がなされているかインタビューし

た。

ノルウェーでは、ユーロの影響を語れるほ

どユーロは浸透していないのが事実で、実際

２．ユーロ導入１年の評価

に紙幣や硬貨を手にするまで加速することは

ないと思われる。少なくとも今年秋のデン

マークのレファレンダムまでは現状の緩やか

な移行ペースを保つだろう。

９９年１月に１ユーロは８．２５クローネであっ

たのに、２０００年１月に入り８．１２クローネまで

下落したため、ユーロ価格をつけることに不

安を抱く輸出業者も多い。しかし単一通貨の

もたらすメリットも多い。ユーロが安定すれ

ば、為替市場でのリスクも減り、またユーロ

圏経済の安定はノルウェー輸出産品の市場安

定を意味する。各企業にとっても会計処理が

簡易になり、資金調達も容易になるだろう。

一方ユーロのデメリットは、何といっても

国際市場での競争力の激化であろう。価格透

明性が増すことによって、値段の交渉に大き

く響くことが予想される。

ＮＯＨは、「ノルウェーとＥＵ東方拡大」を

テーマとした調査を行った。ノルウェーと中

・東欧１０ヵ国（ポーランド、ハンガリー、

チェコ、エストニア、ラトビア、リトアニア、

スロベキア、スロベニア、ルーマニア、ブル

ガリア）との貿易は年々増加している。

この調査の結果として、ＥＵ東方拡大は、

ノルウェーに次の影響をもたらすと予想され

ている。

１）新規輸出市場の開拓による輸出増額、投

資拡大

２）より広い地域での公平な競争の促進

３）ＥＵの環境政策が適用されることから、

ノルウェーの先進的な環境保護技術が活躍

４）ＥＵからこれら中・東欧諸国への財政支

援を求められる可能性がある

５）２０１０年までに中・東欧諸国のガス消費量

が６００億立方メートルから１，０００億立方メー

トルに増えると予想（ＥＵの試算）され、

３．ＥＵの東方拡大がもたらすノル

ウェーへの経済効果
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ノルウェーもその供給役になる

６）９７年度中・東欧諸国向けのノルウェー水

産物輸出は１５０億クローネに達したが、他

のＥＵ諸国の競合先の参入により、ノル

ウェー企業の輸出市場を奪われる

７）農産物の価格低下で、ノルウェー農家へ

の影響が懸念される

８）ＥＵの経済再建援助計画（ＰＨＡＲＥ）の

ような共同プロジェクトに、ノルウェーも

積極的に参加し、これら中・東欧諸国との

関係を良くしていく必要がある

ノルウェーは９４年１１月の国民投票によって

ＥＵ非加盟を決定したが、その後の国民感情

はどう推移しているのか、ＥＵ加盟支持運動

団体である欧州運動代表のグンナー・ボルス

タッド氏にインタビューした。

欧州運動は各種広報活動、セミナーなど、

ＥＵ加盟に結びつくあらゆる活動を行ってい

る。その活動資金は政府、ノルウェー経営者

連盟、ノルウェー各種業界団体、個人の寄付

から出ている。

９４年１１月以降、世論は表２のように推移し

ている。

ＥＵ加盟論議は２０００年３月に労働党が政権

を握り、ＥＵ加盟に非常に熱心なヤーグラン

ド氏が外務大臣になって、にわかに活気づい

４．ＥＵ加盟への気運と残された課題
てきた。単独与党となった労働党は、内部で

いくらかの意見の不調和はあるものの、党の

公式コメントとしてはＥＵ加盟支持を発表し

ている。

ノルウェーでのＥＵ加盟問題は、国民の関

心も高く、非常に政治色が濃い。ＮＡＴＯ加

盟国であるノルウェーがＥＵ自立防衛策にど

ういった態度をとるかという問題のほかに、

ＥＵ経費負担が９５年の５億クローネから２０００

年は１４億クローネに増額したことは、国民の

重税負担の論議を呼んでいる。また伝統的に

政府保護下にあった産業（農業、漁業、エネ

ルギー資源など）への影響を懸念する声がか

らみあい、ＥＵ加盟がはたして得策なのか、

隣国スウェーデンとデンマークの動向をみつ

めながらこの加盟討議は続くであろう。

（佐藤良樹）

表１ ノルウェー対中・東欧（１０ヵ国）輸出

９２年 ２５．５億ノルウェークローネ

９７年 ５４．２億ノルウェークローネ

（出所）ノルウェー統計局

表２ ＥＵ加盟に関する世論

（単位：％）

賛成 反対

９４年１１月 ４７．８ ５２．１

９９年１月 ５３．４ ４６．６

９９年１２月 ５０．６ ４９．４

２０００年３月 ４８．０ ５２．０

（出所）アフテン・ポステン紙

（単位：％）

賛成 反対

９４年に賛成だったが
今（９９年１２月時点）は… ８４．９ ８．４

９４年に反対だったが
今（９９年１２月時点）は… １１．８ ７９．８

（出所）アフテン・ポステン紙
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産業空洞化問題と福祉政策の見直し
（スウェーデン）

（１）有力企業の国外移転と移転の背景

スウェーデンは長年、大企業が経済の中心

を占めてきていたが、最近一層スウェーデン

的性格を喪失している。国内市場の比重が一

層小さくなり国外市場に大企業が依存するよ

うになっているからだ。それは大企業にとっ

て２０～５０ヵ所の工場移転、５０～１００ヵ所以上

にわたる国外への進出を伴うこともあり、多

国籍企業化を意味する。

スウェーデンの国際的企業は９３年以降、会

社総数の７％にすぎないが産業界の労働者の

７０％を雇用し、急速に国際化が進んでいる。

一方、小企業（従業員５０人以下）の数は多く

産業界全体の３０％の労働者を雇用している。

１．産業空洞化の現状と問題
スウェーデンの国際的企業（上位２０社）は国

内では１８万５，１７４人を雇用し、国外では倍以

上の３８万９，２７５人を雇用していた（９７年）。そ

のほかの中小企業での雇用を含めるとス

ウェーデン産業界全体では６６万７，０００人を国

内で雇用している。一方国外では６２万７，１２９

人を雇用しており、従業員の４８％が国外の社

員によって占められている。同時に外国企業

によって雇用されていたスウェーデン人労働

者は３０万１，０６９人だったので、スウェーデン

の国外での雇用は外国企業のスウェーデン国

内での雇用のほぼ２倍となる。

スウェーデン国際企業（上位２０社）の移転

先を従業員数からみると次のようになる。

（９７年の数字、産業技術開発庁Ｎｕｔｅｋ、「国

際的企業」５１ページから抜粋）

５

スウェーデンでは、企業本社の国外移転に伴う国内の産業空洞化問題の議論が活発化し

ている。政府は移転引き止め自体は行わず、ＥＵの競争原理に抵触しないようなかたちで

の援助を行っている。また今後は国内経済を活性化させるため、情報技術（ＩＴ）産業を

中心とした競争力強化、人材育成を図っていくことを目指している。福祉政策の見直しに

ついて一般世論は福祉水準の低下を望んでおらず、各政党では、福祉社会の効率を高める

ことに主眼を置いている。最近では公共支出削減が実施されていることから、国民は高福

祉社会の維持が困難になりつつあることを肌で感じている。

ストックホルム事務所
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地域別では欧州、米国に集中していること

がわかる。最近の傾向として９６～９７年の間に

東欧、米国で雇用を増やし、あわせて１万

６，０００人の雇用が増加した。大きな特徴とし

て、人件費の安さを利用した東欧での工場設

置、企業買収が目立っている。米国では市場

に近接することが理由だ。アジアでの雇用は

増加した一方、ＥＵ地域では１万１，０００人の

雇用減少がみられ、スウェーデン国内では２

万２，０００人の雇用が減少した。生産拠点の決

定は立地条件、西側市場に近いこと、自国内

での需要が喚起されること（ポーランドの自

動車工場がその例）、優遇政策がとられてい

ることなどが要因となっている。

スウェーデンの国外での雇用は、産業界、

サービス業界ともに大手企業が主として行っ

ている。製造業ではエレクトロラックス

（Ｅｌｅｃｔｒｏｌｕｘ、家電）、エリクソン（Ｅｒｉｃｓ‐

ｓｏｎ、テレコム）、ＳＫＦ（ボールベアリング）、

ボルボ（Ｖｏｌｖｏ、自動車）、アトラスコプコ

（ＡｔｌａｓＣｏｐｃｏ、機械）、スカニア（Ｓｃａｎｉａ、

トラック）などが国外で製造・販売での雇用

を行っている。またサービス産業ではへネス

＆マウリッツ（Ｈｅｎｎｅｓ＆ Ｍａｕｒｉｔｚ、衣料

品販売）、セキュリタス（Ｓｅｃｕｒｉｔａｓ、警備

保障会社）が小売店店員、警備人の国外雇用

を大々的に行っている。

以上はあくまで生産拠点を主とした議論で

あったが、最近では本社そのものを移転する

動きが顕著になってきた。そのきっかけを

作ったのがＡＢＢ（アセア・ブラウン・ボベ

リ、重電）のスイスへの移転（８９年）であり、

そのあともファーマシア＆アップジョン

（Ｐａｒｍａｃｉａ ＆ Ｕｐｊｏｎ、製薬）の米国

（ニュージャージー）への本社移転、ストラ

（Ｓｔｏｒａ、製紙）のフィンランドへの移転、

アストラ（Ａｓｔｒａ、医薬品）の英国への移転、

エリクソンのロンドンへの移転（９９年）が

続々と発生した。本社移転にはその形態から

３つのカテゴリーに分けられる。１つはコン

ツェルン首脳陣が移転するものでスウェーデ

ン企業としての性格が失われる。その例とし

てイケア（Ｉｋｅａ、家具）、テトラパック

（ＴｅｔｒａＰａｋ、包装材）があげられる。その

外国企業のスウェーデン国内での雇用者数

国 名 従業員数
米国 ５１，１３８
オランダ ３４，９０５
スイス ３４，４２５
フィンランド ３３，６８５
英国 ３２，８６５
デンマーク ３０，０２０
ノルウェー ２８，８５６
フランス ２１，７３２
ドイツ １７，４６７
日本 ３，４１５
キプロス ２，４１９
オーストリア ２，００３
ベルギー １，７４０
サウジアラビア １，０３５
イタリア ８４１
その他 ４，５２３
合 計 ３０１，０６９人

スウェーデン企業の国外での雇用者数

国 名 従業員数
米国 ９４，８３７
ドイツ ７１，７２４
英国 ５５，２８６
フランス ３８，４２２
デンマーク ３３，２７６
イタリア ３３，０５８
ノルウェー ２８，５４４
フィンランド ２４，５３８
スペイン １９，６１６
ベルギー １９，０８１
ブラジル １８，４２６
オランダ １８，１０４
ポーランド １１，１３３
オーストリア ９，９３９
カナダ ９，８６５
その他 １４１，２８０
合 計 ６２７，１２９人
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移転理由は相続上の課税を軽減するためで、

それぞれデンマーク、ルクセンブルクに移転、

スウェーデンでの株の上場は考えておらず完

全に多国籍企業化している。２つ目は本社機

能を移転することである。本社機能移転の多

くは金融、人事、広報、法務部門の移転であ

るが、場合によってはＩＴ、研究部門も含ま

れる。アクゾノーベル（ＡｋｚｏＮｏｖｅｌ、化

学）が９４年に誕生した際に、スウェーデンに

あったノーベルの本社機能のうち金融部門だ

けがアクゾ（オランダ、アルンへム）の本社

に移転した。アセア（改名後はＡＢＢ）は８９

年にスイスのブラウン・ボベリと合併した際

にスイスに本社を移転させている。理由とし

てブラウン・ボベリのほうが大きかったこと、

金融の中心地としてスイスがふさわしかった

ことがあげられる。３つ目には、登記上、国

籍を移転させるケースである。ストラはフィ

ンランドのエンソ（Ｅｎｓｏ、製紙）と合併し

た折に本社をヘルシンキに移転させたが、株

の配当への無税が要因だった。同様にメリタ

・ノルド（ＭｅｒｉｔａＮｏｒｄｏ）銀行も同じ理由

でヘルシンキに本社を置いた。後述２社とも

に規模的にはスウェーデン企業のほうが大き

か っ た。 ア ス ト ラ は 英 国 の ゼ ネ カ

（Ｚａｎｅｃａ）と９９年に合併したが実態はゼネ

カに吸収されたかたちで、金融の中心地ロン

ドンが、グローバルな事業展開上、有利と判

断したためである。最近の事例では本社の移

転にそれぞれ理由があるが根底には企業活動

のグローバル化がある。

（２）企業にとっての主要移転先、移転先の

魅力と移転のメリット

移転の例には本社、生産拠点、研究所移転

が考えられる。以下、それぞれのケースでの

移転先やその魅力などを考察する。

① 本社の移転

「エリクソンはロンドンに移転する計画」

とか「ファーマシア＆アップジョンはニュー

ジャージーに本社の移転を計画」などの見出

しが目立つようになっている。

スウェーデンからの本社移転先は西欧（ロ

ンドン、ブリュッセル、フランクフルトに集

中）、および米国に集中、その理由には大き

く分けて次のケースが考えられる。

１．顧客への近接の必要性

２．供給業者との関係強化

３．ライバル企業への近接

４．研究開発の中心地への進出

５．法人税の低い地域への進出

６．個人所得税の低い地域への進出

７．経済政策上、有利な地域への進出

８．交通の便の良さ

９．合併による移転

１０．買収による強制移転、傘下コンツェルン

の拡大に伴う本社の移転

移転例を分析するといくつかの理由が重複

している場合が多い。産業連盟調査協会

（ＩＵＩ）が行ったスウェーデン上位５０社を抽

出したインタビューによると、一番大きな比

重を占めていたのがスウェーデンの会社首脳

陣自身の勤労所得に対する課税率の高さ、そ

して交通の便の悪さであった。同国の累進課

税率は他国と比較して高く、月給１万８，２７５

クローネ以上の所得では、国税（２０％）が加

わり平均課税率は５２％となる。それ以下の所

得では平均３１～５０％の課税率（地方税）とな

る。例えば英国では所得税はスウェーデンよ

りはるかに低く、企業首脳陣にとっては英国

への移転が大きな魅力となっている。またス

トックホルムはロンドン、チューリヒと比較

すると国際空港としての乗り継ぎの便がはる

かに悪い。欧州の北に位置しているとの心理

的要因も無視できない。企業の合併、買収、

傘下コンツェルンの企業拡張による本社移転

は外的要因のものである。そのほかに顧客へ

の近接性が重要であると答えたものも多かっ

た。７０年代のスウェーデン企業の国際化時の
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雇用流出問題では、国外進出が国外市場での

シェアーを確保し輸出を増大させると考えら

れていたので、国外進出の理由は違ってきて

いる。大企業５０社のうち今後３年間に本社を

移転しないと答えた首脳陣は７９％、残り２１％

は考慮中、あるいは実施中か実施済みとの答

えであった。

② 生産拠点の移転

生産拠点を移す理由には税率が低いこと、

費用削減、市場への近接、受け入れ国からの

生産設備設置要求、スウェーデン国内での環

境規制強化、グローバル市場の観点からの地

域市場の強化、物流上有利な位置への進出な

どが考えられる。アイルランドは、海外から

の投資誘致に低い税率をインセンティブとし

ておりスウェーデンの家電工場が進出してい

る。また費用削減では人件費の安い東欧に対

する進出が最近盛んだ。ＡＢＢはポーランド、

ハンガリーなどに進出している。スウェーデ

ンの企業は９０年には東欧ではわずかに７００人

しか雇用していなかったが、９７年には４万

６，８００人を雇用するようになっている。進出

の大部分は製造業であるが最近では金融業界

の進出も盛んになっている。市場への近接と

の理由から米国への進出が盛んだ。スカニア

トラックは米国で工場を操業させているが、

その理由としては国外企業とのしてのイメー

ジ刷新（地元企業化）、納品のタイムラグの短

縮などがあげられる。ボルボトラックはブラ

ジルでトラック組立てを行っているがそれは

ブラジル政府の要求でもある。また自国内で

の環境規制が激しく、より規制の少ない国へ

の進出、グローバル市場の観点から地域市場

での強化を行うために生産拠点を進出させる

などが考えられる。ボルボはタイで乗用車の

組立てを行っていた。人件費の安さに加え、

タイに工場を進出させることで同国側の要求

に沿ったものである。物流の流れから市場に

卸しやすい場所も進出先として考えられる。

事務用品メーカーのエッセルテー（Ｅｓｓｅｌｔｅ）

が最近ポーランドに書類とじ工場を取得しス

ウェーデンから生産の拠点を移したが、同じ

ように人件費の安い東欧の中でポーランドを

選択したのは西側諸国、スウェーデン、ロシ

アへの輸送のかなめにあるためだった。

③ 研究所の移転

スウェーデンは研究開発に最も力を入れて

いる国であり９７年にはＧＮＰの３．９％に相当す

る額が研究開発費に支出された。これは

ＯＥＣＤ諸国中でも最高であり、その後に日

本、韓国の２．８％が続いている。この傾向は

一層増大する傾向にある。研究開発は企業の

生き残りの鍵である。９５～９７年の間にス

ウェーデンでは研究活動（研究日数Ｘ研究

員）で１０％の伸びがみられたが、同時期の国

外研究活動は３６％増加した。９７年のスウェー

デンの上位産業企業２０社をみると同国内での

研究が全体の６１％を占め依然として比重が高

いが国外においては米国、英国、ドイツ、イ

タリア、オランダの順で活発だ。国外のス

ウェーデン企業で研究開発に携わる人数は１

万７，６００人であったが、スウェーデンにおけ

る国外企業で研究活動に携わる人数は８，５００

人である。

研究所の設立理由には、研究員を確保しや

すいこと、政治的理由などがあり、必ずしも

費用面から立地がなされるわけではない。９８

年にエリクソンが中国に移動電話の開発研究

所を設ける構想（現在は中止状態にある）を

持ったことがあったが、それは自国の研究レ

ベルを上げたいとする中国側からの要請でも

あった。同社では市場の開放を進出の交換条

件にあげていた。有能な研究員を確保しやす

い点では米国のシリコンバレーが特筆され、

エリクソンが研究所を設けているのはこのた

めである。またエリクソンのライバルのノキ

アがスウェーデンのシリコンバレーといわれ

るシスタに研究所を開設したのは、移動電話
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の研究員を確保しやすいこと、ライバルのエ

リクソンの動向を注視することが理由であっ

た。経済的理由が移転の理由となることは希

である。

（３）企業の移転に伴う地元産業、財政、雇

用などへの影響

企業移転には本社移転、生産拠点の移転、

研究所の移転があることを指摘したが、本社

移転では比較的人数が少ないため、生産拠点

の国外移転と比較して地元産業に対する影響

は少ない。本社社員は比較的容易に転職でき

るが、工場労働者は失業した時に容易に転職

できないという面もある。しかし本社移転が

雇用の機会を減少させる点は否めない。情報

技術（ＩＴ）技術者、専門職が多いことは社

会全体の知識水準に大きく影響する。特に金

融活動などがロンドン、ニューヨークに移動

することは、長期的にみてストックホルムの

金融、株式市場の機能に否定的な影響を与え

るようになる。そして法人税が減少すること

も国家歳入にネガティブに作用する。従業員

１１万４，０００人を抱え世界で活動を行っている

セキュリタスは、９９年８月６日に本社をロン

ドンに移転させる決定を行ったが、首脳陣の

移転は国税庁にとって大問題でボーナスの数

億クローネの一部は英国で課税されることに

なり、その分だけスウェーデンの税収減とな

る。

９９年にＩＵＩではスウェーデン上位企業５０社

のスウェーデン本社での雇用効果を分析した。

これによると本社社員（６，６００人）の雇用額

（人件費）が９１億１，７００万クローネ、外部の

会社への依頼、発注（法律依頼、ＩＴサービ

ス、清掃会社などのサービスを含む）額が６３

億８，７００万クローネになると概算している。

また業界１人当たりの年間売上額を利用して

換算すると外注企業での雇用者数は５，３１２人

となる。表１を参照のこと。３年間で移転を

計画中の企業（２１％）の本社が移転してしま

うと本社員の１，４００人、外注企業の１，１００人が

移転、あるいは失業することになる。全ス

ウェーデン企業は規模的に１０倍なので２万

５，０００人の雇用が危うくなる。それは年間

８，０００人の雇用を失うことを意味することに

なる。

しかし地元産業に最も影響を与えるのが生

産拠点の移動だ。工場に勤務する工員からの

表１ スウェーデン上位５０社の財、サービス購入、９８年

（単位１００万クローネ）

本社社員の雇用額
（注１）

外注企業からの
購入額（注２）

業界１人当たりの
年間売上額

雇用者数（人）
（注３）

資本管理 ４６４ １７０ １．６ １０６
会計事務所 ２１０ １９４ １．０ １９４
法律サービス ７５２ ４０２ １．０ ４０２
マーケティング １，２２８ ６９１ ４．６ １５０
研究開発 ７２４ ５０２ １．１ ４５６
生産コンサルタント １３０ ９７ １．８ ５４
教育 ４４３ ２９１ １．０ ２９１
ＩＴコンサルタント ４，０７９ ２，９５９ １．４ ２，１１４
その他サービス １，０８９ １，０８１ ０．７ １，５４４
合 計 ９，１１７ ６，３８７ １．２ ５，３１２

（注１）本社社員の人件費など
（注２）外部の会社へ依頼発注している額
（注３）外注企業での雇用者数（外注企業からの購入額／業界１人当たりの年間売上額）
〔出所〕ＩＵＩ９９年報告
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税収がなくなり、また、移転することにより

代替雇用の機会が生じないと、失業会計支出

増加につながるため、公的財政はダブルパン

チの影響を受ける。同時に地域での勤労者に

対するサービス業や工場に対する納品業者の

打撃、その従業員の失業という大きな影響を

地域社会に与えることになる。ボルボは最近、

乗用車部門をフォードに売却したがその結果、

下請け企業での部品生産が縮小されるのでは

ないかとの危惧が生まれた。スウェーデンの

雇用の８分の１が自動車業界およびその下請

け業者で創出されているといわれ、大きな社

会不安を生み出している。フォードの社長は、

ボルボが従来通りの活動を続けることを約束

し交通安全対策研究所をボルボの中心地ヨ－

テボリィに置くことを約束しているが部品に

関する下請け業者への安定発注の約束はして

いない。

（４）政府、自治体による移転引き止めのた

めの対応・措置

本社移転が続き、スウェーデン企業が持つ

企業環境が最近議論されるようになっている。

そこでは、スウェーデン、外国の研究機関に

よる企業環境議論のきっかけを作ることにも

なった。しかし、その企業環境についての意

識調査では環境が改善されたとみる企業、悪

化したとみる企業がそれぞれあり、企業環境

に対する概念は一定ではない（スウェーデン

産業技術開発庁、「あいまいな企業環境の概

念について」、Ｄｅｇ　ｃｋａｎｄｅｂｅｇｒｅｐｐｅｔ

ｎ　ｒｉｎｇｓｋｌｉｍａｔ ６３ページ）。１０年程前には

企業環境、産業環境は未知の概念だった。８８

年になってメディアに報道されるようになり

９２年の景気後退の際に議論が始まり現在に

至っている。それは将来のスウェーデン経済

に対する不安の現われともみることができ、

同時に経済成長に対する興味が高まっている。

良い企業環境と高い経済成長が密接な関係を

持っていることがわかる。しかし企業環境に

は明確な概念はなく、強いて言えば企業活動

の前提条件と規定されるだろう。その中には

人為的要因と非人為的要因が考えられる。人

為的要因には税金、労働法、株の配当金に対

する二重課税問題、競争法、学校、医療、そ

のほかの公共サービスが考えられる。さらに

インフラ、学校教育での企業活動に対する積

極的な評価、産学提携などといったソフト面

の企業環境もその要因に含まれる。一方非人

為的要因には景気の動向がある。またある企

業環境が１社に好影響を与え、別の企業には

悪影響を与える場合もあることが価値判断を

困難にしている。また数千人を有する大企業

とスタートしたばかりの個人企業とでは、良

い企業環境という概念は違ってくる可能性が

大きい。株主の配当に対する要求も企業環境

であり、企業内環境も企業環境の一部といえ

る。

企業環境はその社会の雰囲気によって作ら

れることも事実だ。議論そのものが企業環境

を作り出す場合もある。特に国外からの評価

がスウェーデンに大きな影響を与える場合が

あり、それに対してスウェーデン企業は敏感

に同調、反応する傾向が強い。

また良い環境が作られても同時に否定的な

態度によって打ち消される場合もある。ス

ウェーデンのインフラ、例えば電話の完備、

優秀な技術者の存在などが同時に、欠勤率の

高さ、電話代の高さで否定的に評価される可

能性もある。高い税にしても、産業界では減

税が産業活動を有利にすると主張するが、労

働組合では税が社会の貧富の是正・均衡を

保っていると反論する。企業環境についての

議論を聞く場合、何をもとに論議が展開され

ているのか良く知る必要がある。

政府、自治体による移転引き止め策は、産

業の人為的要因を改善することであるが、直

接、個別企業に対して行うことは、内外の競

争上、貿易政策上の観点から制限がある。つ

まり競争を歪める恐れがありＥＵの競争の原
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則に反する場合もあるからだ。具体的手段に

は企業への直接補助、ローン、税法上の優遇、

ローンへの保証、研究開発援助、エネルギー

・地域産業振興政策、小企業補助金、失業者

雇用補助金（失業者を雇用すると半額が補助

される）などが利用されている。また最近の

具体的な政府の対応例として、スウェーデン

の累進課税率の高さにより国外からの技術者

を同国企業が招致しにくくなっていたことが

ハイテク企業のエリクソン本社ＣＥＯによっ

て指摘され、その結果、国外の専門家に対す

る減税特例措置が導入された。またアイルラ

ンド、シンガポールなど法人税が１０％の国で

活動している金融会社からの配当金は無税扱

いされることになり、エリクソンの本社をス

ウェーデンに引き止める政策に一役かってい

る（９９年１１月１５日付けＤａｇｅｎｓＩｎｄｕｓｔｒｉ紙）。

スウェーデン政府は企業の国外移転は事業

活動のグローバル化の現われであり、仮に

キャピタルゲインに対する税率を下げても国

外移転の動きに影響を与えることはできない

とみている。また減税はできない政治的背景

がある。しかしスウェーデン人の６８％は、ス

ウェーデン企業が本社を国外に移転すること

は問題であり、９９年１月にフォードがボルボ

の乗用車部門を買収することになった際、世

論の反応として政治家の責と答えたものが４６

％にのぼり、企業の税を引き下げるべきと主

張している。しかし法人税は既に２８％に引き

下げられ、実質的な支払いは１５％となってお

り、欧州で最低の部類に入る。残りは勤労所

得税、キャピタルゲインに対する税、雇用者

税の引き下げしかない。その引き下げは直接

国家財政を脅かすものであり、企業への減税

を支持するものが同時に社会サービス（医療、

養育、老人看護）の規模縮小を支持するかど

うかは疑問だ。答えた市民自身に矛盾がある。

企業移転は労働組合の責と答えたのは１％に

すぎなかった。

（５）今後、国外移転が伝えられる企業と移

転の概要

本社移転の例ではボルボの乗用車部門の

ケースが考えられよう。同社は９９年１月

フォードによって買収されたが、その本社機

能はいまだヨ－テボリィにある。フォードは

ボルボの持つ交通安全対策研究所を高く評価

し、フォード全体の安全技術開発の中心にす

ることを明らかにしているが、そのほかの本

社機能、例えば資金運用をヨ－テボリィです

るかどうかは未定で、将来の資金運用は米国

のフォード本社に移されることが考えられる。

また自動車業界に座席シートを提供してい

るボリエステーネ衣料会社では、ブラジル、

ポーランド、ポルトガルに工場進出を計画、

フォードのボルボ乗用車買収で、両社に製品

を供給しているボリエステーネは有利になる

とみられる。目標は数年で売り上げを３億

２，０００万クローネを１０億クローネに上げるこ

とであるが最近ではさらにドイツのマント

ラックからトラックの運転席の内装をまかさ

れた。国外進出は国際競争に対処するもので

ある。規模的に成長し、同時にボルボから要

求されている年間５％の効率改善を実現する

必要に迫られているため、本社の海外進出の

可能性も出ている。

（１）企業活動上、障害となる福祉政策、制

度の具体的内容

市民の生活の質を高める社会政策は、時に

は企業活動に否定的に機能する場合がある。

その例として、労働市場では手厚い失業手当、

労働組合の経営参加権、解雇順序での硬直的

な規則があげられる。一般市民生活では両親

休暇などがあげられる。失業手当は半永久的

に更新が可能で、労働組合の力の強さはほか

の欧州諸国と比較して大きく、慣れない外国

人経営者にとっては大きな障害となるだろう。

２．高福祉社会の問題点と福祉政策の

見直し
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ただし労働組合の強さが理由で、国外に本社

を移転した例は今までない。障害となる諸制

度の内容をみると次のような点があげられる。

〈両親休暇〉

８歳児までの養育のため、休暇を取得でき

る制度である。最高４５０日まで休暇を取得す

る権利が保証されている。休暇の３０日は母親、

３０日は父親に強制的に割り当てられており、

その休暇の権利を夫婦間で引き渡すことはで

きない。最初の３６０日は給料の８０％相当が国

から支給される。３６０日後は１日当たり６０ク

ローネが支給される。

〈妊娠特別手当て〉

妊娠中、女性が重労働に従事している場合、

雇用主は配置転換する義務を負っている。軽

い労働への配置転換ができない場合には、出

生６０～１０日前まで妊娠特別手当てが国から支

給される。

〈疾病手当て〉

企業にとって一番負担となる制度である。

最初の２週間の疾病手当ては企業が負担する。

病欠初日は支給されないがその後は給与の８０

％が企業から支給される。１週間以上の欠勤

には医師の診断が必要となる。２週間をすぎ

てからの疾病手当ては、社会会計事務所

（国）が１００％全額負担する。

〈失業会計〉

最低１２ヵ月以上失業会計に加盟し、最低

６ヵ月間勤続したものは、失業手当が受けら

れる。失業会計は雇用者と勤労者の拠出金か

ら成り立ち、労働組合が管理しているが、不

足すると国から失業会計に補助金が出る仕組

みである。失業後、週５日と計算され、最高

３００日まで１日当たり最高５４０クローネ、最低

２４０クローネが支給される。３００日経過し受給

資格が切れると、労働紹介所からの失業対策

事業、あるいは職業教育に半年従事すると、

再び失業手当の受給資格が得られるので永久

的に継続することが可能である。

〈労働組合の経営参画権〉

２５人以上の従業員がいる会社では労働者

（組合代表でなくとも良い）が役員会に代表

を送る権利がある。

〈労働者の新規採用、解雇順序、その他の規則〉

新規採用の場合には職業斡旋所に募集申告

義務がある。そのために採用が面倒になる。

解雇する場合でも規則では後から就職したも

のが最初に解雇される。特に小企業の場合、

有能な人物が後から雇用された場合、保持し

たくとも最初に解雇しなければならない。現

在そのために従業員１０人以下の企業では最高

２人は会社が自由に保持できる法案を上程中

だ。

さらに労働組合員の選出役員が職場への立

ち入り調査を行う自由が認められている。労

働組合役員はその理由で解雇されることはな

く、勤務中に活動する自由が認められている。

（２）今後の政策、制度見直しの可能性と重

点施策分野

両親休暇、妊娠特別休暇など一般市民の生

活の質を高める制度は改悪が困難で、会社側

でも表だって抗議することはできない。しか

し労働法の分野では、硬直的市場を修正しよ

うとの動きが出ている。上述のように１０人以

下の小企業では、最高２人まで会社側で解雇

規則を適用しないで保持することが認められ

る法律が上程されている。社民党政権を補佐

している環境党ではさらに考えを推し進め、

従業員が１０人を超える企業にも適用される提

案を出して、現在、社民党政権と法案の内容

をめぐり調整中だが、保守陣営では大賛成だ。

（３）同国経済産業福祉への影響

福祉国家の経済に対する影響の分析は数多

く出されており、そのいくつかを紹介する。

ＩＵＩでは福祉国家の経済（Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓｏｆ

ｔｈｅＷｅｌｆａｒｅＳｔａｔｅ）の調査プロジェクトを

推進しそのいくつかの論文が既に出ている。
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プロジェクトは次の３つのパートから成り立

つ（ｗｗｗ．ｉｕｉ．ｓｅ／ｐｒｏｇｒａｍ／ｈｔｍで検索可

能）。

① 福祉国家のダイナミック

福祉国家のもつダイナミックが経済活動に

及ぼす影響が分析されている。福祉国家が長

期的に個人の行動にどのように影響するかが

分析され、さらに福祉水準と経済活動との関

係、所得配分、雇用、経済成長との相関関係

が分析されている。既にいくつかの論文が出

ておりそれを一冊にまとめる予定である。

② 福祉国家と資本形成と経済成長

福祉システムが人的資源、資本、企業活動

に及ぼす影響が考察されている。一般的仮定

として、福祉システムは貯蓄性向に否定的に

働き、その結果、投資減退を招き、経済成長、

所得に否定的に機能するのではないかとの考

えが設定されこれを検証している。理論およ

び実測データの両面からのアプローチが試み

られている。

③ 社会組織と経済活動

さまざまな社会の組織形態（例えば公共部

門、民間企業）が経済活動に及ぼす影響と、

その社会組織が経済効率と知識の普及にどの

ように影響を与えるか考察されている。

またＮＵＴＥＫでは企業環境に対する研究

レポートを発表している。

その１つが「スウェーデン産業界と産業技

術」で１８章から成り立ち、その中には企業環

境、スウェーデンの多国籍企業、国外のス

ウェーデン進出企業、直接投資などが論じら

れている。さらにスウェーデン雇用者協会

（ＳＡＦ）、スウェーデン産業事務職労働組合

（ＳＩＦ）でも独自に調査を行いレポートを公

表している。

（４）高福祉見直しへの各界の反応

産業界は伝統的な福祉政策に対して明確な

政策変更を要求していない。代わりに企業環

境の改善を要求しており、資産税の廃止、株

の配当に対する二重課税の廃止、キャピタル

ゲインに対する税の廃止を長期的目標と考え

その一歩として「２５－２５－２５」提案を行って

いる。それは法人税を現在の２８％から２５％に

下げること、キャピタルゲインに対する税率

を現在の３０％から２５％に引き下げること、資

産課税対象の下限額を現在の９０万クローネか

ら２，５００万クローネに引き上げることである。

福祉見直しに関する世論では以下の意見が

代表的だろう。

「今スウェーデン社会は階級社会に変貌し

つつある。富裕者は益々、富裕に、貧困者は

益々、貧困になる傾向にある。それは危険な

兆候であり、民主主義社会を守るためにはス

ウェーデンの中産階級がゆとりを感じられる

社会作りが必要だ」と組合貯蓄銀行エリザベ

ス・ストルム副頭取は指摘する。「最近の世

論調査でも４分の３のスウェーデン国民は、

２０１０年まで継続して貧富の格差が増大するだ

ろうとみている。病人、老人看護は益々悪化

し、コミューンの公共企業は売却されるだろ

う。現在何が進行中なのか我々は十分理解し

ていない。大部分の市民は例えば新しい年金

制度が何を意味するか理解していない。我々

６０年代生まれの世代は騙された世代といえる

だろう。学校の教科書は無料で、誰かが我々

の余生の面倒をみてくれると学校で教えられ

てきた。しかし現実は悪くなる一方で、１０年

後には一部の層だけが所得を引き上げ住宅環

境を改善させるだろうが、同時に失業者、生

活保護を受ける者の数も増大すると国民は予

想している」と彼女は指摘する。世の動きと

しては益々、個人主義が台頭し、その弊害と

して「私と他人」の概念が強くなる。しかし

長所としては、縮小する福祉社会が新しい企

業家精神を発生させる。しかし長期的には振
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り子のように逆戻り現象も発生するだろう。

「歴史は繰り返す。誰かが個人主義反対を叫

ぶようになる」とみている（９９年１１月１０日付

けＤａｇｅｎｓＩｎｄｕｓｔｒｉ紙）。

右寄りの穏健党は行きすぎた高福祉、高負

担が一般市民の企業家精神を妨げ、補助金制

度に頼る気持ちを助長させていると考え、減

税をすることで一般の勤労者が補助金なしで

生活できるようにし、個人中心の社会作りを

目指している。自由党は介護補助金を導入し、

住宅補助金と育児手当を合わせて、各家庭へ

の補助金の必要性を検査することで社会福祉

への効率的支出を行うことを提案している。

キリスト民主主義党は主婦が職場に出なくて

も家庭の経済的悪化が起らないように提案し

ている。この提案は主婦を職場から台所に追

いやるとの他党からの批判もある。中央党で

は低所得者、中所得者への減税を実施し、そ

の代わりに環境税を強化することを謳ってい

る。医療、そのほかの保険制度では最低保証

サービスを設定し、それ以上のサービスには

料金制の導入を考えている。現政権を担当し

ている社民党は現在の制度、社会保険制度、

補助金は社会の公平を保つために必要との立

場をとっている。環境党は補助金制度の縮小

は、社会の貧富格差を拡大するとして反対で

ある。左党（元共産党）では失業会計、疾病

保険、両親休暇は社会の基本的安全を保証す

るものであり、高所得者と低所得者の間での

格差を是正する機能を持っていると考え、現

制度を肯定している。

しかし最近になって一部で導入されている

民間企業による医療、私立校での質、効率の

良さから、全面的ではないが公的活動への民

間企業の参加を評価する社民党政治家も出て

いる。ただし党内では少数派だ。

穏健党以外では、現行の社会福祉を維持す

ることが減税よりも大切と考えており、社会

福祉の改悪を唱えることは直ちに党の支持率

に影響を与えるので大幅な改革は考えていな

い。ちなみに一般選挙の投票率は８０％以上で

ある。

しかし現実には老人医療、一般医療活動の

内容が悪化しているのは事実で、その理由に

は政府からの公共支出の頭打ち政策があげら

れる。財政赤字を減少させようと国会では臨

時支出の増大を制限し、同時に、県、コ

ミューンに対しても地方公共税の引き上げ禁

止を要求した。地方公共税を引き上げた場合

には、国からの補助金を同額引き下げるとの

政策を実施している。その結果、コミューン

では学校教育（高校まで）、老人看護の費用

合理化、民間委託を強いられている。

年齢別では１８～２４歳の若年層と熟年層で納

税モラルに大きな違いがみられる。それはと

りもなおさず社会福祉の恩恵を得ているかど

うかの違いでもある。若年層では医療活動、老

人看護にはあまり関係がなく７０％の若年層は

正しく納税していないと調査結果が出ている。

一般労働者の間で「我々と彼ら（支配階

級）」の意識がみられる。仲間意識を強く

持っているのは一般労働者であり、高所得者

ではより独立して自分の社会的、経済的位置

を守ろうとする気持ちが強い（メトロ新聞、

２０００年２月９日）。

（１）今後の有望産業

スウェーデンではハイテク関連企業、技術

志向産業が将来の有望産業とされている。高

度ハイテク産業には、航空機産業、コン

ピューター・事務機器装置、テレコミュニ

ケーション、医薬産業が含まれる。中レベル

のハイテク産業には、科学測定装置、自動車

産業、その他エレクトロニクス産業、化学産

業、その他輸送設備（電車、ブルドーザーな

ど）、機械産業などが含まれる。

これらの産業が未来産業とされている。そ

してその研究開発を行っている理工系の高学

３．高福祉・コスト下での有望産業と

雇用創出・確保
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歴者（大卒）の６０％が公共部門（大部分は大

学、一部は防衛部門での公共研究機関）、約

３５％が民間企業に従事している。また民間企

業では、３分の２がサービス業（コンサルタ

ントなど）、４分の１が製造業に従事している。

しかし売り上げが年間、２０％以上の急成長

を遂げているのが情報技術（ＩＴ）関係事業

である。ＩＴ部門にはエレクトロニクス産業、

ＩＴ関連サービス産業が含まれる。そしてエ

レクトロニクス産業にはエレクトロニクス製

品メーカーが含まれ、ＩＴ関連サービス産業

にはテレコム会社（電話会社）、コンピュー

タコンサルタント、コンピュータサービス、

ＩＴ関連小売業（インターネット利用の電子

商取引など）が含まれる。

ＩＴの応用分野は多岐にわたるため新しい

統計は出ていないが、ＮＵＴＥＫのレポート

によるとＩＴ部門には９６年時点で１７万人が雇

用され、売り上げは４，２５０億クローネ、付加

価値は９２０億クローネと推定されている。そ

れはスウェーデンのＧＮＰの５％に相当して

いるが現在ではその比率はさらに高まってい

るとみられる。その中でエレクトロニクス産

業は、５万人を雇用し、２７０億クローネの付

加価値を創出した。特にエリクソン、ノキア

を代表とする移動電話メーカーの売り上げが

毎年、激増の一歩を辿っている。

ＩＴ関連サービス産業では９６年には１１万

５，０００人を雇用し、売り上げは２，０８０億クロー

ネ、付加価値６５０億クローネを生み出した。

この産業にはテレコム企業、コンピュータコ

ンサルタント、インターネットのプログラム

開発が含まれる。またスウェーデン上位１０社

が４０％の技術者を吸収し、その中で最大の雇

用主はテリア（Ｔｅｒｉａ）電話会社（政府系）

であった。

その結果ＩＴ部門の輸出は９６年には８１０億ク

ローネ、輸入は５８０億クローネとなり黒字を

計上した。またスウェーデンの全輸出の１４％

を占めた。対日貿易もスウェーデンの出超で、

その主要品目は自動車、テレコミュニケー

ション器具であった。

ＩＴ部門はほかへの技術転用が可能であり、

需要は無限大の可能性を秘めている。最近の

報道でも次のようにエリクソン、ノキアが他

産業にも進出中であることが指摘されている。

ノキアはスマートテレフォンコンセントを

導入し、エリクソンに挑戦している。エリク

ソンはキッチンを出発点としノキアは居間を

出発点としている。その新たな市場は莫大で

規模を予想するものは見当がつかないほどだ。

コミュニケーションの戦いは続行中で、１年

前にエリクソンは電話コンセントを利用した

ゲートウェイを「Ｅボックス」の名前で市場

に紹介した。それに対しノキアは類似の製品

を公表したが、オランダの電話会社ＫＰＮと

組んで今年秋にもケーブルテレビ利用客の

ネットワーク装置を発売する。ノキアでは米

国、欧州の２，０００～８，０００万世帯で５年以内に

この種の装置を購入すると判断しており、ノ

キアはその大手３社の１つになる考えだ。エ

リクソンもノキアのビジョンを肯定し、２００５

年には５０００万世帯でその装置を利用するとみ

ている。今年春には５年間でスマート家庭自

動管理の売り上げが４５０億クローネになると

算定している。ノキアコミュニケーションの

本部は、スウェーデンのリンショーピングに

置かれさらにフィンランド、米国にも研究所

が置かれている。ノキアの戦略は既に会社内

部にある技術を応用することで、スマートコ

ンセントのほかにテレビをインターネット

ターミナルに切り替えるシステムを開発済み

だ。さらにノキアは、ケーブルなしの移動テ

レビを開発しており２００１年にも市場に導入す

る考えだ。エリクソンは移動メディアターミ

ナルに関しては未公表だが、セビットのメッ

セ（ＩＴ見本市、ハノーバー）でそのプロト

タイプを公表するのではないかと噂されてい

る。ノキアはテレビ装置、エリクソンは台所

に重点を置いている。９９年秋にはエリクソン
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はエレクトロラックスと組んで「Ｅ２」を設

立し、家庭のコミュニケーション開発を行う

ことになった。Ｅ２には両社の技師が参加し

スマートキッチンを開発する。またＥ２はテ

レデンマーク（ＴｅｌｅＤｅｎｍａｒｋ）と組んで

２０００年春からデンマーク１００世帯で実験を開

始する。台所に重点を置くのは住宅関連の投

資の７０％が台所であり、自宅にいる時間の４０

％がそこですごされているからだと指摘する。

エリクソン、エレクトロラックスでは効用と

安全性を重視し、ノキアは娯楽を重視してい

る。娯楽が先に需要を作り出すとノキアでは

みており、白物家電メーカーよりも任天堂と

の提携に優先順序を置いている。スマート電

話の考えは他業種のメーカーも持っており

ＩＢＭ、マイクロソフト、サン、シスコが進出

を計画中で、シスコはエレクトロラックスの

ライバルであるウィールプールと提携してい

る。新しい自宅でのコミュニケーションとは

次のように自宅に対する遠隔操作を意味する

（２０００年２月１１、１３日付け ＤａｇｅｎｓＩｎ‐

ｄｕｓｔｒｉ紙）。

（２）有望産業・ベンチャー育成のための主

要施策の特徴と概要

スウェーデン政府はＩＴレポート「２０００年

代に向けての情報社会」で、ＩＴ部門の産業

は市場経済が主導的立場を取るべきであると

の立場を堅持しており、ワイドバンド情報網

（光ファイバー網などの全国的敷設）も民間

資本が行うべきとの立場を堅持している。政

府の役割はその発展を容易にすること、社会

全体でのＩＴ利用を促進させるための条件作

電話

移動電話

社ＰＣ

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

Ｅ
ボ
ッ
ク
ス

室内調整

ビデオ操作

電話取次ぎ

自宅ＰＣ操作

電子レンジ操作

洗濯機操作

りをすることであると言明している。

その主要点は情報技術の利用を刺激するこ

とである。市民全員が知識、民主主義、公平

を高めるために情報技術利用の可能性を与え

ることであり、情報技術がもたらす経済成長、

雇用、競争力を利用することである。産業界

では特に重要だ。

情報・知識社会の発展を促進させるために

政府は法の整備、教育、情報提供を行うべき

と考え実施している。具体的には次のような

点がある。

①２０００年中にＩＴ社会にあった法の整備を行

う。例えばドメインなどの概念を法的に明

らかにする。

②知識、情報が教育組織全体に普及するよう

に整備する。例えば義務教育の段階で全て

の学校にコンピュータを設置し、インター

ネットを使用することが含まれる。生徒に

対してコンピュータの利用を教え、将来の

職業、個人生活に役立てることを意図し、

同時に将来のＩＴ製品、サービスの需要を

作り出す効果もある。政府は例えば

ＳＵＮＥＴ（インターネット網）と契約を結

び生徒に対して月に２５クローネでインター

ネットを提供している。

③社会情報を一般に提供する。その一環とし

て政府の紹介、国会での活動、法の全文提

示、社会案内ガイドの提供、公的組織の

ホームページの導入（既に実施済み）を行

うことが含まれる。

④地域社会の政策に、ＩＴ委員会ではＩＴ技術

の活用が重要であると結論し、そのために

次のようなことを行う予定である。

－各地域にあったＩＴ戦略を作成させる

－各組織（企業、公的機関など）を結び付

けるために既存のＩＴサポートシステム

を発展させる

－公的組織と企業の緊密化を図る

－一定の情報利用量を実現させるためにコ

ミューン参画のＩＴプロジェクトを推進
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させる

この目的のために政府はＩＴ関係予算を計

上し、ＮＵＴＥＫがその窓口になっている。

（３）ＩＴ産業育成による雇用創出確保への

取り組み

① 公的雇用創出・維持のための助成・支援策

スウェーデン政府はＩＴ産業に人材供給を

高め、インフラを整備することで助成、支援

を行っている。例えば大学、そのほかの公的

な調査、研究所での研究活動を刺激し、一定

の研究レベルを保つとともに研究者の層を厚

くし産業界への人的資源の供給、基礎研究の

資料提供を行っている。最近ではそのために、

スウェーデンの大学の数を１２から１５に増加さ

せ、また全国の幼稚園、小中学校、高校、大

学で情報技術の全国プログラムを９９年１月か

ら導入している。また大学ではＳＵＮＥＴの活

用を拡張し、研究レポートの検索、データ

ベースの検索を容易にし知識交換、研究者と

のコンタクト、インターネットによる僻地遠

距離学習の可能性を切り開こうとしている。

さらに各コミューンに存在する図書館をイ

ンターネットでつなぎ、最初の２年間は政府

がコスト負担する政策を打ち出している。教

師養成でも情報技術を必須科目にして、教員

のＩＴのレベルを向上させることを行ってい

る。

労働市場では９５年１１月から失業者に対して

職業銀行（ホームページ）を開き、求職者が

求人欄を自宅から見ることができる（もちろ

ん労働斡旋所でも無料で開放されている）よ

うになり国際的に注目された。また企業側か

らの求人に対して９７年に求人銀行を導入し、

求職者を探せるようになっている。そのマッ

チングが容易に行われることからリクルート

での費用が大幅に削減されている。

産業政策では以前に企業と大学、研究機関

の関係が密でなかった点を改良するために、

ＮＵＴＥＫがプロジェクトを組んでインター

ネットでの関係緊密化を図ることが行われ、

観光業界ではスウェーデンを世界に宣伝する

ためにホームページを作成するなどＩＴ技術

を使用した公告活動を９８年６月～９９年まで実

施することになった。予算は１，４５０万クロー

ネである。そのほかに文化、メディア、消費

者、健康医療政策、環境政策、輸送政策、身

体障害者・高齢者政策でのＩＴプロジェクト

が目白押しで実施され、社会の効率をあげて

いる。既に社会全体での情報産業・技術の利

用で、スウェーデンはニューエコノミー（高

い経済成長と低いインフレ）社会に突入して

いる。

② 人材の国外流出対策

労働力の移動はスウェーデンでは長期的ト

レンドである。ＥＵの３大原則の１つに労働

の自由な移動が謳われている。スウェーデン

では９０年代に入り特に高等教育履修者の国外

流出が目立っている。それはスウェーデン企

業の国際的進出や若者の国外旅行熱と関連性

があるかもしれないが、実態調査はまだ行わ

れていない。９８年になり理工学士、経済学士、

看護婦の流出が目立っていたが同時に帰国者

の数の増加も記録された。スウェーデンは福

祉社会を維持させることからも、国外からの

技術・研究移民を引き付けることが重要に

なっている。９８年での国外流出組は高等教育

履修者全体の０．５％を構成し、同時に帰国組

はそれとともに増加していた。その結果国外

流出の純流出率は９０年代には０．２５％で推移し

てきている。理工科系ではその比率は０．２５％、

経済学士では０．７５％を構成し９８年にはそれぞ

れ３００人ずつ国外に流出した。

特に若い学術者の流出が目立ち、２３～３４歳

の層は３５～４４歳の層の倍の流出が記録されて

いた。しかし同時期に帰国した学術者は３５～

４４歳で圧倒的に多い。同時に過去１０年間に国

外留学をする若者の数は大きく増加していた。

その移住先をみると８７～９８年の間では約３０
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％が北欧、４０％が西欧、そしてその他（北米

など）となっていた。北欧では特に、医師、

看護婦（ノルウェーで慢性的不足状態に陥っ

ており、同時にスウェーデンでは医療部門の

削減により労働力の余剰がみられていた）の

流出が目立ち、技師は西欧、北米に多く流出

していた。逆にスウェーデンに流入してきた

高等教育履修者はユーゴスラビア、東欧から

の移住が目立っているが、最近ではドイツ、

英国、フランス、オランダからの移住が目

立っている。後者ではハイテク特殊技術者が

多く含まれる。

スウェーデン政府の立場は、頭脳の国外流

出が必ずしも悪いとはみていない。国外で経

験を得て帰国することになれば、より能力開

発に役立つと考えているからだ。しかし問題

は国外永久滞在者数が増加することだ。同時

に国外からの技術者、研究者移民が増加し流

入、流出が一定になれば良好な移民政策であ

る。しかし実態は出超でまだ正確な数字はつ

かめていない状況だ。最近ではスウェーデン

における過疎地域の医師不足を補うために、

スペインで募集し数十人のスペイン医師が現

在スウェーデン語の集中講義を受けている。

これはＥＵの労働力の自由な移動の原則に

沿ったものだ。しかし国外への頭脳流出は、

産業界で特に理工学者を優遇しているとは思

われないこともある。

９９年２月２０日付けＤａｇｅｎｓＩｎｄｕｓｔｒｉ紙に

よれば、大企業１０社が技師の給料を押さえて

おり、その目的で「オクタゴン」と呼ばれる

カルテルを結成している。企業間の提携は２０

年間にわたり実施されてきており、「それが

スウェーデンから技師の国外流出を招いてい

る」とＳＩＦは批判的だ。技師の初任給をみ

ると１万８，３００～１万８，９００クローネの幅に集

中しておりその中にＡＢＢ、エレクトロラッ

クス、サンドヴィーク（Ｓａｎｄｖｉｋ）、サーブ、

ＳＫＦ、アルファラバル（ＡｌｆａＬａｖａｌ）、テ

トラパックなどの大企業の技師初任給が含ま

れる。既に９７年に企業間での給料提携に対す

る批判が出ており、カルテルが市場の原理を

阻害させ現在では技師不足が深刻になってい

る。ＡＢＢの労働組合代表のウェディン氏は

会社の二重モラルに批判的で、「短期的な利

潤拡大行為だ。大企業は大学教育履修者の国

外流出に愚痴をこぼしているがその理由は高

い税金だけではない。給料の低さも問題だ」

と指摘する。オクタゴンに加盟していない会

社はそれ以上の給料を出している。政府系の

テリアでは９８年卒業の技師の初任給を２万

１，２５０クローネにしている。ウェディン氏は

「カルテルが８０年代の初めに開始され、会社

のトップレベルで給料を押さえるために始

まった。１社で給料が決定されるとほかの企

業で同じような給料水準が決定された。しか

しカルテルの目的が最初は魅力的な技師とほ

かの技師との間の給料格差をつけることに

あった」とみている。「しかしそれは会社自

身が自らの首を絞める結果を招き、スウェー

デンの技術関連会社は競争についていけない

ようになっている」と彼は指摘する。ヨ－テ

ボリィ工科大学の学生自治体ではその知らせ

に対して苛立ち、多くの学生は国外実習を経

験しており、国外流出は雪だるま式に大きく

なると警告している。

国際的にみた電気技師の給料（月給）を比

較すると次のようになっている。

ストックホルム ２４，２００クローネ（月）

ヘルシンキ ２５，７００クローネ

アムステルダム ２９，６００クローネ

ベルリン ３０，７００クローネ

ニューヨーク ３３，６００クローネ

ブリュッセル ３４，４００クローネ

フランクフルト ４２，２００クローネ

チューリヒ ４７，０００クローネ

現実にスウェーデンからの技師の流出は多

く２０００年２月１４日付けのＤａｇｅｎｓＩｎｄｕｓｔｒｉ

新聞でも国外流出問題が浮き彫りにされてい

た。
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「低い給料が技師の国外流出を招いており

最近その数が加速している。９２年には５００人

が国外流出したが９８年には２，０００人に増加し

ている。２０００年にはその数が３，０００人になる

のではないか」と給料分析会社では指摘する。

２年前にカルマールの技師エリック・ランス

タッド氏はシスタのエリクソンからミュンヘ

ンのソニーに転職した。給料が倍で国外経験

を積めることが魅力的だったのだ。多くの職

場の同僚がこのことを話題にしていた。

「ミュンヘンでは快適に過ごしている。当初

は２年の予定だったがそれよりも長くなるだ

ろう」と彼は語っている。仕事は移動電話の

開発でエリクソンと内容は全く同じだ。違い

は給料だがミュンヘンでは４万３，０００クロー

ネ（月給）でスウェーデンでは２万１，５００ク

ローネだった。「最初の給料水準が高く、そ

の後の給料の値上がりはスウェーデンと変わ

らない。年間２～３％の伸び。自分は独身な

のでスウェーデンと同じような高い税率だが

子持ちとなると税率が下がる。数人のス

ウェーデン人は夫婦で来ているが税率が下が

るので妻が主婦をしていても経済的には全く

問題がない」と彼は指摘する。

以上の状況で９９年にＮＵＴＥＫ、産業省、

文部省、産業連盟、ＩＵＩ、ＳＡＦ、スウェーデ

ン投資庁（ＩＳＡ）が集まり、まず人材の国外

流出について正確な資料を集め、分析し、そ

のあとに政策を決定する予定だ。
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ジョスパン政権の移民政策
（フランス）

～規制と緩和の両立を目指す～

９７年６月に誕生したジョスパン内閣（社会党、共産党、緑の党などが構成する左派連立

内閣）の移民政策は現時点までの推移を見る限り、前右派内閣に比べ、比較的柔軟なもの

であるといえる。同内閣は、フランスに正規に滞在する移民のフランス社会への統合を積

極的に進める一方、移民子弟による犯罪も頻発していることから、治安の強化にも乗り出

している。また、未熟練労働者の受け入れを規制する一方、高資格労働者の受け入れを奨

励するなど移民政策も２分化する傾向にあり、成り行きが注目されている。

ジョスパン首相は政権につくと早速、サン

ベルナール教会占拠者と会見し、一定の条件

を満たす不法滞在者に正規滞在許可を与える

方針を明らかにするとともに、施政方針演説

でも「国内の経済・社会条件を考慮に入れた

人道的な移民政策」の策定、および国籍取得

に関しては生地主義の復活を約束した。なお

正規滞在許可給付の対象となるのは、①フラ

ンス国籍保有者の配偶者、②合法的にフラン

スに居住する外国人の家族、③フランス滞在

がすでに長期にわたり、就職などを通じてフ

ランス社会への統合度が高いと認められる者、

④亡命申請は却下されたものの、本国へ帰れ

ば政治的理由により生命の安全が保証されな

い者、⑤フランスで病気治療中で、出身国に

１．前右派政権の移民政策の是正
戻れば健康悪化が予想される者、⑥就学中の

大学生、の６カテゴリーで、当初予想の４～

５万人を大きく上回る１４万人以上の申請者が

殺到した。

国籍に関しては９７年秋に、ギグー法相が作

成した「外国人を親としてフランスで生まれ

た子供は成年（１８才）に達すると自動的にフ

ランス国籍を取得できる」とする新法案が提

出されたが、「生まれた時点で自動的に国籍

を与えるべき」と主張する与党内一部の主張

とのバランスを取るため、同法案には、「本

人が希望すれば１３才からの国籍取得が可能」

との修正案が盛り込まれた。一方、外国人の

入国・亡命関連では、シュヴェヌマン内相が

提出した「家族呼びよせ基準の緩和」、「亡命

者認定基準の緩和」、「組織的不法入国取締り

の強化」の３本柱が新法に盛り込まれ、９８年

リヨン事務所
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４月８日に下院で採択された。新法は同年５

月１２日付け官報により発効している。「緩和

された」とはいえ、入国・滞在は依然、厳し

く制限されており、「社会党はパスクワ法と

ドゥブレ法の破棄を公約して総選挙に勝利し

たにもかかわらず、両法の一部を修正したに

すぎない」との批判が、人権擁護団体や連立

与党の一翼を担う共産党、緑の党から寄せら

れた。また「一定の条件を満たす不法滞在者

に正規滞在許可を与える手続き」（通常

「シュヴェヌマン通達」による滞在許可給付

と称する）に関しても、シュヴェヌマン内相

は、同条件を満たさない申請は却下する方針

を堅持したため、９９年１月時点で８万人が滞

在許可を得たにすぎず、これも「申請者全員

に滞在許可を与えるべき」とする緑の党と同

相との間で軋轢が生じる原因となっている。

とはいえ、ジョスパン内閣が外国人の受け

入れ規制を緩和したことを受け、９７年を境に

外国人の入国・滞在許可取得者数が増加して

いることは確かといえる。

高等統合評議会の統計によると、９８年度に

長期滞在許可を取得した外国人の数は９６年の

７万４，０００人、９７年の９万人弱から１２万人へ

と増加した。うち９万６，３５０人がＥＵ域外国

出身者で、内訳は亡命者（４，３４２人、前年比

５．６％増）とその家族（９９１人、同１０．１％減）、

フランス人の配偶者（１万８，９２５人、同２２．９

％増）、フランス人の家族（１，６１７人、同２８．３

％減）、家族呼び寄せ（１万６，７２７人、同８．４

％増）、労働許可取得者（４，１４９人、同９．５％

減）などに、上記のシュヴェヌマン通達によ

る正規滞在許可発給特別措置を通じて滞在許

可を取得した５万７３６人が加わる（９７年度に

同措置により滞在許可を取得したのは１万

８，９１０人）。また学生の滞在許可取得者も同

２２．５％増の２万３，５０２人へ増加し、出身地域

別では、アフリカ系学生が全体の３５．３％を占

め、以下、アジア（２６．３％）、アメリカ（２４

％）、ＥＵ外欧州各国（１４％）と続く。なお

ＥＵ出身者による滞在許可取得者は前年の

８，４９７人から７，９８６人へ、ＥＵも含めた欧州出

身労働者およびその家族による許可取得者も

前年比で１７．４％減少した（２万１，２３１人へ）。

また亡命申請者数は２万２４００人に上った。一

方、スペイン、ポルトガル、アルジエリア人

を中心として約２万２，０００人の移民がフラン

スを去り帰国したとされ、フランス滞在の外

国人人口は約３６０万人と見積もられている。

ここで一部の関係者に注目されながらも失

敗に終わった「共同発展（Ｃｏ－ｄ　ｖ　ｌｏｐｐｅ‐

ｍｅｎｔ）」計画について触れておきたい。

移民に帰国奨励金を与えて本国への帰国を

促す措置は、７７年にストレルー移民担当相が

設置した奨励金制度を皮切りに（家族を含め

ると９万５，０００人が帰国、ただし利用者はほ

とんどがスペイン人とポルトガル人）、８４年、

９１年にも社会党政権のもとで同様の制度が導

入されている。

ジョスパン首相は９７年１１月にアルジェリア

系の経済・政治学者で、シュヴェヌマン内相

の顧問であるナイール氏に、「移民出身国へ

の援助政策を再検討する」使命を授けた。首

相は、ナイール氏に宛てた書簡の中で「移民

の出身国となっている開発途上国の国民が、

生まれた土地でも人間らしい生活ができるよ

う途上国の経済・社会的発展を援助する」必

要性について言及している。実際には、シュ

ヴェヌマン通達による正規滞在許可給付措置

に漏れた数万人の移民を円満に帰国させるた

めの政策の策定がナイール氏の任務として与

えられたといえる。ちなみにこれらの不法滞

在者は居住県の役所に対して許可取得申請を

行ったわけであるから、当局はこれら「数万

人の不法滞在者」の存在を完全に把握し、し

かしながら実際には簡単に国外退去処分を適

用できないという前代未聞の事態に直面して

２．移民出身国の経済発展を視野に入

れた帰国奨励制度
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おり、早急に何らかの解決策を講じる必要が

あった。

ナイール氏が同年１２月に首相に提出した報

告書で行った提案は、単に「シュヴェヌマン

通達による滞在許可給付に漏れた移民の帰国

奨励援助」にとどまらない、「共同発展計画

を通じて途上国の若者をフランスで養成し、

またフランス政府、地方自治体、アソシエー

ション、企業、大学などが各々の最善の方法

で途上国発展に貢献する」という意欲的なも

のだった。開発途上国への経済援助を、「途

上国と援助供与国双方の共通の経済発展に寄

与する方向で行う共同発展」の考えを打ち出

したのは、８０年代にミッテラン大統領のもと

海外協力相を努めたＪ＝Ｐ．コット氏である

が、ナイール氏は同報告書の中で、「移民は

先進工業国で身につけた技術・知識・職業経

験などを出身国へ“移転”することにより、

経済発展のベクトル（媒体）になりうる」と

の基本的な考えに基いて以下の具体的政策を

提示した。

①フランスと開発途上国は毎年、交渉を通じ

て、一定数の途上国の若者がフランスへ勉

学または職業研修のために滞在できるよう

にし、これらの学生・研修生は出身国の経

済的需要に沿う方向でフランスで学習・職

業経験を積み、帰国後は母国の発展のため

に尽くす。

②フランス側は政府のみならず、地方自治体、

企業、大学、各種非政府組織（ＮＧＯ）も

協力して、これらの若者を管理職などにな

るよう養成する。

③一方、フランス政府は、帰国した移民やこ

れらの研修生が地元の実情に合わせて推進

するミニプロジェクトを対象として財政援

助を強化するが、援助は人（帰国移民また

は研修生など）ではなくプロジェクトに与

える。

④これらの研修生などが帰国後もフランスへ

自由に入国できるよう、更新可能な入国ビ

ザを給付する。

４点目の提案についてナイール氏は、フラ

ンスが国境を閉鎖して移民を締め出した措置

により、移民は「一度、フランスを離れれば、

再入国が不可能」として、あらゆる手段を講

じてフランスへ永久居住する方途を求めるよ

うになっており、結局は国境閉鎖措置は逆効

果を生んでいると指摘。むしろ、フランスへ

働き（または就学）に来る移民の数を割り当

て、これらフランスで養成された移民が、必

要があれば（または望めば）いつでもフラン

スに入国して一定期間滞在できる権利を保証

することが、結局は不法入国者・不法移民を

防止することになると主張している。

なお、３点目のミニプロジェクトについて

は、マリで９５年以来、帰国移民により実施さ

れている移民・地元発展計画（ＰＤＬＭ）や、

元ペシネーの労働者が音頭を取ってマルセイ

ユに設置された団体が推進しているモロッコ

南部の僻地の電化計画などがモデルとして挙

げられている。

ジョスパン首相は９７年末に就任以来、初め

てモロッコ、セネガル、マリを訪問したが、

訪問の目的の一つは、この共同発展計画につ

いて協議することだったといわれる。

政府は、ナイール報告書が提出された１年

後の９８年１１月に「共同発展計画に基く帰国奨

励援助措置」を発表した。帰国を承認する不

法滞在移民は短期滞在許可を取得した上、

３ヵ月の職業研修を受けられ、帰国後は、地

元でフランス移民局（ＯＭＩ）からミニプロ

ジェクト推進のための援助を受けられること

などが柱となっている。また帰国移民はフラ

ンスへの数次滞在ビザ（一回の滞在期間は最

高３ヵ月間）が給付されることも盛り込まれ

た。対象となるのはマリ、セネガル、モロッ

コの３ヵ国の出身者で、政府が同３ヵ国と

「共同発展協定」を結ぶ方向で交渉中である

ことも明らかにされた。しかし、ナイール報

告書が提案していた「毎年一定数の若者をフ
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ランスへ職業研修・勉学のために入国させ

る」措置が協定案に含まれていたかは不明で

ある。政府は同援助措置により９９年度だけで

１，０００～３，０００人の帰国希望者があることを予

想した。

しかし、９９年６月１６日付ルモンド紙による

と、共同発展計画は失敗に終わった。マリな

ど３ヵ国との協定が調印される見通しは立た

ず、また帰国奨励援助については、５月半ば

時点で２１名が志願したにとどまった（ちなみ

にシュヴェヌマン通達により正規滞在許可を

取得できなかった３ヵ国出身の不法滞在者は

合計２万５，０００人）。モロッコのアリオナ雇用

・社会発展相は、「フランスは不法移民を帰

国させるよりも、モロッコの移民出身地域の

貧困問題を改善するために資金を注入すべ

き」と主張したと伝えられ、３国とも揃って

共同発展計画に含まれる「不法滞在移民の帰

国措置」は断固、拒否したとされる。ルモン

ド紙は、「帰国移民の参加による地元経済発

展プロジェクト」や、「帰国移民に対するフ

ランスへの数次入国ビザ給付」という画期的

措置が含まれていたにもかかわらず共同発展

計画が失敗した理由として、共同発展計画の

「帰国奨励措置」だけが前面に打ち出される

形となり、このため各種ＮＧＯなどが同計画

への協力を拒否したこと、また共同発展計画

が「標的」とした、シュヴェヌマン通達によ

る正規滞在許可取得に漏れた申請者は、何ら

かの特例措置により滞在許可を得られるとの

望みを捨てておらず、共同発展計画の提案に

関心が薄かったことを挙げている。

ジョスパン内閣は、「フランスに正規に滞在

する移民のフランス社会への統合」を進める

ための施策も、いくつか打ち出し始めている。

（１）住宅政策

移民の住居環境が一般に劣悪であることは

３．移民統合のための政策

以前から指摘されているが、これに加えて移

民が一区域に集中して居住することが様々な

社会問題を引き起こす原因となっている。

まず一部の移民が、都市郊外地域などの老

朽化した安価な家賃の住宅に居住し始めると、

出身国を同じくする移民などが同地域に集中

し始め、これを嫌ってフランス人は逃げ出す。

同地域の不動産価値は一層、低下し、さらに

低下した価格に惹かれて新たに移民が流入し、

同地域が移民の集中地区となるという図式が

存在する。同地域に居住する移民の間で連帯

が生じ、フランス社会との接触が絶たれ、移

民のフランス社会への同化を阻む要因となも

なっている。また７０年代に建設された大規模

の低家賃住宅団地（ＨＬＭ）では、老朽化が

進む住居に社会的に恵まれない低所得者層が

居住しており、ここへも移民が集中して種々

の社会問題を発生させており、都市問題全体

とも関連して移民の住宅環境改善策が必要と

なっている。

政府は９９年１２月に「全国都市再開発プロ

ジェクト」を発表し、全国５０都市を選び、６

年間に６２億フランを投じて、ＨＬＭなど問題

地区の生活環境の改善を図ることを打ち出し

た。「老朽化した建物の解体と新建築物の建

設」、「同地区での公共サービスの拡充」、「経

済振興」などに関する５０措置が盛り込まれた

が、日常生活レベルで移民の統合を促進する

ため、すでに滞在が長くフランス社会への統

合が進んだ移民が近隣地区に居住する、滞在

年数が短くフランス語も話せない移民とフラ

ンス社会（学校や役所など）との接触を助け

るなどの制度も導入された。

また、２０００年３月に国会に提出された「都

市連帯・刷新」法案（作成はゲソ運輸・設備

相、ベッソン住宅担当閣外相、バルトロン都

市担当相）は、都市の“連帯に基く、調和の

とれた発展”を目指し、住居、交通、都市計

画など広範な問題を扱っている。最も注目さ

れるのは、「社会各階層の居住地域を接近さ
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せる」ために「都市圏に位置する人口１万人

以上の市町村に対し、同市町村の住宅の少な

くとも２０％をＨＬＭとする」ことを義務付け

た措置で、ＨＬＭの比率が２０％に満たない市

町村を対象として、住宅不足分一戸当たり

１，０００フランの罰金を徴収する規定が盛り込

まれている。

移民のフランス社会への同化には、移民と

フランス人との日常的な接触を通じた交流が

必要であるとされる。特にアソシエーション

などの同一の目的を持った集団での交流が果

たす役割の重要性が指摘されているが、隣接

した地域に居住して、毎日、いやおうなしに

道でスレ違い、挨拶を交わし、同じ商店で買

物をする交流も不可欠だ。「都市連帯・刷

新」法案が含む、都市圏の市町村に一定の比

率でＨＬＭ保有を義務付ける規定は、現在一

定区域に集中して居住する傾向のある移民の

居住範囲を広げ、分散させることで、移民と

フランス人の接触を容易にする効果を持つこ

とは確かといえる。ただし、首都圏を例にと

ると、人口１万人以上で、全住宅に対する

ＨＬＭの比率が２０％を下回る７２自治体のうち、

１７自治体では左派が市議会を握るのに対して、

５３自治体は右派が握っており（２自治体は政

党色ナシ）、右派からは、左派支持が多い低

所得者が居住するＨＬＭ建設の義務付けは、

社会党の選挙対策との批判も上がっている。

（２）職業上の人種差別廃止

移民のフランス社会への統合に関して決定

的な役割を果たすのは職業的な成功だが、イ

タリアなど欧州各国出身の移民と、アフリカ

系、アジア系などの非欧州系移民との間で職

業的成功度に格差があるのは明白な事実だ。

総体的に欧州系移民の方がフランス滞在の歴

史が長く、あらゆる面でフランス社会への同

化が進み、フランス人と同様の条件で職業に

ついている。これに対し、アフリカ系、アジ

ア系移民ではフランス滞在期間が短いことが、

例えば知的職業を選択するために必要な資格

の欠如などの、職業選択の際のハンディ

キャップとなっている点は否めない。ただし

人種的偏見・差別が、移民の職業的進出を阻

む要因となっていることも確かで、特に北ア

フリカ系・黒人の移民の採用を嫌う雇用主は

多い。外国人に対する差別撤廃を掲げるアソ

シエーション「ＳＯＳラシスム」が実施した調

査でも、経営者は採用に当たり、高資格の北

アフリカ系移民（または同移民を親として生

まれたフランス人）よりも、資格は低くとも

白人のフランス人を選ぶことが明らかとなっ

ており、また外国系の従業員の昇進が他と比

べて遅いなどの事実も確認されている。

オブリ雇用相は、９９年４月に雇用・就労の

場における差別の実態を把握・調査する独立

機関を発足させたが、５月には労使代表を集

め、「企業内で人種的差別があった場合に、

同企業で代表権を持つ労組が差別された当人

のために損害賠償を要求するとともに、労働

検査官へ訴えることを可能とする法案」作成

の意向を明らかにした。２０００年２月には、下

院で準備中の「社会近代化」法案に関連規定

を盛り込む形で、人種差別に対して有効に戦

うため労働法を改正する決意を表明している。

（３）教育問題

学校は移民の子弟をフランス社会へ統合す

るための最良の手段とされる。しかし、移民の

子供にとって、家庭内でフランス語ではなく

親の出身国の言語を使用する場合は子供は言

語的不利を負うことになり、また狭い住居に

居住する子だくさんの家族では子供が読書や

勉強する空間を確保できないなどが、移民の

子供の学業困難の背景となっている。ただし、

同一の社会階層に属するフランス人の子供と

移民の子供の成績を比べると、むしろ移民の

子供の方が上との統計もあり、関係者は、移民

子弟の教育問題は、多くの移民が属する「低

所得層」全体の教育問題と捉えているようだ。
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社会党のサヴァリ教育相は８２年に、「社会

的に恵まれない階層が集中的に居住する地域

に落ちこぼれなどの学業不振者が多い」事実

を踏まえ、同地域を「優先的教育地域

（ＺＥＰ）」に指定して、教員・職員数、また

研修時間を増やすなどの特別措置を適用した。

なおＺＥＰを選定する基準の一つとして、外

国人人口の比率（地域住民の３０％が外国人）

が上げられる。ジョスパン内閣も、教育関連

予算を増額し、ＺＥＰ指定校を増やしている。

（４）「近隣警察」の設置

ジョスパン政権は、全国２３県の６７地区でテ

スト導入されてきた「近隣警察」を、２０００年

４月１日～６月１日に全国３分の１の地域へ

拡大導入することを決定した（２００２年には全

国で実施）。現場に大量の警察官を投入し、

特に日常レベルで市民と接触する機会を増や

すことで市民の信頼を獲得し、円滑に情報収

集を行うとともに必要な場合は迅速な介入を

行い、治安向上につなげようという「近隣警

察」制度は、決して、移民のフランス社会へ

の統合を目的とする政策ではない。しかし

「移民と治安問題」などの、移民と社会問題

全体について考察する機会になるとも思うで

のここで取り上げることにする。

フランスでは第２次大戦後、一貫して犯罪

件数が増加しており、特に近年、市民の間に

「治安が悪化している」との不安が高まって

いる。市民の治安不安の背景には、特に①放

火など乗用車破損、②暴力を伴う窃盗や強姦

などの対人での軽罪・重罪、③麻薬取引き、

④商店、児童・生徒、公共サービス担当員

（教員、公共交通機関の職員、郵便局員、

ＥＤＦ職員）や、警察官などに対する恐喝・

暴力事件、などが急増していることがある。

①については、９７年度にブッシュ・デュ・

ローヌ県では乗用車放火件数が前年比＋

５５．３７％増を記録し、②に関しては９７年度に

全国で、傷害罪は８万１，９１０件（前年度比

８．６０％増）、風俗紊乱罪は３万５０９０件（同

１８．４４％増）、うち強姦罪は８，２１３件（同１４．２１

％増）、また人質・監禁などは５万７，８１５件

（同９．５７％増）へ増加。③については、麻薬

所持・売買・服用などの摘発件数も増えてい

るが、麻薬購入のための資金獲得を目的とす

る犯罪の増加も注目される（１，０００フラン相

当のヘロインはカーラジオ１０台と交換され

る）。一方、④については、ブッシュ・デュ

・ローヌ、ノール、ローヌほか首都圏７県

（パリ市を除くオー・ド・セーヌ、セーヌ・

サンドニ、ヴァル・ド・マルヌ、イヴリンヌ、

エッソンヌ、ヴァル・ドワーズ、セーヌ・エ

・マルヌ）など都市暴力頻発１５県での恐喝・

暴力事件は９７年度、児童・生徒を対象とする

ものが１，０１９件（前年度比１１．７７％減）、教員

が３３０件（同２２．９％減）、公共交通機関の職員

が１，０４６件（同７．０２％減）へと後退したのに

対し、商店は３１６件（同１３．６７％増）、警察官

は２，０４３件（同５．８５％増）、その他の機関の職

員は６３４件（同４．７９％増）へと拡大した。な

お、生徒、教員、公共交通の職員に対する恐

喝・暴力事件が減ったのは、学校や交通機関

への警察官の介入が増えたためとされる。ま

た、これらの犯罪件数の増加と並んで注目さ

れるのは、未成年者の犯罪が増えていること

で、９７年に摘発された未成年者は１５万４４３７人

（成年は６４万２９２５人）と１０年間で倍増し、未

成年者が軽・重犯罪に占める割合は１９％に達

している。

ところで総合情報局（ＲＧ）の調査による

と、これらの犯罪が頻発する地域は、失業率

の高い、移民が集中して居住する区域である。

ＲＧではこれら問題地区で発生する暴力を８

段階に分けているが、

第１段階：成績不良、家庭疎外などの共通し

た問題を抱える同年層が集まって小グループ

を形成し、万引きや、建物の破損、児童・生

徒を対象としたゆすり、盗んだ乗用車を使用

してロデオなどを行い、また小グループ間の
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乱闘も頻発、第２段階：成功者のシンボルで

ある商店、また権威のシンボルである、バス

の運転手、郵便配達夫、教員、警察官などを、

侮蔑を浴びせるなど言葉で攻撃するようにな

り、人目につかないように警察や、自分が放

校された学校を破損する、第３段階：“制服

を着る”職業の人間を肉体的暴力を以て攻撃

する、第４段階：警察官の介入に対して徒党

を組んで抗議する…（中略）…、第８段階：

暴動、と区分している。

９７年度に、同８段階に分類された暴力が発

生・確認された地区は９６年度の４８５から７４９へ

増加した。第１段階の暴力発生地区は２７１、

第２、３段階は１４３、また第６段階は２１で、

例えばセーヌ・サンドニ県では、第１段階の

暴力地域が６４、第４．５．６段階は合わせて６と

なっている。

地域圏別では、移民が集中して居住する、

イル・ド・フランス（首都圏）、ノール・パ

・ド・カレ、ローヌ・アルプ、プロヴァンス

・アルプ・コートダジュールに暴力発生地域

が集中しており、また校内暴力の発生率も同

４地域圏が際立って高い。７０年代末から、北

アフリカ、ブラックアフリカ出身者を中心と

する移民がフランス入国後にまず落ち着き先

を求める場所となったセーヌ・サンドニ県を

例にとると、これら移民の教育程度が低いこ

とにより同県の教育レベルは低下している一

方、学校暴力頻発の原因ともなっているとい

われている。

なお、９８年４月２５日付ルモンド紙は、「失

業、貧困、治安悪化、校内暴力に悩む」セー

ヌ・サンドニ県について特集記事を掲載し、

長年にわたり同県県議会で多数派を維持して

きた共産党の硬直した政策（ＨＬＭ優先の住

宅政策が持ち家取得を望む中間層の県外流出

を促し、パリの貧困層を呼び込んだなど）が、

現在の諸問題の根源であるとの分析を提示し

たが、移民の存在については全く触れておら

ず、これに驚いた読者から投稿が寄せられた。

７４年に移民受け入れ停止が決定されて以来、

歴代政府の移民政策は、移民流入の抑制と正

規滞在移民のフランス社会への統合を柱とし

て進められてきた。原則的には就労を目的と

する移民の入国は認められていないため、正

規移民入国者数は主として家族呼び寄せによ

る入国者数により左右され、家族呼び寄せに

関してどのような姿勢を打ち出すかが、歴代

の移民政策の要の一つとなってきた。この背

景には、不正入国者の取締りも優先課題だが、

不正入国者も含めて新たな移民流入の抑制が、

正規に滞在する移民の統合を容易にするため

の必要条件となっているとの認識がある。

９７年に成立したジョスパン政権も、前右派

政権が実施した極めて厳しい取締り措置

（チャーター機による不法滞在者の国外追放

など）は是正したものの、基本的には歴代政

府の移民政策を踏襲したといえる。

ただし、２１世紀を目前に控え、四半世紀に

わたりフランスの基本的移民政策を規定して

きた経済・社会条件に変化が生じており、新

たな観点から移民問題が取り上げられ始めら

れている。

フランス経済は社会党が政権に復帰した９７

年の後半から回復傾向が鮮明となり、９６年に

は前年比１．６％増だった経済成長率は、９７年

に同２．４％増、９８年に同３．２％増と順調に拡大

を続け、並行して失業率も一貫して減少して

いる（ＩＬＯ基準の失業率はジョスパン内閣が

成立した９７年６月の１２．６％から９８年１２月に

１１．５％、２０００年４月には９．８％へ）。景気回復

を背景とする雇用環境の改善により、国民は

将来に対しても楽観的な態度を取り戻してい

る（家計景況感は９９年１１月に同指数設置以来、

初めてプラスを記録）。また「失業を悪化さ

せる」として嫌われてきた移民に対しても

徐々に寛大になっているようだ。

９８年７月にサッカーＷ杯で地元フランス

４．新たな移民政策の展望
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チームが優勝を飾ったことに国民は狂喜した

が、フランスチームの勝利に、移民・海外県

出身の選手が大きく貢献したことは、国民に

「フランスの生活に溶け込んだ移民はフラン

ス人である」ことを再確認させる機会となっ

た。シラク大統領は「三色（フランス国旗）

と同時に多彩色（肌の色）の勝利」と讚える

演説を行い、移民問題でタカ派として知られ

たパスクワ元内相までが、ジョスパン政権の

約束した不法滞在者への滞在許可発給で選に

漏れた７万人（申請者総数１５万人）に対して

も、「フランスは移民を統合するだけの力の

ある国である」として滞在許可の発行を要請

したことは、移民問題に関して世論の転換を

示す象徴的な事件といえる。ちなみに、全国

人権委員会などが中心となり実施されている

「人種偏見年次調査」の結果をみても、９８年

秋の調査では、約４０％が「人種偏見を持つ」

ことを認める一方で、「アラブ人が多すぎ

る」とした回答は、９０年度調査の７６％が５６％

へ後退するなど、人種偏見が年を追って改善

されていることを示しており、若者を中心に

３３％が「人種偏見を全く持たない」と回答し

ている。なお外国人のフランス社会への統合

指標の一つとされる、外国人（特に移民２

世）とフランス人の婚姻は一定して増加して

いる。

また人口の老齢化問題と関連しても移民問

題が論じられるようになっている。世界的レ

ベルでは開発途上国を中心として人口の爆発

的増加が続いているのが対照的に欧州など先

進工業国では出生率が低下し、人口の老齢化、

また将来的には人口減少も不可避とされる。

国連が準備中の「人口報告書」は、少子化

の進むＥＵでは、現在の人口動向が続くと仮

定すると、２０２５年には人口が現在比で５００万

人、２０５０年には４，０００万人減少すると指摘し

ている。また同報告書によると、現時点では

退職者１人を４～５人の就労者が養っている

のに対し、２０２５年には同１人を２～２．５人の

就労者が養わなければならない計算で、報告

書は、ＥＵの就労者人口を９５年水準に保つた

めには２０２５年までに２，４００万人の移民受入れ

が必要で、また退職者と就労者の比率を現水

準に保つためには１億５，９００万人の移民が必

要と結論。フランスについては、退職者と就

労者の比率を現水準に保つためには２３００万人

の移民受け入れが必要としている。フランス

ではベビーブーマーが定年（６０才）を迎える

２００５～６年を境に退職者人口が急増して、現

行の老齢年金制度はいずれ破綻を迎えるとい

われており、若年の移民人口を受け入れない

限り、退職年齢の大幅引上げ以外に、年金制

度の維持は不可能というのが関係者の一致し

た見解となっている。９９年１０月にルモンド紙

上で、「右派が長年にわたり主張してきた移

民ゼロ政策は非現実的」と発言して話題と

なった右派のジュペ前首相も、欧州の人口減

少を考慮した上で、「将来的には外部からの

労働力導入が必要になる」と論じていた。な

おジュペ氏は、景気が回復し、さらに世論も

移民に対して寛容になっている現在が、移民

受け入れと統合について「国民的コンセンサ

ス」を形成する好機であるとも述べた。

なお、ジュペ発言に関連してルモンド紙は、

業界団体の金属冶金連合（ＵＩＭＭ）の指導

者が９９年夏に、自動車業界の労使会合で「ベ

ビー・ブーマーが退職年齢に達する２００５年

ショックを考慮すると、移民流入をストップ

するのは誤り」と発言したことを紹介。また

建設・公共事業部門などで、「移民の業種別

割当て制度」などを通じての新移民政策の立

案を望む声などが“非公式に”出始めている

とも報じたが、２０００年度に入るとマスコミは

公然と人手不足とのからみで移民受け入れの

必要について論じ始めている。

好況や新技術普及を背景にコンピュータ関

連技術者、また業種別では近年、多数の雇用

が削減された建設業界、長時間労働・低賃金

のホテル・レストラン業界、熟練が要求され
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るパン・精肉業界などで採用難が深刻化して

おり、オブリ雇用相はこれらの業種での雇用

促進を目的とする広報キャンペーンを開始し

た。職業訓練制度の不備や、企業が必要以上

の高資格保有者を希望することなども採用難

の原因とされるが、関係者の一部からは外国

人労働者の採用による採用難の解決を望む声

が上がっており、運転手不足が深刻化する運

輸業界では（兵役を通じて年間５万人が大型

車運転免許を取得していたが、兵役は段階的

に撤廃される）、ベルリンの壁崩壊により失

職した東欧諸国の軍関係者は有望な人材源と

指摘している。また、ドイツのシュレーダー

首相が外国人コンピュータ技術者３万人の受

け入れ採用を決めたことも、フランス政府に

移民政策の見直しを求める声が一部から上が

る背景となっている。

ジョスパン政権が今後どのような移民政策

を展開するかは未知数だが、政府が「国籍

法」と「移民関連法」改正に当たり叩き台と

した「ヴェイユ報告書」が、未熟連労働者受

け入れ抑制の必要を強調する一方で、フラン

スの経済発展に貢献する外国人の受け入れを

奨励していることは注目される。同報告書は、

フランスは外国人の流入を恐れるあまり、現

在、世界レベルで加速している知的・経済交

流の流れから除外される結果となっていると

指摘し、投資家、管理職、研究者、教員、将

来のエリートである学生などの受け入れを容

易にする方向で滞在許可手続きを簡素化すべ

きであると提言。国内に進出した外国企業に

よる外国人技術者・管理職ビザ取得数が９６年

には１，５１９件にまで落ち込んだ最大の理由は

手続きの煩雑さが原因と指摘し、これを遺憾

とするとともに、フランス企業がフランスで

勉強した外国人学生を採用できないことも、

輸出振興を阻害する結果となっているとして

いる。フランス国立科学センター（ＣＮＲ

Ｓ）研究員であるヴェイユ氏は３月２日付レ

ゼコー紙のインタビューでも、未熟連労働者

と高資格労働者を区別した上で、法律改正を

行わなくとも、既存の法規制の枠内で、外国

人高資格労働者の採用は可能であり（「コン

ピュータ関連技術者への滞在許可書発給を容

易にすることを目的とする」９８年７月通達な

ど）、フランスは積極的に外国人の高資格労

働者受け入れるべきと発言している。

フランスの今後の移民政策を考えるに当た

り、当然、欧州連合（ＥＵ）の移民政策が視

野に入ってくる。フランスはシェンゲン協定

に続き、アムステルダム条約に調印したこと

で、５年後に「国境検問、ビザ発給、不法入

国取締り、亡命者認定などに関する法規制な

ど、域内のヒトの移動に関する政策」の決定

権をＥＵに委ねたことになった。ただし、

ＥＵ各国は、将来的には人口の老齢化の問題

という共通した問題を抱える一方で、特に非

欧州系移民の流入を中心とする外国人が国内

に居住することにより発生する社会問題にも

悩んでいる。９９年１０月にフィンランドで開催

されたＥＵサミットでは、「移民や亡命者の

域内流入を抑制するための手段として、開発

途上国への経済援助と人権擁護に協力する」

原則が打ち出されたが、具体的政策は未だ実

施されていないようである。

もっとも、２０００年２月３日にＥＵとＡＣＰ

（アフリカ・カリブ・太平洋）諸国の協力に

関するポスト・ロメ協定に向けた合意が成立

したが、同合意を通じてＥＵは、ＡＣＰ諸国出

身の不法移民の送還の実現を、同地域への援

助とからめて交渉しており、ＥＵによる共通

の移民政策の現れの一つといえよう。

（岡田春彦）

５．結 び
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対ロシアビジネスの現状
（フィンランド）

ロシアと１，３００㎞にわたり、国境を接するフィンランドは、ロシアによる独立前約１００年

間の統治や２度にわたる戦争の歴史を重ねて、ユニークな二国間関係を築いてきた。そう

した歴史的・地理的強みを生かし、フィンランドはロシア向け事業展開の拠点としての利

点を「ロシアへのゲートウェイ」と呼んでアピールしている。一方、ロシアもフィンラン

ドを「西側諸国へのゲートウェイ」とみなし、これまでの二国間関係は両国の貿易に大き

な影響を与えてきた。他方、日本はロシアを将来の潜在的成長市場として、関心は強いも

のの、政治・経済面の混乱がもたらす不透明性や具体的なビジネス情報・ノウハウの不足

で、積極的な事業展開を躊躇する傾向が強い。

本レポートでは、現在のロシアが政治・経済面で不安定な状況にあるなかで、ロシアと

のビジネスを展開し続けるフィンランド企業に焦点を当て、そのビジネスの現状を伝える

とともに、フィンランド企業との提携による、今後の日本企業の対ロシアビジネスの可能

性を探る。

フィンランドの対旧ソ連・ロシア貿易は、

９１年のソ連崩壊を挟んで、ここ２０年ほどの間

に劇的ともいえる大きな変化を経験している。

旧ソ連およびロシアとの貿易推移をみると、

８０年代はじめには対旧ソ連貿易は輸出入全体

の約２６％を占めていたが、ソ連崩壊直後の９２

年の対ロシア輸出のウェートは３％を割るま

でになった。それでも再び、金融危機直前の

１．フィンランドの対ロシア貿易の推

移と変化

９７年までは６～７％台を維持する回復傾向が

みられたものの、９８年夏の金融危機で後退し、

９９年はチェチェン紛争や不安定な政権、通貨

ルーブルの下落なども影響してフィンランド

の対ロシア輸出はさらに低迷している（表参

照）。

ソ連崩壊以後のフィンランド側の大きな変

化として、それまでソ連の精算（クリアリン

グ）貿易の制度に乗って生産財の輸出を伸ば

してきたフィンランドの大企業がその地位を

失い、それに替わって同国の中小企業が台頭

７
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してきたことがあげられる。

対ロシア貿易が壊滅的に縮小したのはロシ

ア側の要因によるものばかりではない。９０年

代初頭にフィンランドを襲った経済不況によ

り、銀行が輸出企業に輸出信用を供与できな

くなったこと、また国も対ロシア輸出を後押

しする財政的裏付けを欠いたことで、対ロシ

ア輸出の困難さに拍車をかけることとなった。

対ロシア輸出の推移をロシア側からみると、

９０年代に入って大きな変化が起きた。まず生

産財の需要が急激に減退し、特にフィンラン

ドに対する造船需要が壊滅状態となった。一

方、フィンランドに対する食品等消費財への

需要は９８年９月まで急増している。これは

フィンランド側の輸出統計から裏付けられる。

特にモスクワやサンクトペテルブルクなどの

大都市での伸びが顕著であった。またフィン

ランド側の統計をみると、通信機器、事務機

器、家具、自動車などの輸出が増加し、特に

フィンランド経由で高額の自動車が輸出され

ている。こうした特異とも思われる現象は、

ソ連崩壊以後に発生した「ニューリッチ」と

呼ばれる層の出現を裏付けていると思われる。

多くの貿易活動が「合法的ではあるが」公

式統計に反映されないかたちで行われてきた。

特にサンクトペテルブルク市場の中小企業は、

「統計には現れない」ビジネス活動を積極的

に行ってきた。すなわち、フィンランド人あ

るいはロシア人が毎日のようにフィンランド

からサンクトペテルブルク、ヴィボルグ、カ

レリアなどの両国国境に近い市場に小口で商

品を持ち込むという手段である。これは東

フィンランドの経済活動に無視できないほど

の大きな影響を与えることとなった。また買

表 フィンランドの対旧ソ連・ロシア貿易推移

年 輸入額
（百万ＦＩＭ）

輸入全体に占める
ウェート（％）

輸出額
（百万ＦＩＭ）

輸出全体に占める
ウエート（％） 貿易収支

１９８１ １４，３７８ ２３．５ １４，９２４ ２４．７ ５４６
１９８２ １５，９１０ ２４．６ １６，８０５ ２６．７ ８９５
１９８３ １８，３８９ ２５．７ １８，２４４ ２６．２ △１４５
１９８４ １７，２７４ ２３．１ １５，３９７ １９．０ △１，８７７
１９８５ １７，１５３ ２１．０ １８，０９９ ２１．５ ９４６
１９８６ １１，９３３ １５．４ １６，７７４ ２０．３ ４，８４１
１９８７ １１，９３８ １４．４ １３，１２７ １５．４ １，１８９
１９８８ １１，１１６ １２．１ １３，９５８ １５．０ ２，８４２
１９８９ １２，１５２ １１．５ １４，４９６ １４．５ ２，３４４
１９９０ １０，２０２ ９．９ １２，８８４ １２．７ ２，６８２
１９９１ ７，４５５ ８．５ ４，５２１ ４．９ △２，９３４
１９９２ ６，７００ ７．１ ３，０２０ ２．８ △３，６８０
１９９３ ７，８３６ ７．６ ６，０５９ ４．５ △１，７７７
１９９４ １０，６９８ ８．９ ８，０２９ ５．２ △２，６６９
１９９５ ９，３１４ ７．２ ８，４５０ ４．８ △８６４
１９９６ １０，２８０ ７．２ １１，３７３ ６．１ １，０９３
１９９７ １２，５３２ ７．９ １５，５２９ ７．３ ２，９９７
１９９８ １１，３４２ ６．６ １３，７９７ ６．０ ２，４５５
１９９９ １２，７０３ ７．２ ９，４８５ ４．１ △３，２１８

出所：フィンランド税関など
注：１９８１～９１年は対旧ソ連、９２～９９年は対ロシア貿易の推移、ＦＩＭはフィンランド・マルカ
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付けで東フィンランドやヘルシンキを訪問す

るロシア人の存在は地域経済に大きな影響を

与えてきた。

しかしロシア側の度重なる、かつ突然の輸

入制度の改正やルーブルの切り下げも輸出の

減少に大きく影響した。特に税関規則の頻繁

な変更は、フィンランドの輸出業者に直接的

な大きな支障を発生させたが、それは現在も

引き続き起きている。また９８年のルーブルの

大幅切り下げは、特に食品の輸出に壊滅的打

撃を与えることとなった。

現在のフィンランド貿易におけるロシアの

ウェートは、かつてほどではなく、その重要

性も薄れてきている。そして精算貿易で主流

を占めた大企業のうち撤退を余儀なくされた

ところも多く、現在は中小企業が中心となっ

て、ロシアとの貿易を継続している。

また貿易を左右するロシアの政治的・経済

的見通しについては、依然不透明のままであ

る。９９年末のエリツィン大統領の電撃的辞任

とそれに伴う大統領選の３ヵ月前倒し、さら

にプーチン氏の大統領選勝利を確実にしたこ

となど、一般的に安定化へ向けての朗報と受

け取られる要因もある。しかし、プーチン氏

の人気もそれほど安定したものではないこと

から、期待先行とみる向きもある。

こうした環境下にあって、現在ロシアと貿

易を行っているフィンランド企業の中から１０

数社を選び、貿易の現状と対ロシアビジネス

の問題点についてインタビューした。ここで

はそのうちの代表的なものを取り上げて、

フィンランドの対ロシア・ビジネスの実態を

報告する。

（１）建設業レミンカイネンの場合

レミンカイネンはフィンランドの建設最大

手で、ビル建設、プロジェクト・建設管理な

２．フィンランド企業の対ロシアビジ

ネスの現状

どを事業の柱としている。７４年からロシア市

場に参入し、国境近くの都市のプロジェクト

を中心に約２００件以上の工事を手がけた実績

を持つ。

インタビューの冒頭に「ロシアにも建設会

社は存在するはずだが、なぜロシアが貴重な

外貨を使って外国企業に建設を委託するの

か」と、素朴な質問を投げかけたところ、

「ロシアに大規模で洗練されたビルを建設で

きる業者はない」という答えが返ってきた。

一般住宅などはロシアの業者で対応できるが、

こうした業者ではビル建設には今一歩届かな

いという。レミンカイネンは、建設工事の現

場監督にはフィンランド人を配するが、一般

の工事労働者にはロシア人を使う。同社の

フィンランド人現場監督はロシア語が堪能で、

習慣や規則に通じているという。ロシアの下

請け業者も使う。建設資材についてはロシア

製のコンクリートや鋼材が入手でき現地のも

のでも問題ないという。

同社はモスクワとサンクトペテルブルクに

支店をもち、そのトップはフィンランド人、

従業員にはロシア人を配している。建設の注

文は既に同社の名が知られていることから宣

伝しなくても途切れず入ってくるが、プラン

ト建設情報を入手して同社の方からアプロー

チする場合もあるという。

しかし９８年の経済危機の影響は甚大だった

ようだ。経済危機前は同社の国外売り上げの

４０％を占めていたとされるロシア関係プロ

ジェクトの売り上げは、９８年が２億５，０００万

フィンランド・マルカ（ＦＩＭ、１ＦＩＭ＝約

１６円）だったところ、９９年は１億５，０００万

ＦＩＭ程度に落ち込んだとされる。ロシアへ

の直接投資減、ロシア企業の信用問題、財政

事情などが響いている。

ロシアのような取引相手への決済条件は当

然、西側諸国相手の場合とは異なる。まずは

前払で２０～３０％支払ってもらい、残金は月払

いにする方法が取られている。また、できれ
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ば前払金は多いほうが好ましいという。

ロシアでのビジネスに慣れている同社でも

難問が山積しているという。まず、注文が

あっても資金手当てができている現実味のあ

る注文は少ないことだ。不安定な政情、予測

困難な法律の変更や税制の変更、機能してな

い銀行制度、信用不安など、普通には取り引

きができる環境にない。

このような環境の中でも建設という規模の

大きいビジネスができることは、同社のノウ

ハウそのものと思える。同社の強みを一口で

言えば、やはり長期にわたる経験といえよう。

ロシア国内のどこででも通用する総合建設、

設計のライセンスを取得していることも建設

業の特殊性から重要といえる。

（２）輸送業ＡＳＧの場合

ＡＳＧはトラック、鉄道、航空機による輸

送業を営み、総売り上げのうちロシア向け取

り扱い貨物は全体の２０～２５％を占める。同社

は保税倉庫、トレーラー７００台を保有する大

手である。国外からの貨物はロシア国境に近

いハミナ港、コトカ港、トゥルク港あるいは

ヘルシンキ港にいったん陸揚げし、再度、鉄

道かトレーラーに積み替えてロシアに向かう。

主に消費財（アルコールとタバコを除く）を

ロシアに輸送するが、日本の複数の大手エレ

クトロニクス企業の製品も扱っている。

同社は、以前はスウエーデン企業であった

が、現在はドイツのダンサズ・グループ

（ＤａｎＺａｓ）に属している。

また同社はソ連時代から営業しており、現

在はサンクトペテルブルク、モスクワに支店

を持っている。

９８年のロシアの金融危機以降は、それ以前

に比べ取り扱い規模が半減しているが、最近

は回復傾向にあるという。ただ今後の見通し

という点については、「大統領選が終わるま

で何ともいえない」と、先行き不透明感を示

している。

同社にちまたで噂される法に沿わない通関

の問題を質問したところ、「国境手前でロシ

アの業者が貨物を引き取り、通関手続きを行

う」と述べ、こうしたことが制度化されてい

ることをほのめかした。さらに輸出代金の回

収は「ロシアからではなくロシア以外の国の

銀行を経由して支払われる」という、回答で

あった。

ロシアとの取り引きで障害は何かという質

問には、迷わず「頻繁に変更される通関手続

き」と答え、日々の情報収集に苦労が絶えな

いとの現状が語られた。

日本企業がフィンランド業者を利用するこ

とのメリットについては、フィンランドがロ

シアに統治されていた関係で、鉄道は同じ幅

の軌道でつながっており、コンテナの積み替

えが不要など、ほかの北欧諸国やバルト諸国

にない有利さを保持しており、また特に通関

にかかる時間がほかのルートに比べて早いこ

とが強調された。そのほかクライアントの貨

物が事故なく配送されることがフィンランド

経由の最大のメリットとも話している。

（３） 流 通 業 カ ウ コ マ ル キ ナ ッ ト

（Ｋａｕｋｏｍａｒｋｋｉｎａｔ）の場合

同社は紙の輸出からスタートした貿易商社

のしにせで、現在は輸入のウエートが高い。

東西貿易部門は４０年の長い伝統を誇る。現在、

ロシアへは、消費財である食品、繊維、靴の

ほか、日本の有名ブランドのエレクトロニク

ス・電機製品やドイツの有名スポーツ製品、

木材加工機械、ガラス工業機械、各種工業機

械の部品、建材などを輸出している。一方ロ

シアから木材、パルプ、原油、プラスチック

原料などを輸入している。ロシアからのパル

プはフィンランドや第三国の製紙工場に仕向

けている。石油、液体化学製品はロシア国境

から４０キロ西方のハミナ港にある２６基のタン

クに一時貯蔵し、再輸出する。

「精算貿易時代は楽だった」と同社幹部は
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当時を振り返る。現在はモスクワ、サンクト

ペテルブルクのほか２都市に支店を置き、ロ

シア人をそれぞれの支店長に据え、マーケ

ティングに当たらせている。もっとも本社従

業員の４０％はロシア語を話し、インタビュー

に答えた幹部も頻繁にロシアに出張している。

こうした人材の厚みが同社の最大の武器とい

える。「ロシアでは契約書よりも人脈と信頼

関係がビジネスを決める」という。

９０～９９年までの同社の対ロシア・ビジネス

は起伏が激しく、ピークの２億ＦＩＭから現

在の２４０万ＦＩＭへと激減している。９８年の金

融危機に加え、チェチェン紛争でさらに悪化、

大統領選もありビジネスは停滞が続いたが、

エリツィン大統領の辞任に伴う大統領選繰り

上げはともかく好材料という。

このように不安定な市場だけに、輸出代金

は前払いで支払われている。ロシア・ビジネ

スはリスキーだが資源では潜在的な将来性が

あり、今は我慢の時という。

また、日本との協力は大歓迎であることと、

４０年にわたるロシア貿易の経験とサンクトペ

テルブルク副市長時代のプーチン氏との交流

を含む同社の豊富な人脈が強調された。

（４）造船業クヴェルナ・マサ・ヤーズ

（ＫｖａｅｒｎｅｒＭａｓａＹａｒｄｓ）の場合

クルーズ船や砕氷船などの特殊な用途の造

船を得意とする同社は、９９年末に世界最大の

クルーズ船「ＶｏｙａｇｅｒｏｆｔｈｅＳｅａｓ号」を就

航させたばかりで有名である。約１０年前に同

社はノルウエーのクヴェルネルに身売りされ

たが、それまではヴァルチラというフィンラ

ンドを代表する造船会社であった。

同社は第二次世界大戦後からソ連崩壊まで

の間に、約１，２００隻の船をロシアに納めてき

たというが、９１年以降の実績はたった１隻と

いう極端な落ち込み状態にある。また、その

１隻も新船ではなかったという。

こうした落ち込みはとても補完できないが、

フィンランド国境近くのロシア領内にある

ヴィボルグ港にロシアとの合弁（ロシア７５％、

フィンランド２５％）の造船所をもち、ロシア

人１，８００人を雇って貨物船の建造にあたって

いる。同造船所の能率は以前と比べると上

がってきているという。

同社のロシア貿易のきっかけは戦後のソ連

への賠償に基づく輸出からだが、それが同社

の成長を促したといえる。同社は後に、サン

クトペテルブルクとモスクワに支店を開設し、

ソ連崩壊を経て、９６年にヴィボルグ港の造船

所買収に至っている。

ロシアの事情に明るい同社に今後の見通し

を尋ねると、「原油価格の上昇が今後の回復

の決め手」との答えが返ってきた。

「ロシア経済のかなめはエネルギー産業で

あり、その発展は価格の上昇以外にない」と

言い切る。価格さえ上がれば、サハリンの天

然ガス開発にも弾みがつくという。現在、多

くの外国企業が関心を持っているが、そのう

ち米国企業は既に開発に携わっており、アラ

スカ－サハリン間に直行便があるという。

フィンランドの同社の本業は造船業であるが、

サハリン開発は砕氷船利用が避けられない環

境にあることで、同地域の開発計画にも深く

関係している。

サハリン開発の当面の関心事は「パイプラ

イン・ルート」であるという。これまでのと

ころ設置プランとしては①ロシア経由で中国

へ、②新潟へ、③サハリンの南端にターミナ

ルを設け、それを経由して稚内へ、の３案が

浮上しているという。

「ロシア・ビジネスで問題は何か」という

質問には、「スローな官僚主義」という答え

であった。例えば石油採掘権の案件は、ロシ

ア議会に上程されるが、採掘区ごとに上程さ

れることとなっているため、その進行が政治

的なできごとや思惑で頻繁に阻害されるとい

う。

ある日本の企業とかつて技術移転契約を結
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んでいたが、需要減のために現在は失効して

いる。しかしサハリンでのビジネスが動き出

せばそれを復活させたいという。また同社の

ＬＮＧ船や石油採掘船を使ったサハリンでの

石油開発合弁事業などを日本企業と行いたい

と述べている。そのような機会には、ヴィ

ヴォルグ港でのロシア人雇用の合弁事業の経

験が大きなセールスポイントになるものとみ

られる。

（５）金属鉱業・オウトクンプ（Ｏｕｔ‐

ｏｋｕｍｐｕ）の場合

フィンランドを代表する採鉱企業である同

社は、ロシアから金属原料を輸入し、完成品

である金属製品の輸出や技術供与を行ってい

る。またロシアに６つの関連会社を合弁で有

していることから、ロシア鉱業の中核に深く

かかわっているといえる。

９８年の金融危機以前と以降の売り上げにつ

いては、同社の輸出入比率（輸入４：輸出

１）を反映してその影響をほとんど受けてお

らず、９８年以降は「最初は少し鈍化したが、

最近は再び上昇してきている」という回答で

ある。ほかのインタビュー企業のほとんどが

「半減した」と答えているのとは対照的であ

る。

同社のロシアビジネスの発足は「ソ連への

技術供与と同国からの金属原料の輸入」から

だが、これは「当時のフィンランドとソ連の

二国間貿易協定に負うところが大きい。現在

はソ連崩壊後の新興企業と同様の関係を保っ

ている」という。

基幹産業に深くかかわる同社のロシアにつ

いての見通しは「経済成長や市場経済に向か

う動きは極めてスローである」とである。

長いロシアとのビジネス関係をもつ同社に

ロシアビジネスの問題点を尋ねると、「通常

の決済は問題無いが、長期の技術プロジェク

トや合弁事業はファイナンスに問題がある」

と、指摘した。

（６）森林伐採機メーカー・ティンバー

ジャック（Ｔｉｍｂｅｒｊａｃｋ）の場合

同社はこれまで製紙機械大手メツォの１部

門であったが、９９年末に米国の農機具メー

カー・ディアーが買収することが発表された。

同社ブランドの伐採機は森林・木材関係者の

間で良く知られている。ロシアへは伐採機を

含む関係機械一式を供給している。ロシアへ

の販売は直接行う場合と代理店を使う場合と

がある。ロシア極東にサービス会社を合弁で

設立しているほか、同社独自の拠点をモスク

ワとハバロフスクに有している。

ロシア経済の見通しについては「２～３年

後に改善か」と期待するものの、同社には

「今のところとりたてて明るい展望はない」

と述べる。同社のロシア市場戦略は地道に全

国に幅広く顧客を開拓していくことのようだ。

大型機械の輸出だけに決済条件が気になる

ところだが、他社の場合と同様に対ロシアは

統一して、前払いが条件となっている。もっ

とも同社の主要な顧客はロシアの森林伐採業

者、すなわち輸出産業であることから支払い

のための外貨準備はあまり問題ないという。

９８年の金融危機でも同社の対ロシア・ビジネ

スにあまり影響が出なかったのはこうした特

殊な事情によるもののようである。

現在の問題点が「ロシア側で法律、税関、

そのほかの規則が頻繁に変更され、それが取

り引き上の大きなネックになっている」とい

う点はそのほかの企業と同様である。

同社はロシア極東で既に日本企業といくつ

かの事業を行っている様子だが、さらに長期

的な協力関係を求めていきたいとしている。

インタビューを行った企業から、現実のビ

ジネス遂行上での問題が数多く指摘された。

この項では問題をマクロと実務上に分けて整

理し、掘り下げてみたい。

３．ロシア・ビジネスの問題
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（１）マクロの問題

まずマクロの問題であるが、短期的には、

新国会、新大統領の政策がどうなるのか、経

済回復が続くのかどうか、どのようにして融

資・財政赤字問題を処理するのか、の３点に

絞られるであろう。以下にそれを詳しくみて

いく。

① 新国会・新大統領の政策はどうなるか

ロシアの政情は極めて不安定で、チェチェ

ン紛争が支払う代償は高いといえる。同国は

既に民主主義国家としての面目を失っている

ともいえ、このことが国際融資機関を遠ざけ

ることになっている。ただ同国が核を保有し

ているという事実が皮肉にも融資の流れをか

ろうじて可能にしているといえる。また同国

はそのことを知っている。

大統領選挙の結果が、ロシアに対する国際

社会に影響を与えることは必至であるが、同

国内での利害と国際的な利害が対立する可能

性もある。すなわち同国がどのようにして連

邦の国民的課題を解決するかにかかっている。

新国会が与党寄りになったことにより、市

場優先の法律を採択することがより容易にな

るであろう。しかし一方で、新国会を待ち受

ける困難な問題は依然として多い。例えば、

非営利企業が国家予算から受けている援助の

問題である。これらの企業が破産すれば大き

な痛手を受け、失業者は劇的に増大すること

になる。果たして新国会と新政府はこのよう

な決定ができるか疑問が多いといえる。

② 新国会、新大統領政策とその後の行方

プーチン氏の人気が高まった主な理由は、

チェチェン紛争がロシアに有利に展開された

ためである。ロシア人は「チェチェン人テロ

リスト」という共通の敵を持つことになり、

プーチン氏はそのテロリストを破った英雄と

みられている。人気のもう１つの理由は、規

律や秩序維持ためには極端な手段さえ用いる

豪胆さである。ロシア人は無政府主義者や犯

罪行為にうんざりしており、同時に民主的自

由と秩序を取り戻すことのできる強い指導者

を欲しているとみられる。

ロシアにおける主要な危険性は、進行する

政治不安、国家の債務不履行、国際的な政治

・財政上の孤立である。チェチェン紛争のた

め、世界が一致して融資のハードルをより高

くした場合、債務不履行の危険性は非常に高

くなることが予想される。

しかし一方、楽観的な可能性をみることも

できる。つまり新国会と大統領が改革のため

に協力し、選挙後、資本の逃避が軽減し、投

資が伸び、国内需要が復活し、いくつかの部

門の改革が市場を支えるという筋書きである。

「ロシア２００１年ユーロ債」に投資した投資家

が、２００１年１１月に１００％の償還を得ることに

なれば、国内外でロシア政府は信用を取り戻

すことになるとみられる。

③ 工業生産の変化

９９年の工業生産は軽工業の５０％増を筆頭に

顕著な回復を示している。こうした部門の回

復は、長期的にみると、投資活動を刺激する

ことが期待できる。しかし今日、ロシアの財

政部門は依然として脆弱で、投資に対する実

質金利は高い。貯蓄率は低く、銀行に対する

信頼も低い。今のところ、生産の拡大は主に

これまでの生産能力を活用した結果である。

長期的に生産が増大すると、当然のことなが

ら投資活動と建設工事も増大する。また、生

産財の輸入も拡大する。

経済回復のあらゆる兆しに反して、多くの

構造変化が依然として不完全のままであるこ

とを指摘しなければならないであろう。多く

の大企業が、国家の援助を期待できないため

に、この先倒産することが予想される。もっ

とも実際には、これらの企業の多くはもはや

いかなる活動も行っていないが、法律的には

破産していない状態である。
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④ 国家予算

９９年当初の否定的な予測に反して、財政事

情はこれまで予想されていたものよりも改善

の傾向がみえる。歳入目標が達成されなかっ

た年は何度もあるが、９９年春にスタートした

連邦政府は、目標を達成したばかりかそれを

上回った。これには５つの理由が考えられる。

１）ルーブルの切り下げと、引き続くルーブ

ル安により、輸入関税収入を結果的に増や

す効果があった。

２）弱いルーブルと石油価格の高騰によって

輸出業者が有利となり、政府が輸出関税、

特に石油価格からより高い歳入を徴収する

ことが可能になった。

３）経済回復により広範囲な課税基盤を築い

たばかりでなく、徴税環境をも改善した。

４）政府が付加価値税率を２０％に保つことが

でき、エネルギー企業との交渉にも成功し

たことで、歳出の現金払いを大幅に拡大で

きた。

５）政府が９９年にＩＭＦとの支払い合意に到

達できた。

⑤ ２０００年予算

２０００年予算案を編成中、マクロ経済の発展

に関してある仮定が示された。仮定条件は次

のとおりである。経済成長は１．５％、名目Ｇ

ＤＰは５兆１，０００億ルーブルに、インフレ率

は１８～２２％、ルーブルの平均為替相場は１ド

ル・３２ルーブル、平均原油価格１バレル・１９

ドル。連邦歳入は７，４３５億５，０００万ルーブル、

歳出は８，０１４億２，０００万ルーブル。

歳入は９９年と同額に見積もられている。税

収はＧＤＰの１２．９％と見込まれ、これは９９年の

税収よりも高く見積られている（１１％増）。税

収の４０％以上は関税や輸入品の付加価値税な

ど、貿易に課せられる税金に期待されている。

このほか税収などに関し重要点を紹介する。

１）輸入の落ち込みがルーブルの価値の減少

よりも少なかった。９９年の７ヵ月間、輸入

品に課せられた付加価値税からの収入は連

邦税収の１５％を占め、全付加価値税収入の

５３％にのぼった。

２）輸入品の物品税はアルコール飲料、自動

車、いくつかの贅沢品に特定されているが、

９９年の物品税は全税収の１％であった。

３）輸入関税にも付加価値税と同様の効果が

あった。つまり輸入品のドル建価格は４５％

下落したが、輸入関税からの実質徴収額は

変わらなかった。９９年の７ヵ月の間、連邦

税収における輸入関税の割合は１１％で、９８

年同期と同じであった。

４）９８年に石油への輸出関税が再導入され、

これは石油価格が高い限りは撤廃されない。

関税は世界原油市場価格によって決まる。

予算に関しての主要課題は、国家が負債を

解決できるかどうかである。この答えはロシ

アの政治に大きくかかっている。もしチェ

チェン紛争が長引くと、ロシアが負債問題を

解決することはより困難になる。

しかし一方で、紛争が国際圧力で終結した

場合は、むしろロシアが新しい借款を調達す

ることがより容易になるといえる。

（２）実務上の問題

① 貿易政策としての関税

ロシアの関税率の頻繁な変更は貿易業者や

投資家を混乱させていることをインタビュー

先の多くが訴えた。

関税率の変更はむしろ現在、ロシアの主要

な貿易政策手段であり、数量制限やほかの政

策手段はあまり使われていない。関税が連邦

予算の財源を満たし、また国内産業を保護す

るために用いられているのである。いわゆる

季節関税はどの年でも６ヵ月まで適用するこ

とができ、適用範囲を限定していない。

ロシアは市場経済化を目指し、９３年には

ＧＡＴＴへの加入を申請した。また９５年１２月
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にはＷＴＯへの加盟も要請している。

さらにＥＵとロシアはより親密な政治・経

済関係の発展のため共同協力協定（ＰＣＡ）

に調印し、相互にＧＡＴＴの最恵国待遇を与

えるとともに、輸入の数量制限をなくしてい

る（鉄鋼、繊維、核部門では例外がある）。

つまりこの協定は、数量制限や関税を上げる

などの措置をとる前に、ロシアがＥＵと協議

しなければならないことを意味している。

② 基準、検査、認可手続き

基準、検査、認可手続きは、ロシア市場参

入の重大な障害となっており、外国人はさま

ざまな部門でこの問題に直面している。つま

りこれはロシアの標準化制度が透明性を欠く

ことと強制的な適合検査手続きによるもので

ある。限られてはいるが、国際標準に基づく

基準を使って適合検査手続きを行うこともあ

る。これら手続きは、著しく手間がかかり、

かつ高額で、差別的でもある。

ある特定の機関が、利点のあるこの認可手

続きに既得権を持っている場合がある。ロシ

アでは、加盟した国際標準をあらゆる分野で

取り入れ、それを直接、または国内経済の必

要性に応じて補足的に使用している。ロシア

で適用されているＩＳＯあるいはＩＥＣ標準の数

は３，８００件にのぼる（１万２，１５０件ある

ＩＳＯ／ＩＥＣ標準の３１％にあたる）。９６年１月１

日現在、国際標準と完全に一致した標準は、

ロシアで適用されている全標準の１８％だった

が、２０００年までには、その割合は５０％に達す

る見込みである。

ロシアに販売目的で輸入される製品の多く

は、ロシア国家標準委員会（ＧＯＳＳＴＡＮ‐

ＤＡＲＴ）が発行する適合検査書を有するよ

うに求められている。ロシア国家標準委員会

は広く受け入れられている国際標準（例えば

ＩＳＯ－９０００）よりはむしろ、ロシア政府の標

準に基づいて製品を検査し、認可している。

ロシア国家標準委員会とその認可団体がロシ

アの唯一の認可組織である。

「検査・認可手続きがしばしば重複し、製

品が認可されるまでに高くついたり遅れたり

する」との不満を、ロシアに輸出する業者か

らよく聞かれる。

③ 表示義務

非食料品向けの新しい表示義務が、９８年７

月にロシア当局によって起草された。この制

令第１０３７号「ロシア連邦に輸入される非食料

品へのロシア語情報の存在を確実にする措

置」は、国家標準案「非食料品：消費者への

情報、一般義務」によって補足されることに

なった。この制令では消費者への情報がロシ

ア語表示で与えられなければならないと規定

している。そしてこの規則は９８年７月１日か

ら発効している。

④ 原産地証明

商品の原産地を証明することは輸入関税の

算出に重要である。原産地証明は生産国の商

工会議所によって発行される。この証明書は

義務的書類には相当しない。証明書がない場

合、物品の通関手続きはしかるべく実施され

るが、関税に関して特別扱いはなくなる。

原産地証明にはＡ型とＣＴ－１型の２種類

がある。Ａ型の原産地証明書は開発途上国で

生産された物品に対して、「税関関税につい

て」の法律に基づいて発行される。ロシア関

税規則の規定によると、この証明書は輸入関

税を２重に下げることができる効果がある。

ＣＴ－１型の原産地証明書は独立国家共同

体（ＣＩＳ）で生産された物品に発行される。

⑤ ロシアにおける関税等支払い

ロシアへ輸出する際に税関で支払う関税や

手数料には以下のものがある。

・輸入税

・輸出税

・通関手続き手数料
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・物品保管手数料

・税関競売参加料

・税関当局による証明書発行手数料

・物品税課税対象品のマーキング手数料

⑥ 物品税と付加価値税

輸入関税のほかに、輸入品には物品税と付

加価値税の２種類が課税される。

〈物品税〉

物品税はアルコール飲料、紙巻きたばこ、

自動車のような贅沢品に課せられる。９６年３

月７日付連邦法「物品税について」は、国産

品と輸入品に関する物品税査定を、より統一

のとれた制度へ、すなわち単一税率の適用に

向けて大きく前進させた。

〈付加価値税〉

付加価値税は、ロシア連邦法によって特別

に定められた事例以外は、ロシア連邦に持ち

込まれる物品に課せられる。

１０％の付加価値税率が定められているもの

は以下のとおり。

・ロシア連邦政府に承認されたリストによる

食糧（物品税がかかるものを除く）

・ロシア連邦政府に承認されたリストによる

児童向け用品

その他の物品（物品税が課税される食糧を

含む）は、ロシア連邦域内に運び込まれる際

２０％の税率で課税される。この現行税率２０％

が変更される見通しは今のところない。

⑦ 税関手続き

税関管理と通関手続きを受けるために、物

品輸送業者は税関に詳細な必要書類と情報を

一括して提出しなければならない。すなわち

輸出入の別、輸送目的、輸送条件、輸出入業

者間の支払い方法、ＣＩＳが定義する物品名な

どを具体的に記載し申告する。

輸入業者はまた、すべての輸入物品に対し

て税関貨物運送申告書を記入するように求め

られている。申告書類は税関当局に提出する

ためにロシア語で記入されなければならない。

原産地証明、適合証明も税関で提出されなけ

ればならない。

同様に、輸出業者も輸出申告書を記入する

ように求められており、もし必要ならば税関

に輸出ライセンスも提示しなければならない。

道路輸送される物品は、国際道路輸送カル

ネ制度をめぐる論争のために困難にさらされ

ている。この問題は貨物輸送に絡んだ広範な

詐欺行為に源を発するといわれる。

⑧ 輸入禁止事項

国際的義務（有害廃棄物の国境を越える移

動およびその処分の規制に関するバーゼル協

約、オゾン層を破壊する物質に関するモント

リオール議定書）が要求される時以外は、輸

入規制を用いていないとロシアは強く主張し

ている。

⑨ 輸入許可書

農薬、戦闘・競技用武器、自衛用品、爆発

物、軍事および暗号装置、放射性原料とウラン

を含む廃棄物、強力毒物、麻薬、宝石・貴金属、

合金，石を含む多くの物品の輸入には、輸入

許可書が必要である。輸入許可はまた電気発

電機、電気回転交流機、静電交流機、電磁石、

一定の照明とケーブルなどにも適用される。

ほとんどの輸入許可書はロシア貿易省およ

びその地方支局で発行され、国家税関委員会

によって管理されている。

⑩ 外国投資

ロシア政府は外国投資を奨励するというも

のの、安定して魅力的な投資環境を創り出す

ことに苦労している。特に経済、政治の不安

定は投資機会を求める企業の意欲を妨げる結

果となっている。また官僚的な要求事項が投

資家を混乱させ、企業に入札あるいは開発権

を与える際の官僚的裁量は、一貫性を欠いた

ものになっている。
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⑪ 税制度

外国企業がもっとも不満を持つのはロシア

の税制度、特に税金の種類、制度の安定性、

透明性、そして正当な法手続きの欠如である。

同国は、利益、超過給与、配当金、源泉徴収、

賃金総額、道路使用、財産税、付加価値税、

輸入・輸出税、物品税、地方税など、多くの

税金を課している。これは、内外の企業意欲

を削ぐ何者でもない。高税率に加え、税金は

何の予告もなく頻繁にまた根本的に変わり、

しばしば遡及して課税されることがある。

フィンランドは西側企業にとって、「ロシ

アとビジネスを行う時のビジネス・セン

ター」という考えが既に９０年代はじめに欧州

で定着した。この考え方は、主にフィンラン

ドの優れたインフラ（輸送、通信、法制度な

ど）とロシア市場に関する豊富な知識に基づ

いている。

西側諸国の企業の間では、ロシアと取り引

きを行う時にモスクワ事務所を設置すること

は常識となっている。先にみたように実務上

で数々の問題があり、ロシアの外からロシア

市場の問題を取り扱うのはかなり困難といえ

る。つまり市場が存在するその場に毎日いる

ことが必要である。

一方、興味深いことにロシアの対フィンラ

ンド投資も９０年代に急速に伸びている。つま

りロシア企業が、同国と取り引きを行う西側

企業のために、フィンランドに貿易会社を設

立しているのである（統計では現れてこない

ことが多い）。またロシアのフィンランドへ

の投資の一部は、ロシアからより安全な国へ

の資本の流出となっているとみられる。フィ

ンランドとしては、これらの投資が国際法ま

たは同国の法律を侵さない限り、ほかの国の

投資と同様に認めている。

５．フィンランド企業の強みと日本企

業との提携の可能性

（１）輸送分岐点としてのフィンランド

フィンランドは９０年代に、欧州からロシア

へ、そしてロシアから欧州への主要な交通の

要所として既に有利な状況にあった。

これが可能となっている理由は、次のよう

な点である。

①フィンランドが高水準の交通インフラを備

えている

②フィンランド以外の国に制度上の問題が多

い。

・サンクトペテルブルク港でのマフィアと汚

職

・バルト３国の港の能力不足

・ロシアとの共通の鉄道ホイールゲージがな

い

・中欧からモスクワやサンクトペテルブルク

への直接鉄道輸送が不確実である

・極東からモスクワへの直接鉄道輸送が不確

実である

・フィンランドの港へ船で運び、そこからロ

シアへ、鉄道またはトラックで輸送した方

が簡単で安い

③フィンランドにはロシアとの長い間の貿易

の歴史がある。また税関および輸送上の問

題を処理する二国間の作業グループがある。

④大量のロシアの石油と化学物質が、伝統的

にフィンランド港経由で世界市場に輸送さ

れてきた。ロシアは輸送に鉄道を主に用い

ており、フィンランドはロシアと共通の鉄

道ホイールゲージを使用している。加えて、

ロシアに近いフィンランドのコトカ市、ハ

ミナ市には巨大港がある。これらがフィン

ランドに競争力をもたらしている。

フィンランドを通過してロシアに向かう交

通量が急激に増え始めた９５年から初めて統計

が作成されたが、それ以降の通過輸送量は常

に高水準を維持している。
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（２）北極地方の中心地としてのフィンランド

天然資源を有するロシアの北極圏地方は

フィンランドに近接しているが、これら資源

の輸送問題はいまだに解決されていない。可

能性の１つは、ロシア北部の石油と天然ガス

をフィンランド経由で中欧市場に輸送するこ

とである。

ロシア、ノルウェー、スウェーデン、フィ

ンランド、そして日本も、北極地方の自然、

天然資源、経済・社会生活に関して共通の問

題を有している。フィンランドには、これら

の問題を既に何年間も研究している北極セン

ターがある。

東西間を結ぶ北極輸送の新しい概念は、

フィンランドにとって新しい可能性ある選択

肢ともいえる。

（３）ロシア情報中心地としてのフィンランド

ロシアとの長年の共通した政治的、経済的

そして文化的な歴史と、第二次世界大戦以降

の大規模な貿易は、フィンランドにおけるロ

シアに関する知識の基盤を築いた。この知識

は「外国文化の知識」であるが、両国ではい

くつかの古い伝統が良く似ているとみること

ができる。相違点は多くあるが、フィンラン

ド人とロシア人には共通した伝統がたくさん

あり、相互理解を容易にしている。例えば

「同じように酒を飲む」ことは両者にとって

重要である。サウナ文化も似通っており、社

会生活に重要である。「相違点の陰に人々を

発見する」ということは、ロシア人とフィン

ランド人にとって重要なことである。すなわ

ち、人を信用するということである。農業的

背景は、両国民にとって依然としてかなり身

近なものだ。ほとんどの人々は、地方にルー

ツがあるし、両親が地方に住んでさえいる。

歴史の中で、フィンランドは巨大な隣人と

なんとかうまくやってきた。ロシアが非常に

弱体化はしているが、再び強くなりたいと

思っている現在、この事実は非常に重要であ

る。ロシアは、所有する武器を考慮に入れる

と強大な国家である。この種の隣人をうまく

扱いながら、そのほかの国に対する面目を失

わないようにするには、巧妙な外交と駆け引

きが必要となる。ロシアもまた、小さな隣人

とその政治を信用することを学んできた。

ロシアがフィンランド経済にとって重要で

あるため、フィンランドには多くのロシアの

専門家がいて、ロシア市場の変動について分

析を行っている。９０年にはフィンランドとロ

シアの間の貿易制度に変化があったが、フィ

ンランドのロシアに関する情報は途切れず継

続している。

（４）日本企業との提携可能性

「フィンランドの対ロシア貿易の有利性に

ついては理解しつつも、いまさらフィンラン

ドと組んでロシア・ビジネスに取り組む必要

がなぜあるのか。ロシアと国境も接している

日本だから直接取り引きを目指せばいいでは

ないか」という考えも否定できない。事実、

日本の大手企業はモスクワに拠点を置き、か

つ人脈も築き、単独で西欧企業に優るとも劣

らない企業活動を続けている。

しかしインタビューで明らかになったよう

に、日本の有名企業の中にもフィンランドの

企業や貿易商社と組んで対ロビジネスを行

なっているところも少なくない。これは、ロ

シアでビジネスを行う場合にロシア国内に支

店を保有し、ロシア人ネットワークを押さえ

ていなければ商売ができず、かつそれを新た

に築くことが至難の業であるからだ。

インタビューに応じたフィンランド企業の

中には、このインタビュー調査を通じて自社

の名前が知られることになり、日本の企業か

らのアプローチがあることを期待する旨の発

言も多かった。ロシアに近いフィンランドは、

日本に対しても、経済大国を築き上げた尊敬

の念と親近感を持っている。ロシア人と共通

の伝統を持つフィンランド人はまた、日本人
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とも似た性格を持っている国民である。ロシ

アと日本は違いが大きすぎるがフィンランド

人とビジネス上、提携することはこれに比べ

容易と考えられる。

もっとも今、ロシアの経済事情が新規ビジ

ネスを受け付ける環境にないということも事

実であろう。当面は情報収集を行うという向

きには「フィンランド・ロシア商工会議所」

とよばれる組織が情報源として有用である。

同商工会議所はヘルシンキを本部とし、会員

にロシア・ビジネスを行うフィンランド企業

４６０社を抱えるフィンランドの組織である。

主な活動はロシア国内の支所から報告される

制度情報などを会員に提供することである。

インタビューした企業の中にはロシアと取り

引きを始めた当初、情報源として活用したと

コメントしたところもある。現在は関税制度

や税制が頻繁に変更される情報を、いち早く

フィンランド語で提供している。同商工会議

所はフィンランド法人であれば日本の会員も

歓迎しているという。

（長田榮一）

（注）本稿は２０００年３月のロシア大統領選挙の前に

執筆されたものである。
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ＥＵ
ＥＵＲＯＰＥＡＮＵＮＩＯＮ

クロノロジー

〈４ 月〉

３～４日�ＥＵ・アフリカ首脳会議開催。共

同宣言（カイロ宣言）と分野ごとの課

題を示した１３０項目の行動計画を採択。

カイロ宣言では、経済、政治、社会な

どあらゆる分野で両地域の関係を発展、

強化させることを提唱。行動計画では、

貿易、産業発展、投資、研究開発、イ

ンフラ整備、技術供与、対外債務など

各分野でのＥＵ、アフリカ双方の努力

目標を提示。これら実行目標は２００３年

に欧州で開催されるＥＵ・アフリカ首

脳会議で点検される予定。

１３日�欧州委、日本と韓国で牛などの家畜が

感染しているウィルス性の感染症およ

び口蹄疫対策として両国にワクチンを

緊急提供する旨発表。日本政府が、感

染の広がりが農家に与える経済的影響

を懸念し、ＥＵに支援を求めていたも

の。

〈５ 月〉

３日�欧州委、ギリシャのユーロ参加（２００１

年１月１日から）を承認。

５日�プロディ欧州委委員長、欧州委の幹部

人事を刷新。行政統括のトロヤン事務

局長がジュネーブ駐在代表、レビ主席

報道官が政治経済問題アドバイザーに

就任。

８日�ＥＵ蔵相理事会開催。「現在のユーロ

水準に関する懸念を共有する」と強調

した緊急声明を発表。欧州復興開発銀

行（ＥＢＲＤ）の次期総裁にルミエー

ル仏大蔵省国庫局長を内定。

１０日�欧州委、加盟各国の政府が民間企業か

ら購入する際の政府調達規制について、

通信分野を規制の対象外とすることを

決定。情報技術（ＩＴ）革命を後押し

する狙い。今後、エネルギー、水道、

運輸の各分野も自由化が進んだ段階で

規制対象外とする考え。

１５～１９日�ＥＵ・中国、中国のＷＴＯ加盟を

めぐる交渉を北京で開催。中国の

ＷＴＯ加盟に関し、ＥＵのラミー欧州

委委員と中国の石広生・対外貿易経済

協力相が合意文書に署名。合意分野は、

自動車、銀行、証券、保険、卸売り・

小売り、ハイテク製品、通信、農産物、

日用品など。

２６日�欧州委、各国で独占市場が定着してい

る電力分野の競争を促すため、年内に

自由化指針を策定することを決定。

〈４ 月〉

６日�中銀、金融政策委員会で、政策金利

（レポ金利）を６．０％に据え置くこと

を決定。

１２日�欧州委、ボーダフォン・エアタッチに

よる独マンネスマンの買収を条件付き

で承認。

�日産、フォード・モーターなど自動車

メーカー各社の英国現法幹部、ブレア

首相と会談。ポンド高に懸念を表明。

英 国
ＵＮＩＴＥＤＫＩＮＧＤＯＭ
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１６～１７日�プーチン次期ロシア大統領（当

時）訪英。ブレア首相との首脳会談の

ほか、エリザベス女王とも会見。

１９日�中銀、４月の金融政策委員会議事録を

公開、６対３で政策金利据え置きを決

定したことが明らかに。

２８日�独ＢＭＷ、傘下のローバーの主要部門

売却で、英投資グループ、アルケミー

・パートナーズとの交渉決裂を発表。

〈５ 月〉

３日�ロンドン証券取引所、ドイツ証券取引

所との合併を発表。

�森首相、ロンドンでブレア首相と首脳

会談。

４日�ロンドン市長選で無所属のケン・リビ

ングストン下院議員当選。地方選でも

労働党惨敗。

�中銀、金融政策委員会で、政策金利

（レポ金利）を６．０％に据え置くこと

を決定。

５日�ブレア首相とアイルランドのアハーン

首相、停滞している北アイルランド和

平プロセス進展に向け声明を発表。北

アイルランドのカトリック系過激組織

アイルランド共和軍（ＩＲＡ）の武装

解除完了時期の延期などを含む妥協案

を提示。

６日�ＩＲＡ、武装解除の意思を表明。

８日�欧州委、製薬大手グラクソ・ウェルカ

ムとスミスクライン・ビーチャムの合

併を条件付きで承認。

９日�独ＢＭＷ、傘下のローバーの主要部門

を、ジョン・タワーズ、ローバー元社

長率いるフェニックスに売却する旨を

発表。

１１日�ジェトロ、海外貿易総省および貿易産

業省対英投資局と相互協力の覚書締結。

１６～１７日�クック外相、ロシア訪問。イワノ

フ、ロシア外相らと会談。

１７日�中銀、５月の金融政策委員会議事録を

公開、全会一致で政策金利据え置きを

決定したことが明らかに。

�統計局、４月の失業率を３．９％と発表。

８０年１月以来、２０年ぶりの低水準に。

２７日�北アイルランド地方のプロテスタント

系最大政党のアルスター統一党、党評

議員総会において、北アイルランド行

政府の再開を承認。

３０日�北アイルランド行政府再開。

〈４ 月〉

１日�付加価値税（ＶＡＴ）の基本税率、

２０．６％から１９．６％に引き下げ。

４日�ラング教育相、職業高校向けの予算を

年間６億フラン増額すると発表。この

うち３億５，０００万フランは、２０００年度

補正予算案に盛り込み、新学期の始ま

る９月から実施する予定。

６日�産業担当閣外相は、景気回復によるエ

ネルギー消費の大幅増加に伴い、９９年

の国内のＣＯ２排出量が１億８００万トン

に達し、９０年レベルを４００万トン上

回ったことを発表。フランスは９７年１２

月に調印された地球温暖化防止のため

の京都議定書の枠内で、２０１０年のＣＯ

２排出量を９０年レベルに維持すること

を公約している。

７日�国立統計経済研究所（ＩＮＳＥＥ）の発

表によると、９９年の民間部門の基本給

（月額総計、各種手当ては除く）は前

年比１．７％増加（インフレ補正前）。

１１日�ジョスパン首相、経済・財政・産業省

主催のフォーラムで、企業家支援措置

を公表。情報技術を中心とした

「ニューエコノミー」が喧伝される中

で、民間部門の企業設立の活力を高め

て景気刺激と雇用拡大を図るのが狙い。

フランス
ＦＲＡＮＣＥ
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１３日�パリ株式市場、トタールフィナ・エル

フ（石油）、ＢＮＰ・パリバ（銀行）、

ソシエテ・ジェネラル（銀行）、ＥＤＦ

（電力公社）、ベルギーのエレクトラ

ベル（電力、仏スエズリヨネーズ・デ

・ゾー傘下）との提携により、フラン

スで欧州エネルギー取引市場、ＥＰＸ

（ヨーロビアン・パワー・イクスチェ

ンジ）の創設を検討している旨発表。

１４日�産業省、遅くとも６月初旬までに

ＵＭＴＳ規格の携帯電話事業権入札を

開始する旨発表。

１８日�ＩＣカードを用いた新たな電子決済シ

ステム、サイバーＣＯＭＭが開始。

�産業開発局（ＤＡＴＡＲ）、９９年の外国

直接投資受け入れ件数を４４７件と発表。

前年の記録的な４４５件をさらに上回る。

２５日�国民議会、緑の党の議員団が提出した

「環境厚生局」の設立に関する法案を

賛成多数で採択。

２６日�ファビウス蔵相、２０００年度補正予算案

を閣議に提出。当初予算案と比べ、

５１４億フランの税収増が見込まれるこ

とから、補正予算が策定されることに

なった。税収増加分のうち、４０６億フ

ランは減税に回される。

２７日�フランス・テレコム、国際通話料金を

平均１０％引き下げると発表。これによ

り、固定電話による欧州２０カ国および

米国、カナダへの国際通話料金は均一

化。

�欧州委、フランス・テレコム（ＦＴ）

によるユニバーサル・サービス費用と

他の事業者からのＦＴへの拠出金の計

算方法がＥＵ規則に適合していないと

して、フランス政府を欧州裁判所に提

訴することを決定。

〈５ 月〉

１日�電力公社（ＥＤＦ）、電力料金を平均

１．３５％引き下げ。個人ユーザー向け電

力料金の引き下げ率は１．３％。

�ガス公社（ＧＤＦ）、調達コストの増加

により、天然ガス料金を平均６．５％引

き上げ。

２日�森首相訪仏、シラク大統領、ジョスパ

ン首相の各々と会談。

�アルカテル（通信機器メーカー）、富

士通と次世代携帯電話システム（端末

を除く）の開発で合弁会社を設立する

旨発表。

３日�ジョスパン首相、各省庁に対し２００１年

度予算のシーリング（概算要求枠）を

提示。歳出の伸びを実質ベースで０．３

％に抑える内容で、同年の予想インフ

レ率が０．９％であることから、名目

ベースで１．２％増加となる。

３～４日�ジョスパン首相、ハンガリーを訪

問し、同国のＥＵ加盟申請に対する支

持を表明

１５日�ジョスパン首相、若年者層における不

平等是正と雇用促進を目的とした一連

の措置を提案。若年者向けにインター

ネットへの無料アクセスを提供する提

案も含まれる。

１７日�政府、ガス市場自由化に関するＥＵ指

令の国内法制化法案を閣議で採択。民

営化は断念。

１８日�トタールフィナ・エルフ（石油）は、

労組に対し国内の石油部門において向

こう３年間で１，３１３人の雇用削減を実

施すると発表。ただし、同時に１９３人

の雇用が創出されるため、実際の削減

数は１，１２０人となる予定。

２２日�仏株式市場でもニューエコノミー株、

急落。

�ポーランドの国庫相、同国国営電気通

信社（ＴＰＳＡ）の部分民営化（３５％資

本）の交渉相手にフランス・テレコム

が選ばれたことを明らかに。
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２２日�オブリー労相、９９年度の社会保障会計

の収支結果を発表。

２３日�アリオマリ共和国連合（ＲＰＲ）総裁、

セガン元国民議会議長を党のパリ市長

候補に擁立すると発表。

�パリ国立銀行（ＢＮＰ）、株主総会開催。

パリバとの合併を最終的に承認。

２４日�政府、ベルナール・ぺシュール氏を経

済・財政・産業省官房長に任命する旨

閣議決定。

�政府、オブリー労相が提出した社会近

代化法案を閣議決定。

３１日�政府、４月の失業率を９．８％と発表。

８年ぶりに１０％を下回る水準。

〈４ 月〉

４日�内務省、９９年の極右動向を発表。国内

の極右活動家、前年比でやや減少。

�ラウ大統領、ギリシャを公式訪問。

５日�ドイツ銀、ドレスナー銀との合併中止

を発表。

９日�民主社会党（ＰＤＳ）のビスキー党首

とギーズイ院内総務、今任期限りの辞

任を表明。

１０日�メルケル氏、エッセンで開催されたキ

リスト教民主同盟（ＣＤＵ）党大会で、

党首に正式に選出。

１１日�ＣＤＵ党大会、裏金疑惑の危機を教訓

に政権奪還を目指す「エッセン宣言」

を採択して閉幕。

�欧 州 委、 西 ド イ ツ 州 立 銀 行

（ＷｅｓｔＬＢ）への助成問題で、連邦政

府を欧州裁判所に提訴。

１２日�在独米国大使館、ハノーバー国際博覧

会での米国館建設を断念すると発表。

スポンサー不足が原因。

１４日�連邦議会の特別調査委員会、ＣＤＵの

裏金疑惑で、ＣＤＵの元会計責任者の

ドイツ
ＧＥＲＭＡＮＹ

バウマイスター連邦議会議員を証人喚

問。

２７日�連邦議会の特別調査委員会、ＣＤＵの

裏金疑惑で、ＣＤＵの元会計責任者の

ワルター・キープ氏を証人喚問。同氏、

一連の疑惑への関与を否認。

２８日�シュレーダー首相、ポーランド西部の

グニエズノで中欧４カ国首脳と会談。

欧州統合の促進を目指すとの共同宣言

を発表。

�リースター労働社会相、東京で開催さ

れた日独政労使会談に参加。

〈５ 月〉

２日�政府、産業界とＩＴ分野の専門家をＥＵ

域外から受け入れることで基本合意。

３日�森首相訪独、シュレーダー首相と会談。

�ドイツ証券取引所、ロンドン証券取引

所との合併を発表。

８日�フィッシャー外相、オルブライト米国

務長官とワシントンで米本土ミサイル

防衛問題につき協議。

１１日�首相、チェコのハベル大統領とベルリ

ンで会談。

１４日�ノルトライン・ヴェストファーレン州

議会選挙で社会民主党（ＳＰＤ）辛勝。

自由民主党（Ｆ．Ｄ．Ｐ）大幅躍進。

１７日�政府、経済界、労組などで構成する専

門委員会、企業買収の際、買収企業側

に情報開示などを徹底させる規制案概

要を首相に答申。

１８日�連邦議会、税制改革法案を可決。

１９日�フォルクスワーゲンとチェコ政府、

シュコダ（自動車）の完全買収で合意。

２３日�ワイツゼッカー元大統領を中心とする

諮問委員会、連邦軍の改革案を答申。

�ドイツ証券取引所、監査役会でロンド

ン証券取引所との合併を正式に承認。

３０日�連立与党、年金制度改革案を発表。

３１日�政府、大型トラックに例外的に課せら
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れる高速道路利用料金を、２００１年１月

より日額６ユーロから８ユーロに引き

上げることを閣議決定。

�政府、ＥＵ域外のＩＴ関連技術者最大２

万人に就労ビザを発給するグリーン

カード法案（滞在・労働許可法）を閣

議決定。

〈４ 月〉

１４日�政府系航空・防衛企業のフィンメカニ

カ、独・仏・西によるヨーロピアン・

エアロノーティック・ディフェンス・

アンド・スペース（ＥＡＤＳ）との提

携に合意。

１６日�１５の州知事、６県議会などを対象とし

た統一地方選挙実施。政権与党の中道

左派勢力が敗退、野党中道右派勢力が

躍進。野党は選挙結果を受け、ダレー

マ首相の即時退陣、解散総選挙の実施

を要求。

１９日�ダレーマ首相、統一地方選挙の敗退を

受け、チャンピ大統領に辞表を提出。

２１日�チャンピ大統領、ダレーマ首相の後任

として元首相のアマート国庫相を指名、

組閣を要請。

２８日�下院議会、アマート新内閣を予想以上

の大差で承認。

〈５ 月〉

２日�森首相、欧州歴訪でアマート首相と会

談。沖縄サミットおよび北朝鮮との国

際対話などについて協力を要請。

３日�上院議会、下院に引き続き新内閣を承

認、アマート内閣が正式に発足。

９日�ミラノ控訴院、最大野党フォルツァ・

イタリアのベルルスコーニ党首にかか

わる収賄疑惑に対し逆転無罪を判決。

１２日�イタリアの芸術、文化、科学技術など

イタリア
ＩＴＡＬＹ

を広く日本に紹介する「日本における

イタリア２００１年」の主な内容が決定。

２００１年春から１年間にわたって実施さ

れ、ルネサンス文化展、科学技術展、

サッカー代表チーム同士の試合のほか、

両国の財界人による日伊経済サミット

なども開催。

１５日�アマート内閣、緑の党の就任拒否によ

り空席となっていた欧州問題担当相に

同党のマッティオーリ下院議員を任命、

政権発足後半月を経てようやく全閣僚

が決定。

�ミラノ証券取引所、増大する夜間の

ネット取り引きに対応し、世界初の夜

間取り引きを開始。

２１日�比例代表制の廃止などを問う国民投票

実施、廃止への賛成票が８０％を超えた

が投票率が有効投票率の５０％を大きく

下回る３０％台にとどまり、昨年４月に

引き続き再度不成立。野党、政府が積

極的に進めてきた国民投票での投票率

の低迷は、政府不信任の表れとして首

相の退陣を要求。

〈４ 月〉

１８日�ファン・アールツェン外相、河野外相

と外務省飯倉公館で会談。国連安全保

障理事会改革をめぐって意見交換。

２０日�アレクサンダー皇太子、長崎市での日

蘭交流４００周年記念式典に出席。

�中央統計局、９９年の実質ＧＤＰ成長率

を速報値３．５％から３．６％に上方修正。

〈５ 月〉

９日�ＮＴＴドコモ、通信大手ＫＰＮ傘下の

ＫＰＮモバイルの株式１５％を取得へ。

１１日�ＥＩＵ（エコノミスト・インテリジェン

ス・ユニット）による今後５年間のビ

オランダ
ＮＥＴＨＥＲＬＡＮＤＳ

７２ ＪＥＴＲＯ ユーロトレンド ２０００．６



ジネスに最適な国の番付でオランダが

トップに。安定した政治制度、柔軟な

労働市場などを評価したもの。

２３日�天皇、皇后両陛下、公式訪問。ベアト

リックス女王夫妻主催晩さん会に出席。

〈４ 月〉

２日�デンデルモデ裁判所、グリーンピース

（国際環境保護団体）からの訴えを受

け、４月初めに予定されていたフラン

スからベルギーへの放射性廃棄物の第

１回目の返送の禁止を判決。ベルギー

政府は上訴する構え。

４日�ディルーポ・ワロン地域政府首相の辞

任発表に伴い、同地域政府並びに仏語

共同体レベルで大幅な人事異動を実施。

７日�フェルホフスタット首相、ルワンダで

の大虐殺の犠牲者追悼式典に列席し、

虐殺の責任の一端はベルギーを含む国

際社会にもあると公式謝罪。

〈５ 月〉

１日�オンケリンクス雇用相、週３５時間労働

制の導入を検討している旨を明らかに。

９日�ピケ経済相、ベルギー・チョコレート

の品質維持のため、非営利団体「伝統

的・高品質チョコレート協会」を発足。

５％以内ならカカオ・バター以外の植

物性油脂をチョコレートに使用するこ

とを許可するＥＵの「チョコレート」

指令に対し、高品質を維持しようとす

る業界が国王、政府に働きかけたもの。

１９日�連邦政府、選挙リストの候補者を男女

同数とする法案を閣議で採択。

２２～２３日�オンケリンクス雇用相、週３５時間

労働制の導入について労使代表と会談。

ベルギー
ＢＥＬＧＩＵＭ

〈４ 月〉

２７日�中銀、公定歩合と短期買いオペ金利を

０．２５ポイント引き上げ、それぞれ３．７５

％、４．１％にすることを決定、２８日か

ら実施。

３０日�社会民主党、特別党大会で通貨統合参

加方針を決定。

〈４ 月〉

３日�ダブリン・バスのストライキ終結。

〈５ 月〉

１６日�統計局、４月の消費者物価上昇率を発

表。住宅価格や燃料価格の上昇受け、

４．９％に続伸。

〈４ 月〉

１９日�英国領ジブラルタル自治政府との対話

を拒否していた政府、英国政府の仲介

で同自治政府との行政協力を開始。英

国・スペイン間の長年の懸案事項が解

決に向けて大きく前進。

２６日�下院議会、３月１２日の総選挙で勝利を

収めた国民党のアスナール党首を首相

に再任。同首相は翌２７日閣僚名簿を提

出、ＥＵで唯一の右派単独内閣が成立。

〈５ 月〉

８日�サンタンデール・セントラル・イスパ

ノ銀行（ＢＳＣＨ）、総資産でメキシコ

３位のセルフィン銀行の買収を決定。

１５日�バレンシア地方の花火工場で爆発事故、

死傷者は１３人。

デンマーク
ＤＥＮＭＡＲＫ

アイルランド
ＩＲＥＬＡＮＤ

スペイン
ＳＰＡＩＮ
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１６日�インターネット関連会社のテラ・ネッ

トワークス、インターネット検索会社

の米ライコスを株式交換により買収す

ると発表。スペインから初の世界最大

級のインターネット関連会社が誕生。

〈４ 月〉

２２日�ポルトガル人ブラジル到達５００年を記

念し、両国大統領らが出席してブラジ

ル東部のポルトセグロで記念式典開催。

経済交流を含め今後の両国間関係の強

化を確認。

�グテーレス首相、東ティモールの復興

状況などを視察するためディリを訪問。

東ティモールのインドネシアからの正

式分離後、旧宗主国首脳として初めて

の訪問で、教育分野などでの復興支援

を表明。

〈５ 月〉

１２日�ローマ法王、ポルトガルの聖地ファ

ティマを訪問。約６０万人が集まりミサ。

〈４ 月〉

１５日�北キプロスの大統領選挙で、デンクタ

シュ大統領、対立候補の国民統一党の

エロール党首ともに過半数に達せず。

２２日に決選投票。

１９日�エロール候補、大統領選の決選投票を

辞退、デンクタシュ大統領の再選決定。

２１日�中国の紅沢民国家主席、ギリシャを公

式訪問。シミティス首相と会談。

〈５ 月〉

１０日�シドニーオリンピックのための聖火、

オリンピア遺跡で採火。

ポルトガル
ＰＯＲＴＵＧＡＬ

ギリシャ
ＧＲＥＥＣＥ

�パパモデス中銀総裁、ユーロ導入に伴

う為替相場メカニズム２（ＥＲＭ２）

における対ユーロ平価（１ユーロ＝

３４０．７５ドラクマ）の変更はない、と発

言。

１８日�欧州議会、ギリシャのユーロ導入を賛

成３７６，反対４２，棄権８０の圧倒的多数で

支持。

１９日�トルコ空軍の戦闘爆撃機１０機、地中海

東部合同軍事演習参加のため、ギリ

シャの空軍基地に着陸。トルコ戦闘機

のギリシャ着陸は２８年ぶり。

〈４ 月〉

８日�政府、１０月から段階的に年金受給年齢

を引き上げることで合意。

１２日�ハイダー前自由党（ＦＰ　）党首、連

立政権樹立後初めてブリュッセルを訪

問。

１５日�政府、健康保険財政立て直しのため、

治療費や処方箋の値上げで合意。

３０日�グーゼンバウアー氏、社民党（ＳＰ

　）の党大会で党首に就任。

〈５ 月〉

１日�スザンネ・リースパッサー副首相、自

由党党大会で正式に党首に就任。

５日�政府、６月までにＥＵが対オーストリ

ア制裁を止めない場合、秋に国民投票

を実施する計画を閣議決定。

〈４ 月〉

１３日�政府、２０００年の予算割り振り変更と

２００３年までの各分野における歳出上限

案を含めた春期予算案を発表。２０００年

の実質ＧＤＰ成長率は３．８％と予想。

オーストリア
ＡＵＳＴＲＩＡ

スウェーデン
ＳＷＥＤＥＮ
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２６日�ボルボ、仏ルノーと資本提携。ルノー

傘下のＲＩＶ、ＭＡＣＫ両社を買収し、

世界第２位のトラックメーカー誕生。

〈５ 月〉

１７日�ペーション首相、北欧歴訪中のチベッ

ト仏教指導者ダライ・ラマ１４世と会談。

２８日�天皇、皇后両陛下、ストックホルムを

公式訪問。

〈４ 月〉

１７日�大手民間経済研究所ＰＴＴ（ペレル

ヴォ経済調査研究所）、２０００年の実質

ＧＤＰ成長率を５％と予想。

〈５ 月〉

２６日�天皇、皇后両陛下、ヘルシンキを訪問。

〈４ 月〉

１１日�外務省にて日本、スイス経済協議開催。

ＷＴＯの新ラウンド早期立ち上げに向

け協力を確認。

１５日�ＥＵ加盟反対の国民党、ＥＵとの包括

フィンランド
ＦＩＮＬＡＮＤ

スイス
ＳＷＩＴＺＥＲＬＡＮＤ

協定に賛成する党方針を党大会で可決。

〈５ 月〉

１日�中銀、金とフランのリンクを放棄する

新通貨法の施行を受け、金の売却を開

始。数年間で１，３００トンの売却を予定。

２０日�天皇、皇后両陛下、非公式訪問。

２１日�国民投票でＥＵとの包括協定を圧倒的

賛成多数で承認。

２３日�スイス証券取引所、英国の電子証券取

引所との合併交渉開始を発表。

〈４ 月〉

１２日�中銀、政策金利の０．２５％引き上げを決

定。預金・貸出金利をそれぞれ５．７５％、

７．７５％に。１３日より実施。

１３日�国会、国際軍隊向けの特別防衛軍の創

設を可決。

２８日�労働組合連盟組合員、経営者連盟との

労働協定案を多数で否決。

〈５ 月〉

３日�８万を超える労働者、大規模ストライ

キに突入。

１２日�２０００年度修正予算を発表。

ノルウェー
ＮＯＲＷＡＹ

７５ＪＥＴＲＯ ユーロトレンド ２０００．６



主 要 経 済 指 標

英 国 フランス ドイツ イタリア

実質ＧＤＰ
成長率

消費者物
価上昇率 失業率

実質ＧＤＰ
成長率

消費者物
価上昇率 失業率

実質ＧＤＰ
成長率

消費者物
価上昇率 失業率

実質ＧＤＰ
成長率

消費者物
価上昇率 失業率

１９９４年 ４．４ ２．３ ９．３ ２．７ １．８ １２．４ ２．３ ２．７ ９．６ ２．２ ３．９ １１．１
９５年 ２．８ ２．９ ８．０ ２．１ １．８ １１．８ １．７ １．７ ９．４ ２．９ ５．４ １１．６
９６年 ２．６ ３．０ ７．３ １．５ １．７ １２．３ ０．８ １．４ １０．４ ０．９ ３．９ １１．６
９７年 ３．５ ２．８ ５．５ ２．０ １．２ １２．５ １．５ １．９ １１．４ １．５ ２．０ １１．７
９８年 ２．２ ２．６ ４．７ ３．２ ０．７ １１．９ ２．２ １．０ １１．１ １．３ １．９ １１．８
９９年 ２．０ ２．３ ４．３ ２．９ ０．５ １１．２ １．５ － － １．４ １．７ １１．４

１９９８年１０～１２月 １．５ ２．５ ４．６ ＊０．７ － － １．９ － － ０．２ １．６ １１．９
１９９９年１～３月 １．５ ２．５ ４．５ ＊０．４ － － ０．８ － － ０．８ １．３ １１．９

４～６月 １．６ ２．３ ４．５ ＊０．８ － － １．３ － － ０．８ １．６ １１．７
７～９月 ２．２ ２．２ ４．３ ＊１．０ － － １．５ － － １．２ １．８ １１．１
１０～１２月 ３．０ ２．２ ４．２ ＊０．８ － － ２．３ － － ２．１ ２．１ １１．１

２０００年１～３月 ２．９ ２．１ ４．０ ＊０．７ － － ３．３ － － － ２．４ １１．４
１９９９年３月 － ２．７ ４．５ － ０．４ １１．４ － ０．４ １１．１ － １．４ －

４月 － ２．４ ４．５ － ０．４ １１．３ － ０．７ １０．７ － １．６ －
５月 － ２．１ ４．５ － ０．４ １１．４ － ０．４ １０．２ － １．７ －
６月 － ２．２ ４．４ － ０．３ １１．３ － ０．４ １０．１ － １．６ －
７月 － ２．２ ４．３ － ０．４ １１．２ － ０．６ １０．３ － １．８ －
８月 － ２．１ ４．２ － ０．５ １１．３ － ０．７ １０．３ － １．８ －
９月 － ２．１ ４．２ － ０．７ １１．１ － ０．７ １０．１ － １．８ －
１０月 － ２．２ ４．２ － ０．８ １１．０ － ０．８ ９．９ － ２．１ －
１１月 － ２．２ ４．１ － ０．９ １０．８ － １．０ １０．０ － ２．１ －
１２月 － ２．２ ４．１ － １．３ １０．６ － １．２ １０．３ － ２．１ －

２０００年１月 － ２．１ ４．０ － １．６ １０．５ － １．６ １１．０ － ２．２ －
２月 － ２．２ ４．０ － １．４ １０．２ － １．８ １０．９ － ２．４ －
３月 － ２．０ ４．０ － １．５ １０．０ － １．９ １０．６ － ２．５ －
４月 － １．９ － － １．３ ９．８ － １．５ ９．８ － ２．３ －

スペイン ポルトガル ギリシャ オランダ

実質ＧＤＰ
成長率

消費者物
価上昇率 失業率

実質ＧＤＰ
成長率

消費者物
価上昇率 失業率

実質ＧＤＰ
成長率

消費者物
価上昇率 失業率

実質ＧＤＰ
成長率

消費者物
価上昇率 失業率

１９９４年 ２．３ ４．７ ２４．２ ０．８ ５．２ ６．９ １．５ １０．９ ９．６ ３．２ ２．７ ７．５
９５年 ２．７ ４．７ ２２．９ １．９ ４．２ ７．３ ２．０ ８．９ １０．０ ２．３ ２．０ ７．０
９６年 ２．３ ３．６ ２２．２ ３．０ ３．１ ７．３ ２．６ ８．２ ９．８ ３．１ １．４ ６．６
９７年 ３．８ ２．０ ２０．８ ３．６ ２．２ ６．７ ３．２ ５．５ １０．３ ３．６ ２．２ ５．５
９８年 ４．０ １．８ １８．８ ３．９ ２．８ ５．０ ３．５ ４．８ ９．９ ３．７ ２．０ ４．１
９９年 ３．７ ２．３ １５．９ ※３．１ ２．５ ４．４ ※３．５ － － ３．６ ２．２ ３．２

１９９８年１０～１２月 ３．７ １．５ １８．２ ３．５ ３．１ ４．９ － ４．３ １０．２ ３．３ １．８ ３．８
１９９９年１～３月 ３．６ １．８ １７．０ ２．８ ２．８ ４．８ － － － ３．０ ２．２ ３．７

４～６月 ３．７ ２．３ １５．６ ２．８ ２．５ ４．５ － － － ３．１ ２．２ ３．１
７～９月 ３．８ ２．４ １５．４ － ２．０ ４．２ － － － ３．６ ２．３ ３．１
１０～１２月 ３．９ ２．７ １５．４ － ２．０ ４．１ － － － ４．６ ２．１ ２．９

２０００年１～３月 － － １５．０ － １．８ － － － － － ２．０ ３．０
１９９９年３月 － ２．２ － － ３．０ － － ３．４ － － ２．２ ３．５

４月 － ２．４ － － ２．８ － － ２．８ － － ２．２ ３．３
５月 － ２．２ － － ２．３ － － ２．４ － － ２．３ ３．１
６月 － ２．２ － － ２．３ － － ２．１ － － ２．３ ３．０
７月 － ２．２ － － ２．１ － － ２．１ － － ２．１ ３．１
８月 － ２．４ － － １．９ － － ２．０ － － ２．６ ３．１
９月 － ２．５ － － ２．０ － － ２．０ － － ２．２ ３．０
１０月 － ２．５ － － ２．０ － － ２．２ － － ２．１ ３．０
１１月 － ２．７ － － ２．０ － － ２．６ － － ２．２ ２．７
１２月 － ２．９ － － ２．０ － － ２．７ － － ２．２ ２．９

２０００年１月 － ２．９ － － ２．１ － － ２．６ － － ２．０ ２．９
２月 － ３．０ － － １．８ － － ２．９ － － ２．０ ３．１
３月 － ２．９ － － １．５ － － ３．１ － － １．９ ２．９
４月 － ３．０ － － － － － － － － － －

１）ＧＤＰ成長率は前年比および前年同期比 ＊は前期比 ※は推定値
２）消費者物価上昇率は前年比、前年同期比および前年同月比
３）ポルトガルの実質ＧＤＰ成長率・四半期の値は、９９年より半期（１月～６月、７月～１２月）平均値
資料：各国統計による。ドイツのＧＤＰ成長率は９９年４月よりＥＵ基準に変更。

７６ ＪＥＴＲＯ ユーロトレンド ２０００．６

統計資料



ベルギー ルクセンブルク デンマーク アイルランド オーストリア

実質ＧＤＰ
成長率

消費者物
価上昇率 失業率

実質ＧＤＰ
成長率

消費者物
価上昇率 失業率

実質ＧＤＰ
成長率

消費者物
価上昇率 失業率

実質ＧＤＰ
成長率

消費者物
価上昇率 失業率

実質ＧＤＰ
成長率

消費者物
価上昇率 失業率

２．４ ２．４ １３．９ ９．１ ２．２ ２．６ ５．５ ｎ．ａ． ８．２ ５．５ ２．４ １４．１ ２．４ ３．０ ６．５
２．３ １．５ １４．１ ４．１ １．９ ２．９ ２．８ ｎ．ａ． ７．２ ８．３ ２．５ １２．１ １．７ ２．２ ６．６
０．９ ２．１ １３．８ ５．３ １．４ ３．３ ２．５ ２．０ ６．８ ７．７ １．６ １１．５ ２．０ １．９ ７．０
３．２ １．６ １３．３ ７．５ １．４ ３．７ ３．１ １．９ ５．６ １０．７ １．５ ９．８ １．２ １．３ ７．１
２．９ １．０ １２．６ ７．５ １．０ ３．３ ２．５ １．３ ５．１ ８．９ ２．４ ７．４ ２．９ ０．９ ７．２
※２．８ １．１ １１．７ － １．０ － １．６ ２．１ ４．５ － ３．４ ５．６ ※２．２ ０．６ ６．７
－ － － － － － ２．６ １．１ ４．７ ６．７ － ６．５ － ０．７ ７．４
－ － － － － － ０．６ １．４ ４．７ ８．８ － ６．０ － ０．５ ８．５
－ － － － － － ２．２ １．７ ４．５ ８．１ － ５．７ － ０．４ ６．２
－ － － － － － １．５ ２．３ ４．４ １１．０ － ５．５ － ０．５ ５．３
－ － － － － － ２．０ ２．８ ４．９ － － ５．１ － １．０ ６．６
－ － － － － － － ２．９ ４．９ － － － － １．６ ７．７
－ １．２ １１．７ － ０．６ ３．３ － １．７ ４．６ － ０．３ ５．９ － ０．４ ７．６
－ １．２ １１．３ － １．３ ３．２ － １．７ ４．６ － ０．５ ５．７ － ０．２ ７．０
－ ０．８ １１．０ － １．２ ３．０ － １．６ ４．５ － ０．５ ５．８ － ０．５ ６．１
－ ０．７ １０．９ － １．２ ２．９ － １．９ ４．５ － ０．３ ５．７ － ０．４ ５．５
－ ０．７ １２．０ － △０．２ ２．９ － ２．０ ４．４ － △０．４ ５．６ － ０．４ ５．３
－ ０．９ １２．７ － １．３ ２．９ － ２．４ ４．４ － ０．６ ５．５ － ０．５ ５．３
－ １．２ １２．２ － １．７ ３．１ － ２．４ ４．３ － ０．４ ５．４ － ０．５ ５．４
－ １．３ １１．８ － １．９ ３．１ － ２．６ ４．９ － ０．１ ５．２ － ０．８ ５．８
－ １．５ １１．３ － １．９ ３．１ － ２．７ ４．８ － ０．２ ５．１ － ０．８ ６．６
－ １．９ １１．３ － ２．４ ３．３ － ３．１ ４．９ － １．１ ５．０ － １．４ ７．３
－ １．８ １１．３ － ３．２ － － ２．８ ５．０ － △０．２ ４．９ － １．２ ８．４
－ ２．０ １１．０ － ２．７ － － ２．８ ４．９ － ０．８ ４．９ － １．７ ８．０
－ ２．３ － － ２．８ － － ３．０ ４．８ － ０．６ ４．７ － １．９ ６．６
－ － － － － － － ２．９ － － ０．７ ４．７ － １．９ ５．９

スウェーデン フィンランド スイス ノルウェー アイスランド

実質ＧＤＰ
成長率

消費者物
価上昇率 失業率

実質ＧＤＰ
成長率

消費者物
価上昇率 失業率

実質ＧＤＰ
成長率

消費者物
価上昇率 失業率

実質ＧＤＰ
成長率

消費者物
価上昇率 失業率

実質ＧＤＰ
成長率

消費者物
価上昇率 失業率

３．３ ２．２ ８．０ ４．５ １．１ １６．６ １．０ ０．９ ４．７ ５．７ １．４ ５．４ ２．０ １．７ ４．７
３．９ ２．５ ７．７ ４．０ １．０ １５．４ ０．８ １．８ ４．２ ３．７ ２．４ ４．９ ３．２ １．７ ５．０
１．３ ０．５ ８．１ ４．１ ０．６ １４．６ ０．０ ０．８ ４．７ ４．８ １．３ ４．９ ４．９ ２．３ ４．４
１．８ ０．５ ８．０ ５．６ １．２ １２．７ １．７ ０．５ ５．２ ３．５ ２．６ ４．１ ４．５ １．８ ３．９
２．９ △０．１ ６．５ ４．９ １．４ １１．４ ２．１ ０．０ ３．９ ２．０ ２．２ ３．２ ５．０ １．９ ２．８
３．８ ０．４ ５．６ ３．５ １．２ １０．２ １．７ ０．８ ２．７ ０．８ ２．３ ３．２ － － －
３．８ △１．０ ５．５ ３．９ ０．９ １０．１ １．２ △０．１ ３．３ ０．２ ２．３ ３．１ － １．９ ２．３
４．５ △０．１ ５．７ ２．７ ０．７ １０．９ １．０ ０．３ ３．３ ０．８ ２．３ ３．１ － １．４ ２．４
４．１ ０．２ ５．４ ３．４ １．２ １１．７ １．１ ０．６ ２．７ ０．９ ２．５ ３．３ － １．９ ２．３
４．１ ０．７ ６．０ ２．８ １．１ ８．９ １．６ １．１ ２．４ ０．７ ２．３ ３．２ － ４．１ １．９
３．８ １．１ ５．２ ３．５ １．７ ９．３ ３．０ － － ０．９ ２．０ ３．４ － － －
－ ０．８ ５．４ － ２．７ １１．０ － － － － ２．９ ３．９ － － －
－ ０．１ ５．４ － ０．８ １０．９ － ０．５ ３．１ － ２．５ ３．３ － ２．０ －
－ ０．１ ５．３ － １．１ １１．５ － ０．６ ２．９ － ２．４ ３．４ － １．９ －
－ ０．２ ４．９ － １．４ １３．３ － ０．６ ２．７ － ２．５ ３．３ － ２．０ －
－ ０．４ ５．９ － １．１ １０．３ － ０．６ ２．６ － ２．４ ３．４ － １．９ －
－ ０．２ ６．４ － １．２ ８．６ － ０．７ ２．５ － １．９ ３．３ － ３．２ －
－ ０．７ ６．１ － １．１ ９．０ － ０．９ ２．４ － １．９ ３．３ － ４．１ －
－ １．０ ５．５ － １．１ ９．１ － １．２ ２．３ － ２．１ ３．１ － ４．９ －
－ ０．９ ５．２ － １．３ ９．５ － １．２ ２．３ － ２．５ ３．２ － ５．３ －
－ ０．９ ５．２ － １．６ ９．４ － １．３ ２．４ － ２．８ ３．３ － － －
－ １．３ ５．３ － ２．０ ９．１ － １．７ ２．５ － ２．８ ３．７ － － －
－ ０．５ ５．７ － ２．２ １０．６ － １．６ ２．６ － ２．９ ３．６ － － －
－ ０．９ ５．４ － ２．７ １１．３ － １．６ ２．４ － ３．２ ３．８ － － －
－ １．０ ５．１ － ３．１ １１．２ － １．５ ２．３ － ２．５ ４．０ － － －
－ － － － ２．７ － － １．４ ２．１ － － － － － －

注１：９７年１月からのオーストリアの消費者物価上昇率は、調整品目・方法をＥＵ基準に合わせるとともに
９６年＝１００としたＣＰＩに基づく新統計。

注２：アイルランドの実質ＧＤＰ成長率は、９６年よりＣｅｎｔｒａｌＳｔａｔｉｓｔｉｃｓＯｆｆｉｃｅ統計値。月別消費者物価上昇率は前月比。
注３：デンマークの失業率は９９年１０月よりＥＵ基準に変更。

７７ＪＥＴＲＯ ユーロトレンド ２０００．６

統計資料



２０００年６月２日現在

国 名 通 貨 略 号 交換レート 備考

ユーロ圏１１カ国 ユーロ ＥＵＲ １０２．８９

フ ラ ン ス 仏フラン Ｆ．ＦＲ． １５．６９ ６．５５９５７

ド イ ツ 独マルク Ｄ．Ｍ． ５２．６１ １．９５５８３

イ タ リ ア 伊リラ ＬＩＴ． ５．３２ １，９３６．２７

オ ラ ン ダ オランダ・ギルダー Ｄ．ＧＬ． ４６．６９ ２．２０３７１

ベ ル ギ ー ベルギー・フラン Ｂ．ＦＲ． ２５５．０３ ４０．３３９９

ス ペ イ ン スペイン・ペセタ Ｓ．ＰＥＳＥＴＡ ６１．８３ １６６．３８６

ポ ル ト ガ ル ポルトガル・エスクード Ｐ．ＥＳＣ ０．５２ ２００．４８２

アイルランド アイルランド・ポンド ＩＲＥＬＡＮＤ£ １３０．６３ ０．７８７５６４

オーストリア オーストリア・シリング Ａ．ＳＣＨ． ７．４８ １３．７６０３

フィンランド フィンランド・マルカ ＭＡＲＫＫＡ １７．３０ ５．９４５７３

英 国 英ポンド ＳＴＧ．£ １６６．７７

デ ン マ ー ク デンマーク・クローネ Ｄ．ＫＲ． １３．８８

ギ リ シ ャ ドラクマ ＤＲ． ０．３０

ス イ ス スイス・フラン Ｓ．ＦＲ． ６５．４５

スウェーデン スウェーデン・クローネ Ｓ．ＫＲ． １２．５８

ノ ル ウ ェ ー ノルウェー・クローネ Ｎ．ＫＲ． １２．５２

アイスランド アイスランド・クローネ Ｉ．ＫＲ． １．４４

注：１）交換レートは、現地通貨当たりの円貨額（売り相場）を表示。
ユーロ圏１１カ国の備考欄は、１ＥＵＲに対する各国通貨の交換レート。

２）イタリア、ベルギー、スペインはそれぞれ１００ＬＩＴ．、１００Ｂ．ＦＲ．、１００Ｓ．ＰＥＳＥＴＡ当たりの円貨額。
出所：東京三菱銀行ＥＸＣＨＡＮＧＥＱＵＯＴＡＴＩＯＮＳ（Ｏｐｅｎｉｎｇ）、ただしギリシャ、アイスランドは６月５日付け

ＦＩＮＡＮＣＩＡＬＴＩＭＥＳ“ＦＴＧＵＩＤＥＴＯＷＯＲＬＤＣＵＲＲＥＮＣＩＥＳ”による６月２日現在のレート。
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